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１ 議 事 日 程（第２日） 

   （平成３０年第４回有田川町議会定例会） 

平成３０年１２月１２日 

午前９時３０分開議 

於 議 場 

 日程第１ 一般質問 

２ 出席議員は次のとおりである（１６名） 

    １番   堀 江 眞智子       ２番   増 谷   憲 

    ３番   椿 原 竜 二       ４番   中 島 詳 裕 

    ５番   星 田 仁 志       ６番    畑  之 

    ７番   谷 畑   進       ８番   小 林 英 世 

    ９番   林   宣 男       10番   殿 井   堯 

    11番   佐々木 裕 哲       12番   岡   省 吾 

    13番   森 谷 信 哉       14番   新 家   弘 

    15番   湊   正 剛       16番   亀 井 次 男 

３ 欠席議員は次のとおりである（なし） 

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 

５ 会議録署名議員 

    ５番   星 田 仁 志       12番   岡   省 吾 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１３名） 

   町 長  中 山 正     副 町 長  坂 頭 徳 彦 

   住 民 税 務 部 長  山 田 展 生    福 祉 保 健 部 長  前久保 眞 次 

   総 務 政 策 部 長  中 硲   準    消 防 長  栗 栖   誠 

   産 業 振 興 部 長  立 石 裕 視    建 設 環 境 部 長  鈴 木 幸 敏 

   総 務 課 長  竹 中 幸 生    財 務 課 長  中 屋 正 也 

   企 画 調 整 課 長  森 田 栄 一    教 育 長  楠 木   茂 

   教 育 部 長  井 上 光 生 

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  一ツ田 友 也    書 記  細 野 鶴 子 
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平成３０年第４回定例会一般質問者及び項目表 

通告順 議員名 質  問  項  目 

１ 佐々木裕哲 ①コスモスパークへの道路標識設置について 

②きびドーム、議会議場の音響機器の耐用年数を問う 

③鳥尾池への流入土の搬出について 

２ 星田仁志 

 

①小・中学校の夏休みについて 

②携帯電話の不通箇所について 

３ 椿原竜二 

 

①和歌山県知事選挙の投票率について 

②色覚検査の現状と色覚特性への配慮と対応について 

４ 殿井 堯 

 

①潮光園建設の負担金について 

②不良空き家等除却補助金について 

５ 中島詳裕 ①本町の過疎対策について 

②森林災害について 

③ふるさと納税制度における本町の現状と今後の課題につい

て 

６ 岡 省吾 ①郷土伝統工芸「保田紙」紙漉き技術の継承・維持と今後に

ついて 

②「有田川町鉄道交流館と鉄道公園」の今後について 

７ 小林英世 

 

①風水害の避難に関して 

②プラスチックゴミについて 

８ 増谷 憲 ①風力・太陽光発電施設について 

②学校給食の無償化について 

③介護保険制度等について 

９ 堀江眞智子

 

①就学援助について 

②風しんワクチン等接種費用助成について 

 

８ 議事の経過 

開議 ９時３０分 

○議長（殿井 堯） 

   改めまして、おはようございます。 

   ただいまの出席議員は１６人であります。 

   定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

   また、説明員は、町長ほか１２名であります。 

   なお、本日、町長より追加議案９件が提出されております。 

……………日程第１ 一般質問…………… 
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○議長（殿井 堯） 

   日程第１、一般質問を行います。 

   配付のとおり、９名の議員から通告をいただいておりますので、順次許可します。 

……………通告順１番 １１番（佐々木裕哲）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君の一般質問を許可します。 

   佐々木裕哲君の質問は一問一答形式です。 

   １１番、佐々木裕哲君。 

○１１番（佐々木裕哲） 

   １１番、佐々木です。 

   議長の許可を得ましたので、一般質問させていただきます。 

   今回、９人の議員が質問しますが、質問に対しよき回答をしていただき、町民の

方々や、有田川町のためになるようによろしくお願いします。 

   では、私の質問に入ります。今回、私の質問は３事項について行います。各項目に

ついて、事前に部課長と協議していますので、質問はできるだけ短く、回答もできる

だけ満点が得られるようにお願いしたいと思います。 

   まず、１番目の質問です。コスモスパークへの道路標識設置についてであります。

コスモスパークは有田川町の観光絶景地であり、生石山に引けをとらない観光地であ

ります。特に、コスモスの咲く時期は県内外から多くの方々が訪れてくれますが、車

で和歌山、大阪方面から来る方が、海南東インターで下車した場合、県道海南金屋線

で来ると、東急ゴルフの入り口までは道は急カーブながら来られるのですが、東急ゴ

ルフ場の入り口から、普通自動車が何とかやっと通れるような状態であります。前か

ら車が来ると、お互い車寄せができる場所もなく、対向もできません。また、バック

することもできないような状態になっております。 

   また、カーナビで有田インター下車しても、案内は賢または船坂の途中で案内が終

了すると言われ、私も実際に設定しましたら、賢や船坂で途中で切れてしまいます。

そういうことで、コスモスパークの本来のコースは有田インターから田口大橋、千葉

山ブドウ園、そしてコスモスパークへ行くのが本来のルートでありますが、初めて来

る方が非常に迷い大変だと聞いております。私も、先日、あそこへ上がったときに、

遠方からの車、ナンバーを見ますとわかるので、ここへ来られるのに、スムーズに来

られましたかと言いますと、中にはカーナビで来たけれど、えらい目に遭うたんやと。

途中でとまって、田口から、船坂から上がれと言われたんですけれども、もうミカン

畑の支線が入ってしまって、非常に時間がかかったというような苦情も言われており

ました。 

   そういうことで、今、このコスモスパークは、以前は地元長田区の皆さんが管理、

運営をしていただいたのですが、今はシルバー人材センターで行ってくれております。
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そこで、道案内をシルバーの方へ電話等で困っているということを聞きました。そこ

で、ゴルフ場の入り口へ、ここからは車が入れませんとか、誰でもわかるような標識

板の設置をしたらどうかと思います。また、ぜひともしてほしいというのが願いでご

ざいます。 

   また、コスモスパークへの入り口は普通の整備された広い道で、そのため田殿橋の

北詰へ直接、田殿橋から、賢から上へ上がるコースがあるんですけれども、できれば

由利の商店のあたりでも、あの辺へお願いして、田口経由で上へ上がるようにしたほ

うが、１つに決めたほうが私はいいんじゃないかと思っております。 

   この質問に対しまして、シルバーの方々のたっての願いであり、これをぜひとも一

般質問で取り上げてほしいということで、今回、私がさせてもらうようにしました。

さっきも言ったように、ナビで来てもなかなか到着せんとか、道が狭いので対向もで

きんということですので、ひとつ観光課の方もいろいろ検討もしてくれると思います

けれども、ぜひともこのような事態にならないように、何とか具体策をお聞きしたい

と思います。 

   次に、２番目の質問でございます。２番目の質問はきびドームや、この議会会場の

音響機器の耐用年数についてお聞きしたいと思います。きびドームでカラオケ等で使

用する場合は、機器は持ち込むので、そんなことがないんですけれども、それ以外の

会議とか講演等で使用する場合は、備えつけの今のマイクなんですけれども、ハウリ

ングと言うんですかな、キーンとか、ボーンとか、ああいう音がして使いものになら

ないということがよく言われます。先日も、副町長、教育長出席のもと、県下から集

まり、ある講演会があったわけなんですけれども、私もそれを傍聴させていただきま

した。やはり、講演者が話をしている最中に、何度もハウリングしておりました。そ

こで、今、使っている機器は何年使用しているのか。今の現状を町職員は知っている

のか。これ、あれ実際にピーピー鳴っているのを、あそこに誰か責任者がおりますけ

れど、町の職員がああいうことになっているというのを知っているのかということも

お聞きしたいと思います。 

   この議会の会場の機器も同じことなんですけども、この９月議会、前回の議会で私

の一般質問の録音が途中で切れていまして、町長や部長の声が途中で入っていません

でした。そこで別の予備のＩＣレコーダーで録音したもので、またテープへ変換して

もらって、それを活字に直したわけなんですけれども、どうしてもＩＣレコーダーで

遠方のほうでとっておりますと、声も小さく、なかなか何と言っていたのか聞き取れ

なくて、私も非常に困りました。そういうことで、機械とか機器というのは何十年も

使っていると、一部を直しても、また別の場所が悪くなってくるというのが普通でご

ざいます。それらも含めて、きびドームやこの議場の機器、庁舎内の機器、そういう

面を今後、どのように考えているのか、その点もお聞きしたいと思います。 

   続いて、３番目の質問でございます。３番目の質問は、これもちょっと現実の非常
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に困っている問題でございます。というのは、鳥尾池への流入土、土ですね、その搬

出についてお聞きしたいと思います。池というのは、普通、個人または地区で所有し

ているものもあるんですけれども、大半が市町村で管理しております。鳥尾池も所有

者は有田川町、そして管理者は鳥尾池水利組合が行っているわけなんですけれども、

そこで、この池、皆さんも知っていると思うんですけれども、全国的に見ても非常に

珍しい形態をとっております。これはもちろん、町長や部長も皆、知っていると思っ

ておるんですけれども、普通、池というのは山のすそ野をせきとめ、山から流れてく

る小川の水をためる、ため池形式をとっているのが普通でございます。この鳥尾池は

池の上流から流れてくる水は二級河川、これは県の管轄ですね、二級河川の吉見川、

この池の入り口は幅７メートル、深さ１．５メートルの川でございます。かなり大き

な川でございます。その川から、この鳥尾池へ流入しているということです。そして、

また、そこから鳥尾池から出ていく水が、二級河川、鳥尾川となっております。ちょ

うど二級河川の真ん中にダムのようにせきとめているから、池の一番低い底の水抜き

栓は常にヘドロというのか、山土がたまってきて、上流から流れてくる水がなかなか

抜けないという状態になっているのです。今までは、水利組合の方々が何年かに一遍

はそれをさらっていたらしいんですけれども、今はもう水利組合も、水田も減り、耕

作者も減ってきて、なかなか抜け、抜けで、水利組合の方々の人数も減って、水利費

としてわずかなお金を年間もらっているんですけれど、それでは到底こんな工事はで

きないということで、県、町で何とかしていただきたいのが今回の質問でございます。

昔と違って、吉見川の上流はほとんど立派なミカン畑に開墾しているため、大雨なん

かが降ると、どうしても山土が流れ込み、池へ堆積しているわけなんですけれど、も

うその繰り返しで、どうにもならんと。一遍、これ、何とかして水利組合のほうでは、

もう処置ができんので、町、県でひとつ考えてくれというのが、今回の質問でござい

ます。行政として、よき回答を得られるように町長、部長のほう、よろしくお願いし

ます。では、これで１回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   おはようございます。 

   今回もまた９名の方が御登壇されるようであります。できるだけ丁寧にお答えをし

たいと思います。 

   それでは、佐々木議員の質問にお答えしたいと思います。議員の質問にありますよ

うに、和歌山、大阪方面から海南インターチェンジ下車で、コスモスパークを車載の

ナビに入れますと、ほとんどが東急ゴルフ場からのルートを案内されると聞いており

ます。カーナビというのは、最短ルートをまず選びます。軽へ積んであっても、トラ

ックに積んであっても、同じルートを選んでいくということで、多分、大阪方面から
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来る方は、そういった御不便があると思います。役場へ問い合わせてくれたときは、

田口から上がるルートを説明するんですけれども、大半の方が初めての方はカーナビ

どおり、東急のほうへ入っていくようであります。町といたしましても、数年前から

ルート案内を記した看板を設置して、また２年前からはここからは行けません、コス

モスパーク、だめという大きな文字で記載した看板を設置していますけれども、いま

だに多くの来場者の方が迷われているのが現状であります。 

   今年度、実施いたしましたアンケート調査の結果を見ましても、看板が少ない、道

路幅が狭いので広くしてほしいなどの意見がほとんどで、その対策といたしまして、

まず来年度は案内表示板の増設を図れるよう、予算措置をしております。議員各位の

御協力をお願い申し上げたいと思います。 

   また、パンフレットなんかを置くやつについても、できたらコスモスパークは有田

インターでというような案内もこれからやっぱりしていく必要があるんかなと思って

います。それで、ことしも看板については、もう予算措置を既にやっておりますので、

また議員各位の御協力をお願いしたいと思います。 

   ２点目のきびドーム、議会議場の音響機器についてでありますけれども、きびドー

ムが平成７年に建設されて、２３年経過します。音響機器の耐用年数は６年ぐらいで

すが、実際は１０年以上使用できています。音響設備を全て更新するとなると、二、

三千万円ぐらいの費用が必要となってきますので、今までは故障したときなどには最

小限の交換、修理を行ってきました。議員のおっしゃるとおり、音のハウリングが起

こり、聞こえにくかったりすることがありますので、今後、きびドームの大規模改修

時に改修をしていきたいと考えております。 

   また、議場についてですが、吉備庁舎は平成６年に建設されてから２４年経過し、

議場のマイク、録音機等のシステムについても更新されていません。今年度も録音機

器が故障し、買いかえをしていますが、全ての機器を更新すると、これも何千万円と

要るということで、実はもうきびドーム、来年度で築２５年たちます。そろそろ大規

模改修をやっていかなあかんなということで、今のところ確定ではないんですけれど

も、来年度に設計をやってもらって、ごめんなさい、吉備庁舎、一遍に改修できませ

んので、吉備庁舎だけで約１０億円余りかかると言われています。これも来年度、設

計をやって、二、三年の間に吉備庁舎も大規模改修を行いたいと思います。そのとき、

全て悪いところは大規模改修で直していきたいなと思っております。 

   ３点目の鳥尾池につきましては、二級河川、鳥尾川の終点にあって、同じく二級河

川の吉見川と吉見西谷川、延長にして約４．１キロメートルの水が流入しています。

和歌山県に問い合わせたところ、こんな池、実際、どこにもないそうです。県の二級

河川の間にある池というのはどこにもないそうです。これは、毎年、県にお願いをし

て、吉見川と吉見西谷川、これについては今年度もしゅんせつを去年もしていただい

たし、今年度もしていただくということになっていますし、これについて大分、土砂
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の流入が違うのかなと感じています。これはできるだけ毎年とってもらうように、県

にも要望しております。 

   これもできるだけ毎年、去年もやってもらった、今年度も計画しています。来年度

も計画してもらえるように、また県に要望します。池のしゅんせつというのは、大体

が池の管理というのは水利組合というか、地権者の方にお願いするんですけれども、

おっしゃるとおり非常に変わった池でありますので、大規模な土砂の撤去につきまし

ては、規模によりますけれども、補助制度もありますので、これも和歌山県との相談

しながら進めていきたいなと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

○１１番（佐々木裕哲） 

   再質問させていただきます。 

   部長、町長とも事前にいろいろ話をしておりましたので、もう回答は今のところ９

５％、もう優ですね、秀ですね、大体、点がついております。そこで、まず、コスモ

スパークの件なんですけれども、１個ずつやっていきます。コスモスパークの件なん

ですけれども、入り口は田口から上がるというように１本にしてください。ほんまに

船坂から途中で、さっきも言ったように、切れたら、上まで上がってきますわ、家の

あるところまで。ところがそこから上がって、我々、知っていますけれどね、途中に

右へ入るわ、左に入るわと、畑へ入る支線いっぱいありますね。真っすぐというのか、

本線、あれ、本線も支線もないですわ、道幅が一緒ですので。ところが、右へ入って、

お客さんが入っていって、コンコンと行ったら、今度はミカンの仕事をしている軽ト

ラとかと出会って、どうにもならんというようなことで、もう非常に難儀しておりま

す。実際、さっきも言ったように、途中で切れるか、あそこでもうとまります。そう

いうことで、とにかく田口１本と、コスモスへ行く場合は、もう田口１本というよう

に、くどいようですけれども、ここから行けませんとか、進入禁止ですとか、そうい

うようなことをして、田口から上がるように、ひとつやっていただきたいなと思いま

す。 

   それと、風の館の、さっきシルバー人材センターのほうへ委託して、運営をやって

くれておるんですけれど、まず聞きますけれどね、町職員、あそこへ行って、シーズ

ン中に行って、何人来ちゃうかな、よう来ちゃうなとか、割にことしは少ないなとか、

実際行っていないん違うかと思うんですわ、僕。というのは、この話が私、たまたま

行って、シルバーの方、佐々木さん違うんかいと。１個、頼みがあるんやと。僕も最

初、誰かなと思ったんです。ところが、その話を僕に持ってくる前に、本来なら町職

員に、あれ、あそここんなんやから直さなあかんでとか、何ぞしてくれと言うのが本

来の姿だと思うんですけどね。そういうのを、一遍、そこをちょっと、それを聞いた

らからってどうということはないですけどね。それをちょっとお答えしていただきた
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いと同時に、大体、シーズン中、何人ぐらい入っていますか。まず、それを聞きたい

と思います。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、立石裕視君。 

○産業振興部長（立石裕視） 

   ただいまの件についてお答えいたします。職員が毎日、上へのぼるということはと

ても無理な話なんですけれども、週に数回というのはシーズン中には見回りに行って

おるのは現実です。もう以前から、やっぱり商工観光課のほうへは案内がちょっと難

しいとか、それから来られた方からとんでもない道を案内されたので、ナビのほうで、

困っているよという話はもう以前からお聞きしています。町長の答弁にもありました

ように、数年前から看板等を設置はさせていただいておるんですけれど、まだまだ不

十分ということで、来年度予算に向けて、また増設を検討しておるというのが現実で

ございます。 

   それから、入場者数につきましては、大体、ここ３年ぐらいのデータを今、手元に

持っております。平成２８年度につきましては９，５９５名、それから平成２９年度

が９，０１１名、それから平成３０年度は今までの数字ですけれども、ちょっとふえ

ております。１万２５２人ということで、この数字につきましては、シルバーさんの

ほうで、管理人さんのほうで４月週末から１０月末までの間ということでカウントさ

れた数字でございます。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

○１１番（佐々木裕哲） 

   できたら、休日であるんで、私は休みの日でものぞきにいけとは言いたくはないん

ですけど、平日よりも人の来ている土日、休日とか、祭日とか、そんなときに一遍、

別にシルバーの方と話はしなくても結構ですので、こんなんやなと。ぱっと見たら県

外の車があそこ、多いですわ。僕もこの間、行ったとき、シルバーの方が双眼鏡を貸

してあげてね、一遍、見てみな、あんたと言うて。明石大橋が見えるということで、

物すごい喜んで、こんなところ、ここから見えるんですねって、感動しまくったった

わ。あそこから、あのコスモスから、明石大橋が見えるというのは、そりゃすごいわ

な。ほんまに絶景。湯浅湾も物すごいいい。そういうことであるんで、まず、あそこ

はよかったけど、えらい目に遭ったというような印象を持たれないように、ひとつや

っていただきたいと思います。この件については、もう答弁は結構です。コスモスは

これで終わります。 

   そして、次は２番目のきびドーム、庁舎のマイクですね。今、町長が言ったように、

これも耐用年数もたっているので、一遍には行かないけども、かかるということを聞
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いておりますので、ひとつ、ぜひともしてあげてください。あれ、ほんまに、立派な

方があそこで講演をされる方があるんですけれどね、教育長の知っていると思うねん

けどね、全国に、世界に有名なような人ですね。あの方がそこで演説をやっているの

に、はたでピーピー、バリバリ、２人で顔を見合わせて、気の毒で、気の毒で、実際

そうでしたよね。そういう状況ですので、ひとつ何とか早目に、マイクだけでもハウ

リング、ピーピーしないようにお願いしておきます。これも、もう答弁は結構です。 

   最後の鳥尾池の話は、今、町長が言ったように、二級河川、県下でも珍しい、全国

的にもこんな河川の中に堰留めて、池やというのは本来のダムですわな。当然、土石

流がたまるのは当たり前なんですけれど、今、町長も県が責任を持って、毎年やなく

ても構わん、たまったら、土砂に関しては水利組合は関係ないということで、そうい

うふうに解釈してもらってもいいですね、町長、どうですか。いいですか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   いいです。 

○議長（殿井 堯） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

○１１番（佐々木裕哲） 

   はい。土砂が池の肥が詰まるとか、詰まらんとかいうのは、県が管理、ちゃんとす

るということでございますので、その点ひとつ、これは恐らく水利組合の方も喜んで

くれると思います。町でやろうが、県でやろうが、国でやろうが、金がないのも、私

らもいろいろ十分知っているんですけれど、これもひとつそうして前向きに取り組ん

でくれるということで、これで私の質問は終わります。どうもありがとうございまし

た。よろしく頼みます。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、佐々木裕哲君の一般質問を終わります。 

……………通告順２番 ５番（星田仁志）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   続いて、５番、星田仁志君の一般質問を許可します。 

   星田仁志君の質問は一問一答形式です。 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   ５番、星田です。 

   おはようございます。 

   ただいま、議長から一般質問の許可をいただきましたので、通告どおり２点の質問

をいたします。 
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   私は主に町民の身近な問題を中心として、本日も、また今後も質問していきたいと

考えております。 

   まず、１点目の小中学校の夏休みについて質問をいたします。平成１８年１月１日

に３町が合併して有田川町となり、合併後、いろいろな面で集約して、１つになって

きておりますが、小中学校の夏休みについては、いまだに統一できておりません。何

か理由はあるのでしょうか。 

   ことしの冬休みについては、町内の中学校４校と、小学校１０校とも、それぞれ１

２月２５日から来年１月７日までと聞いております。このように冬休みについては統

一できておりますが、夏休みについては町内の中学校４校と金屋地区と清水地区の小

学校７校は７月２３日から８月２４日までとなっており、吉備地区の藤並小学校、田

殿小学校、御霊小学校の３校は７月３０日から８月３１日までとなっております。吉

備地区の３校だけ１週間おくれた夏休みとなっているわけです。このことについて、

以前、担当部長に話を聞いたのですが、休みについては校長会で決定しているとのこ

とでした。校長会は旧町単位で開催されるのでしょうか。それとも、有田川町全体の

校長会として開催されるのでしょうか。有田川町全体の校長会だったら、どうして統

一した休みとはならないのでしょうか。 

   以前、旧３町は夏の気温に温度差があることや、冷暖房機器の設置がされている学

校とされていない学校があるためだと聞いたことがあるのですが、現在は全校設置さ

れていると聞きます。ちなみに近隣の有田市では、中学校４校と小学校７校の１１校

とも、７月２１日から８月２３日までとなっております。湯浅町では中学校１校と小

学校４校とも７月２１日から８月２６日までとなっており、広川町でも中学校２校と

小学校４校ともそれぞれ７月２１日から８月２６日までとなっております。このよう

に、中学校と小学校の全校ともに夏休みの日が同じとなっております。 

   なぜ、今回、この問題を取り上げたかと申しますと、小学生は学校のクラブ以外に

もいろいろなスポーツクラブに入部して、仲間意識の大切さや精神面、体力面などを

鍛えております。少年野球やサッカー、バスケットボール、空手、柔道、剣道などに

入部して、日々練習に励んでおります。その中で、吉備剣道クラブが日ごろの練習の

成果を十分に発揮して、６月に開催された県予選を見事に勝ち抜き、全国大会出場の

切符を手に入れました。ところが、全国大会の開催日が７月２４日となっており、出

場するのには２日前か、遅くても前日には出発しなければなりません。吉備地区の小

学校の夏休みは７月３０日からとなっておりますので、学校を二、三日休まなくては

ならなくなってしまったのです。保護者の方は出場させたいが、学校を休んでまで出

場させるべきかどうか悩んだそうです。そこで、担当部長にその話をした結果、校長

先生と相談をしてくれて、公欠扱い、学校を休んでも休みとはならないようにしてく

れたわけですが、やはり学校を休ませることに少し抵抗があったようです。全国大会

は学校の夏休み期間に開催されるようです。吉備地区の小学校だけが夏休みを一週間
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おくらせたために起こってきた問題ですので、来年からは同じ時期に夏休みになるよ

うにすべきだと思いますが、どうお考えかお聞きします。あくまでも校長会で決定す

るというのであれば、担当課からこういった問題が起こらないように統一すべきだと

申し入れていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

   次に、２点目の携帯電話の不通箇所について質問いたします。総務省の調査では、

２０１８年３月末の全国の携帯電話の契約数は１億７，００９万件、ＰＨＳの契約数

は２６０万件で、１３３．８％の普及率だそうです。携帯電話だけでも１００％を超

えております。このように現在では１人１台か、それ以上の携帯電話を所持している

わけです。若い方の家庭では固定電話がなく、携帯電話だけという家庭がほとんどで

す。高校生でも約９０％が所持しているそうです。今では携帯電話はなくてはならな

いものとなっております。 

   さきの紀伊半島を直撃した大型台風により、携帯電話の基地局が被災して、携帯電

話が使用できなくなり、非常に不便を来した地域がありました。今では既に復旧して、

携帯電話は使用可能となっておりますが、現在、有田川町内で携帯電話の不通箇所は

何カ所あるのかお聞きします。 

   今回、質問をさせていただいたのは、以前、ある方から相談を受けたからです。内

容は、ひとり暮らしの高齢者の方が自宅で転倒して、動けなくなったそうです。救急

車を呼ぶのにも携帯電話は通じないし、家の固定電話まで行けない状態のけがを負っ

たので、何とか横になって寝ていたそうです。２日後、たまたまその方の弟さんがほ

かの用事でその方の家を訪ねたところ、動けなくて横になっているのを見て、慌てて

救急車を呼んで、事なきを得たそうです。このように、いつ何どき、事故が発生しな

いとも限りません。どこでこのような事故が起こるかわかりません。私は、相談を受

けた後、このことについて担当部長及び担当課長と会い、相談内容を説明し、地域に

住んでいる方が少なくても、町内全域、携帯電話が通じるようにすべきだと強く要望

しましたが、その後どのように取り組んでいただいたかお聞きします。 

   これで私の１回目の質問を終わります。当局の誠意ある答弁をいただければ、何回

も質問を望んでおりませんので、よろしくお願いいたします。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   それでは、星田議員の質問にお答えしたいと思います。１番目の小中学校の夏休み

については、教育長に説明をさせたいと思います。 

   次に、２番目の携帯電話の不通箇所について説明いたします。携帯電話、これはも

う県は何年か前から、全部、和歌山県に不通地域がないんやということで始めて、当

初は有田川町も大分あったんですけれども、順次、解消されてきております。現在、

町内にはどこの携帯電話もつながらない携帯電話の不感地域は９地区、１０カ所であ
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ります。不通箇所の解消に向けて、毎年、県へ要望を行っているところでありますが、

いまだ町内全域の携帯電話不感地域の解消に、ほぼ至っていないのが現状です。民間

事業者の採算性の問題もあり、非常に難しい面もありますが、今後も不感地域の解消

に向けて、県を通じ要望してまいりたいと思います。 

   このうちの１カ所、北野川、ここも不感地域です。これは、もう、どうやら来年度

から解消されるようであります。順次、県にも要望して、９地区、これはもう多い、

少ないは関係ないんですけれども、９地区で１０戸ぐらいが、今、実は通じやん地域

があります。少ないからとええということは絶対ないんで、星田議員がおっしゃった

とおり、万が一のことがあったらやっぱり、すぐ通じるということが基本であります

ので、これはもう解消するように県に随時、努力して解消していただけるように要望

してまいりたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   それでは、星田議員の御質問にお答えいたします。 

   議員、御指摘の各学校の夏季休業については、有田川町立学校管理規則で７月２１

日から８月３１日と定められています。これは町の規則でありますので、町内全ての

学校に適用されます。しかし、同規則の中には授業日は校長の教育委員会の報告によ

り定められるとの条項があります。この条項によって、有田川町内の各学校の夏季休

業については、学習指導要領の基準時間数を考え、地域の特性も考慮した上で決定さ

れています。 

   平成３０年度の実情は、藤並小学校、田殿小学校、御霊小学校が、いわゆる吉備地

区の小学校ですけれども、これは７月３０日から８月３１日、ほかの小学校と、全て

の中学校は７月２３日から８月２４日となっておるところでございます。休みの日数

についてはほぼ同数となっております。 

   議員、御指摘の統一できない理由は、そもそも合併以前に、授業実数と教育活動の

一環として実施する行事を円滑に行うため、旧町単位で短縮が行われていたからでご

ざいます。 

   なお、今後の夏季休業の短縮につきましては、小学校においては２０２０年度に学

習指導要領の改訂が予想されていますので、その時点で校長会と相談しながら、でき

る限り統一していきたいと考えております。 

   以上でございます。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   再質問します。納得する答弁をいただければ、再質問を望んでいなかったんですけ



 

－４３－ 

れども、納得する答弁ではなかったので再質問させていただきます。 

   まず、小中学校の夏休みについては今後、前向きに検討していただくということで、

再質問はありません。ただ、２０２０年度の学習指導要領で検討するとの答弁だった

と思うんですけれども、ぜひ来年度から実施していただきたいと思いますので、この

ことについても前向きに検討をお願いいたします。子どもたちは全国大会出場という

大きな目標を持って練習に励んでおりますので、ことしのような問題が起こらないよ

うに配慮していただきますよう、よろしくお願いしておきます。答弁は結構です。 

   携帯電話の不通箇所について再質問いたします。まず、携帯電話の不通箇所は９カ

所あるとお聞きしたんですけれども、そんなにあるんで、今、びっくりしたんですけ

れども、このことについて、部長とも以前話をしたんで、ちょっと部長のほうからも

答弁をお願いしたいんですけれども。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   総務政策部としましても、県の情報政策課のほうには、携帯電話の入らないところ

があるので、入るようにというふうな要望はかけております。 

   また、県のほうもそういうふうな事業者にはそういうふうなことで話はしてくださ

っておるわけなんですけれども、やはり民間事業者というのは採算性を考えるという

ところで、この９地区、１０カ所、いまだ解消には至っていないというところでござ

います。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   業者はやっぱり採算がとれれば設置するということですけれども、営利を目的にし

ておりますので、それはもう当然だと思います。そこを町として、町内全域に携帯電

話が通じるように、私は取り組むべきだと思います。 

   携帯電話が通じない地域に住んでいる方たちは非常に不便を感じておりまして、困

っているわけです。もっと町民の立場に立って、町民に寄り添った行政をしていただ

きたいと思います。 

   それから、この件については、区長から要望書が提出されていると聞いております

が、要望書に対して、どう回答しているのでしょうか。回答はしておるのでしょうか。

区長から要望が提出されているということは、町民が本当に不便を来しておりますの

で、不便を解消したいと強く思っているわけです。このことについてはどうですか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 
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   ちょっと今、どの地域から要望書が来ていたかというのは、全て情報は持っていな

いんですけれども、私の記憶の中では北野川からはそういうふうな要望があったとい

うふうに覚えております。それに対しては、県のほうに要望していきたいというふう

な回答をさせていただいていると思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   まだ、県のほうへは報告というか、出していないわけですね。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   県のほうには毎年、出しております。その中で北野川地域についても、そういうよ

うな要望の結果、３０年度中にドコモの通信エリアとなる予定という形になってきた

というふうに考えております。 

   あと、もう一つ、沼谷地域の一部も入らないということであったんですけれども、

現在、ａｕのほうが解消に向けて取り組んでくださるような話は聞いております。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   有田川町は観光にも力を入れております。もし、例えば、町外とか、県外の方が有

田川町を訪れて、携帯電話が通じない場所で何かの事故があったときに、連絡方法が

なくて非常に困るわけです。緊急の場合、連絡方法がないということについて、どの

ように考えていますか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   やはり、携帯電話につきましては、大変、重要な通信手段であるというふうに考え

ております。前回の災害のときにも携帯電話がつながらないというふうな事態も起こ

りまして、そういうときには移動の携帯電話の通信車なりを配置していただいたりで

すとか、ＮＴＴのほうに非常電話の設置をお願いしたりですとか、そういうふうな形

をとって、そういうふうな場合の情報の確保には努めておるところでございます。 

○議長（殿井 堯） 

   ５番、星田仁志君。 

○５番（星田仁志） 

   もうこれ以上、余り質問しませんけれども、最後、今後、有田川町全体に携帯電話

の不通箇所がなくなるように全力で取り組んでいただくことをお願いしまして、私の
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一般質問を終わります。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   業者も採算性だけと違って、実は谷地区も要望があって、これも恐らく今年度中に、

もう開通するんかな、採算が合わんでということやないんですけれども、県もやっぱ

り全部通じるようにするということの中で、徐々にやっていますんで、それは県にも

また、うちの１０カ所、こういうところがあるということは報告させて、できるだけ

解消してもらえるようにやっていきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、星田仁志君の一般質問を終わります。 

……………通告順３番 ３番（椿原竜二）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   続いて、３番、椿原竜二君の一般質問を許可します。 

   椿原竜二君の質問は一問一答形式です。 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   皆様、改めまして、おはようございます。 

   ３番、椿原竜二でございます。 

   議長のお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。 

   当局には具体的かつ前向きな答弁を期待いたしまして、早速質問に移らせていただ

きます。今回、私が質問させていただきます項目は２つでございます。まず、１つ目、

平成３０年１１月２５日執行、和歌山県知事選挙の投票率についてお伺いいたします。

有田川町の投票率が有田郡内で一番低く４８．５８％、半分以上の方が投票に行って

いないという結果でございました。この投票率の低さは我々政治家にとって大きな課

題だと私は考えております。私はことしの３月議会で有田川町議会議員選挙の年代別

の投票率について一般質問をさせていただきました。そこでお伺いいたします。今回

の和歌山県知事選挙、年代別の投票率を教えていただけますでしょうか。御答弁をよ

ろしくお願いいたします。 

   次に、２つ目、色覚検査の現状と色覚特性者への配慮と対応について質問してまい

りたいと思いますけれども、色覚特性という言葉が適切かどうか、私も今の段階でよ

く判断しかねるところがあります。このことについて、いろいろ調べたところ、色覚

多様性といった表現もあるようです。しかし、今までは色盲、色弱、色覚異常、色覚

障害など、さまざまな呼称が使われていて、そういう意味で、本日、どういう言葉を

使おうか迷ったわけですけれども、色覚特性という言葉を本日は使わせていただくこ
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とを御理解お願いしたいと思います。 

   色の見え方には個人差があるため、人によっては一部の色の組み合わせが区別しに

くく、不便さを感じるケースもあります。色覚特性は要因が先天性と後天性で分類さ

れております。先天性の色覚特性は遺伝による錐体視物質の特性で、日本人の男性で

約２０人に１人、女性は５００人に１人の割合と言われております。 

   近年では色覚補正のサングラスも開発され、普及しつつありますけれども、残念な

がら科学的に根拠のある有効な治療法はありません。 

   色覚特性のほとんどは、本人に自覚がないため、就職試験などの健康診断で初めて

特性がわかり、進路変更を余儀なくされるケースがあると聞いております。 

   色覚検査で特性があると判定されるものであっても、大半は支障なく業務を行うこ

とが可能であり、単に色覚検査の結果で個々の職業について個人の向き、不向きを断

定することはできません。職業選択の幅を狭めることがないよう、正しい理解を促進

していかなければならないことから、２００１年、平成１３年の労働安全衛生規則の

一部改正というのがあり、この中で厚生労働省のほうからの文書で、雇用時の健康診

断の項目のうち、色覚検査を原則禁止すると、こういう制限の中身の通達が出ており

ます。 

   そこで、まず消防長にお尋ねします。そういう状況の中で、今、全国的にも消防職

採用時の適格検査で色覚検査をしない市町村がふえてきていますけれども、本町の消

防職採用選考基準には、赤色、青色及び黄色の色彩が識別できることと明記されてお

ります。消防職採用時の色覚検査の実施の有無と、結果の影響はいかがでしょうか。 

   次に、学校教育についてお伺いいたします。以前、小学生で行われていた色覚検査

は学校保健法施行規則の改正により、２００３年、平成１５年から定期健康診断の必

須項目から色覚検査が削除され、保護者及び児童生徒の事前の同意のもと、希望のあ

る者だけが受けるといった検査に変わってきています。本町、小中学校の色覚検査受

診率について、どのように推移しているのか、過去３年間をお示しください。また、

どのような方法で検査を行っているのか御答弁をお願いします。 

   次は、平成２６年４月に文部科学省から通知されました、学校保健法施行規則の一

部改正では、色覚検査の通知とあわせて、教職員が色覚異常に関する正確な知識を持

ち、学習指導、生徒指導、進路指導等において、色覚異常に配慮を行うとともに、適

切な指導を行うよう取り計らうこと等を推進することと通知されております。ここで

は通知文をそのまま読ませていただきましたので、色覚異常という言葉を使わせてい

ただきました。 

   有田川町での学校現場での色覚特性者への配慮はどういった内容を取り組まれてい

るのか、御答弁よろしくお願いいたします。 

   以上で壇上からの質問を終わります。 

○議長（殿井 堯） 
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   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   それでは、椿原議員の質問にお答えさせていただきたいと思います。 

   まず、今回の選挙の結果もそうでありますけれども、近年、だんだんと投票率が下

がってくる。町民の、住民の方々の政治への関心の薄さというのは私も非常に危惧し

ております。 

   今回について、４投票所を抽出調査したところ、やっぱり若い子の投票率が非常に

低いという結果が出ております。若い世代においては、２９．７％と全体の４８．５

８％に比べ、かなり低い結果でありました。５０歳から７０歳代以外の投票率が全体

平均を下回っており、抽出調査した投票区においては、人口の多い地域ほど投票率が

低い結果でありました。 

   抽出調査しました各世代の投票率と今回の選挙で本町の行った啓発活動につきまし

ては、担当部長から報告をさせたいと思います。 

   また、色覚検査の現状につきましては、消防長、教育長に説明をさせたいと思いま

す。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   それでは、補足説明をさせていただきたいと思います。今回の選挙の年代別の投票

率についてでありますが、４カ所の投票区を抜粋し、調査しました。抜粋した投票区

の有権者数は３，０６４人で、投票者数は期日前投票者数も含め１，５５３人で、投

票率は５０．６９％となります。年代別では１０代が３２．３１％、２０代では２８．

５３％、３０代では４４．３１％、４０代では４３．７８％、５０代では６２．２

５％、６０代では５９．４１％、７０代では６５．９９％、８０代以上で４３．３

６％となっております。 

   次に、啓発活動についてでありますが、広報車による放送、農電放送による、また

防災行政無線からの放送、選挙管理委員、明るい選挙推進委員による街頭啓発、町ホ

ームページへの選挙情報の掲載などを行っております。 

○議長（殿井 堯） 

   消防長、栗栖誠君。 

○消防長（栗栖 誠） 

   それでは、椿原議員の御質問にお答えします。 

   労働安全衛生法の雇用時の健康診断の健診項目として、色覚検査については雇い入

れた労働者が適正配置や入職後の健康管理の基礎資料として、事業者に実施を義務づ

け、色覚検査もこの一環として実施されておりましたが、議員、御説明のとおり、平

成１３年に規則が改正されておりまして、健康診断の義務項目から削除されておりま
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す。その改正の施行の際に、留意事項としまして、それぞれの事業所における個別の

必要性に基づく自主的な取り組みとして、色覚検査の実施を禁止するものではないと

されており、職務に必要な色の識別能力判断が可能か否かをとされております。消防

吏員にありましては、国からの通知もあり、色覚検査の基本的な考え方として、消防

業務の消火活動、危険物の取り扱い、けがや病気をされた方の救急搬送、人命救助等

において、迅速かつ的確な判断を必要とされる消防活動の現場におきましては、色は

重要な判断要素でありまして、消防吏員の色覚の状況につきましては、的確に把握し

ていく必要があると考えております。 

   また、採用試験に際し、色覚検査を実施していない消防本部につきましても、最終

合格発表の後に、色覚状況をあらかじめ把握しておくようにと、必要を指摘されてい

るところでございます。よって、消防本部の職員の採用の最終合否につきましては、

現在のところ影響があった事例はございません。 

   以上でございます。 

○議長（殿井 堯） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   椿原議員の御質問にお答えしたいと思います。 

   まず、推移でございますが、小学校での色覚検査受診率は平成２８年度で９５．２

４％、平成２９年度で９６．４８％、平成３０年度で９３．１％です。中学校では平

成２８年度で２６．１％、平成２９年度で２４．０５％、平成３０年度で２１．３

９％です。 

   次に、推移と検査方法でございますが、小学校では平成１５年の法改正前と同様、

４年生を対象に保護者に周知し、希望調査票により同意を得た児童に石原色覚検査表

にて実施しています。中学校も同様に実施学年の保護者への周知により、希望者に実

施しているところでございます。 

   色覚特性者の有無にかかわらず、黒板をきれいな状態に保ち、授業では白と黄色の

チョークを主体に使用しております。また、カラーユニバーサルデザインのチョーク

も採用しております。採点時には細字のペンは避け、太字の赤色ですね、朱色を使用

しておるところでございます。 

   色覚パンフレットを職員に配布し、職員会議で特性と配慮事項について確認をして

いるところです。なお、席がえのときには、生徒への見えにくさを確認しているとこ

ろでございます。 

   以上でございます。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 
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   御答弁ありがとうございます。 

   それでは、投票率のほうから再質問していきたいと思います。やはり、全ての年代

で投票率が低下していると。その中でも、特に若年層の投票率は非常に低い状態であ

ります。私は若者の政治への関心の低さは本当に大きな課題だと感じています。そう

いった中で、ことし３月議会、若者に向けた啓発活動という観点から、ＳＮＳを活用

した啓発活動の提案をさせていただきました。その際、当局からＳＮＳを活用した情

報発信をしていきたいと御答弁いただきましたけれども、その後の経過をお聞かせい

ただきますでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   今回の選挙では、県の選挙管理委員会のほうでＳＮＳを活用した情報発信がなされ

たところでございます。当町におけるＳＮＳの活用については、活用方法などについ

て、現在、検討中でありますが、先月末には新たに町のインスタグラムを立ち上げた

ところでございまして、今後もＳＮＳの活用について進めていきたいと、このように

考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   県の選挙管理委員会のＳＮＳを活用した啓発活動は、確かに私のインスタグラムに

も広告として何度も流れてきました。本当に力を入れてやってくださっているなと感

じましたし、多くの方法がありますので、否定するつもりはありません。しかし、や

っぱり大事なのは中身で、啓発活動で何月何日は投票日ですとか、選挙に行こうであ

ったり、あなたの大切な１票といったところで有権者の心にやっぱり届いていないん

じゃないかなというふうに思います。確かにこういった内容の啓発活動も必要ですし、

頑張ってくださっている方々には本当にありがたいなと思っています。 

   この投票率低下という問題は私自身も大きな課題と感じていて、先日、ある高校に

出前授業にも行かせていただきました。そこでは選挙に行こうということだけではな

くて、やっぱり現状の政治の状況であったり、なぜ選挙に行くべきなのか。選挙に行

かないと損をするのかといった観点から訴えをさせていただきました。私が大切だと

考えているのは、やはり有権者の方に選挙に行かないといけないというふうに感じて

もらえる内容のある、心に響くような啓発活動が必要だと考えています。ぜひ、一緒

になって今後も取り組みをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し

上げます。 

   それと、もう１点、先日、先輩議員からの一般質問で実現した話なんですけれども、

今回の和歌山県知事選挙から、新たな取り組み、県下で初めて移動期日前投票車を実
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施してくださったと思うんですけれども、結果はどうだったのでしょうか。また、今

後の方向性はどのように考えているのでしょうか。御答弁をよろしくお願いします。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   今回の選挙から県下で初めて、移動期日前投票車を導入いたしました。金屋地区と

清水地区へ２台の投票車両を投入し、金屋地区では宇井苔地区、谷地区、生石地区に

おいて実施しました。また、清水地域では上湯川地区、遠井地区において実施いたし

ました。これにより合計７２名の方に御利用いただいております。 

   今後は利用状況を見ながら、また課題等について検証していきたいと、このように

考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ありがとうございます。 

   本町では、やっぱりこういったところにも力を入れてくださっているのは本当にあ

りがたく思っています。確かに課題も出てくるとは思いますけれども、一緒に解決し

ていければなというふうに考えております。 

   また、やっぱり実際に利用される住民の方の声というのも大切にしながら進めてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げまして、次の質問に移らせてい

ただきます。 

   次は、色覚検査の現状と色覚特性者への配慮と対応について。まず、消防長に質問

させていただきます。御答弁いただいた、採用には影響していない。その中にも、や

っている理由として、その後の職務の判断をするために行っているというふうに答弁

をいただきました。確かに色の見きわめというのが大切なシーンというのはあると思

います。例えば、災害発生時のトリアージ判別であったりとか、必ず必要なところは

あると思うんですけれども、そういった中で実際、採用に影響していないというとこ

ろで、だったらこれは採用検査時にやる必要があるのかというところが疑問でありま

して、合格発表の後、行うといった方法でもいいのではないかなと思うんですけれど

も、見解をお伺いいたします。 

○議長（殿井 堯） 

   消防長、栗栖誠君。 

○消防長（栗栖 誠） 

   消防職員の採用時の要件としましては、やはり青、赤、黄という色が判別できる、

業務に支障がないということをあらかじめお示しして、従来から自分の特性を理解さ

れている方もおられますので、そういったことも含めて事前に表示して募集させてい
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ただくということになっています。 

   それと、採用後には健康診断書の提出のときに、医師のほうで判断していただいて

いるというふうにさせていただいています。 

   以上でございます。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   青、赤、黄の判別ができるという内容なんですけれども、いろいろなパターンが多

分あると思うんです。そういった中で、この判別の理解としまして、信号機が判別で

きる、車の免許証がとれるといったレベルの方であれば、レベルの方と言ったら失礼

ですね、ができれば採用はされるという認識でよろしいですか。 

○議長（殿井 堯） 

   消防長、栗栖誠君。 

○消防長（栗栖 誠） 

   ただいまの質問につきましては、それぞれ公安機関に属する機関としまして、東京

消防庁であったり、警察であったりというのは通常、業務に支障がない範囲としまし

て、その色の表現をしているようです。ただ、議員がおっしゃったように、車両を運

転するというような、これは非常に重要な任務でありますので、一般的にそういった

ことが可能であれば、対応できると認識しております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ありがとうございます。 

   次は、教育関係の再質問をさせていただきます。まず、受診率について答弁をいた

だきましたけれども、中学校での受診率が今年度２１．３９％と、やはり非常に低い

ように感じるんですけれども、この原因というのは把握できていますでしょうか。ま

た今後の方針について、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   議員、御指摘の中学校の受診率が低い原因は、まず小学校で平成７年から平成１４

年までの間は悉皆調査だったんですが、小学校４年を対象としていたため、そこで調

査していると、そういう経緯からです。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 
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○３番（椿原竜二） 

   はい、承知しました。 

   今後の方針というのはどのようにお考えですか。このまま行くのか、受診率を上げ

ようとするのかというところを答弁をいただけますか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   当面、小学校４年生の保護者の意向で実施したく考えております。それと、やはり

受診率も１００％は小学生も行っていないので、１００％が理想だとは考えるのです

が、ただ保護者の同意が必要というところでありますので、いろいろな面で保護者に

も正しい理解をしていただいた上で、協議していきたいと考えます。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ありがとうございます。 

   小学校の受診率の話題が今、出ましたので、今年度９３．１％と御答弁いただきま

した。受診率、確かに低くはないかもしれないんですけれども、私も同様で、やはり

受診率１００％というのが理想であると考えております。というのも、１つは壇上で

の繰り返しになりますけれども、本人に自覚がなくて、就職試験などの健康診断で特

性が発覚して、夢を諦めなければいけないという問題があること。そして、もう１つ

は、色覚特性をしっかりと理解した上で、そういった子どもというのを把握していた

だいて、配慮のある教育を提供していただきたいと思うんですけれども、見解はいか

がでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   議員、おっしゃるとおりだと思います。それに向けて、いろいろなことを考えて、

していきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   前向きな御答弁、ありがとうございます。 

   次に、石原色覚検査表にて検査を行っていると御答弁いただいたことについて、こ

の石原色覚検査表なんですけれども、恐らく使用頻度であったり、保管状態で消耗度
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が変わってくると思います。使用期限や何年で交換といったルールはあるのでしょう

か。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   一応、５年という目安があるようです。もちろん、議員、御指摘の、それを守って

いるのかということだと思うんですが、実際、それよりは長くは使っているようです。

ただ、議員がおっしゃるところの使用頻度にもよりますし、もちろん保管状況にもよ

ります。色あせているものを使うということのないように、特に注意して今後は管理、

また買いかえというところでしていきたいと思っております。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ありがとうございます。 

   次の質問に行きます。初めの答弁にあった、色覚パンフレットという言葉が出てき

たと思うんですけれども、この色覚パンフレットというのは、文科省が作成した、色

覚に関する指導の資料という認識でよろしいでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   内容的には同じなようなものですが、ちょっとわかりやすく具体例を示したものに

なっております。文部科学省が監修して、日本学校保健協会が作成したものでござい

ます。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ありがとうございます。 

   やっぱり、まず色覚特性についてしっかりと理解していただくというのが、私は大

切であると考えております。 

   次は、色覚特性者への配慮に関する再質問をしていきます。まず、カラーユニバー

サルデザインについて。色覚の多様性に配慮して、より多くの人に利用しやすい製品

や環境、サービス、情報を提供するという考え方がカラーユニバーサルデザインと呼

ばれております。これは多くの人がひとしく情報を認識できるように、配色やデザイ

ンに工夫がなされています。 

   そういった中で、まず総務政策部長にお伺いいたします。生活する中で、最近は多

くのところでカラーユニバーサルデザインが取り入れられております。例えば、案内
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板の色記号の中にローマ字であったり、数字が追加されていたりとか、何げなく手に

した文房具のラベルや洋服のタグなんかにも色が書かれていると思います。そして、

最近ではウェブサイト、インターネット上なんかであっても、カラーユニバーサルデ

ザインを取り入れた配色の工夫がされているものがふえてきています。そういった中

で、以前から何度も質問させていただいて申しわけないんですけれども、現在、刷新

を進めてくださっている本町のホームページ、これもにもやっぱり導入していくべき

だと考えているんですけれども、見解をお伺いいたします。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   今、現在、更新作業を進めております、新しいホームページにつきましては、閲覧

者が背景色を変更することができる仕組みでありますとか、そういうふうなユニバー

サルカラーデザインに対しての取り組みも入れていきたいと、このように考えており

ます。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   前向きな御答弁、ありがとうございます。 

   次は、教育部長にお伺いいたします。教育現場で使用している教科書なんかでも、

こういったカラーユニバーサルデザインの取り組みが進められているわけであります

けれども、本町が使用している教科書というのはいかがでしょうか。また、今後の方

向性についても見解をお聞かせいただければなと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   本町の採用している教科書等につきましては、何らかの形でカラーユニバーサルデ

ザインに配慮したものというのを、全て使用してございます。 

   今後の教科書についても、それを配慮した教科書、早い話、それのみになってくる

と思いますので、必然的に教科書というのはカラーユニバーサルデザインに何らかの

方法で配慮したものというのを、うちは使用していきます。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ありがとうございます。 

   次に、初めにカラーユニバーサルデザインのチョークを採用しているという答弁を
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いただきました。恐らく色覚チョークと呼ばれるものだと思うんですけれども、色覚

チョークは色の明度であったり、彩度に差をつけた４色を使用することで、色覚特性

を持つ方だけではなくて、多くの人にとって色の判別がしやすくなっております。こ

の色覚チョークを採用していると御答弁いただきましたけれども、これは全ての学校

で導入されているということでしょうか。また、されていないのであれば、今後の方

針をお聞かせください。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   小学校、中学校での導入は６割程度です。今後といたしましては、できるだけ可能

な範囲で色覚チョークを導入して、かつ色の情報以外の情報を加えるようにして、全

員にわかりやすいような授業を展開していきたいと考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   非常に前向きな御答弁、ありがとうございます。 

   今回、この一般質問を通じて感じたことなんですけれども、やはり学校によって色

覚特性者への理解度であったり、配慮の内容、そして何より持っている情報の差とい

うのが非常に大きいんだなというふうに感じました。色覚チョークについてもそうな

んですけれども、導入できている学校もあれば、その情報を持っていない学校もある

といった状態であります。そういった中で、配慮しながら教育現場で頑張ってくださ

っている教職員の方々への苦労や大変さというのも感じられましたし、本当にありが

たいなというふうに思っております。 

   本町で特色ある学校づくりを推進する、そして学校現場にある程度任せていく、こ

ういった取り組みも確かに大切ですし、否定するつもりもありません。しかし、こう

いった色覚特性を持つ子どもたちにも教育を受ける機会、教育環境というのはやっぱ

り平等であるべきで、色覚特性者への配慮であったり、対応、こういったことは教育

委員会でもしっかりと理解していただいて、取りまとめていただいて、各学校に情報

提供であったり、指導を行っていくというのも１つの方法ではないかなというふうに

私は考えております。 

   最後に、学校同士の情報をもっと共有できるように、強化していただきたいと思っ

ております。できている学校もあれば、情報を持っていない学校もあるという中で、

学校同士しっかりと、もっと情報共有していくことが本町のさらにいい教育が提供で

きるようになってくると思いますので、この辺について最後、見解をお聞かせくださ

い。 

○議長（殿井 堯） 
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   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   今回の議員の御質問の件にとどまることなく、あらゆる機会を活用して、情報の共

有を図っていきたく思います。ただ、同時に個人情報についての配慮もまた徹底して

いかなくちゃならないのかなと考えております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ありがとうございます。 

   前向きな答弁をいただきましたので、これで私の一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、椿原竜二君の一般質問を終わります。 

   暫時休憩いたします。 

   １１時５分から再開いたします。よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時５１分 

再開 １１時０５分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（殿井 堯） 

   再開します。一般質問を続けます。 

   ここで副議長と交代いたします。 

〔副議長と交代〕 

……………通告順４番 １０番（殿井 堯）…………… 

○副議長（小林英世） 

   一般質問を続けます。 

   １０番、殿井堯君の一般質問を許可します。 

   殿井堯君の質問は、一問一答形式です。 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   ただいま、副議長の許可を得ましたので、一般質問に入らせていただきます。 

   一般質問に入る前に、当局のほうに御礼申し上げます。最初に少しごまをすりたい

と思いますので。まず、現在、有田川町、この一般質問をすることにかなり有名にな

っているということを宣伝させていただいているわけなんでございますが、今回、高

野流域、日本農業遺産、議会一丸となって、また執行部一丸となって、これを何とか
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実現させていただきたい。これを実現することによって、清水地域の交流、清水地域

の活性化、これを何とか実現させていただきたいなと思って、町長にその要望を出し

ているわけなんですけれども、町長のほうもこれは何とか実現して、高野山へ、何と

かインターからバイパスを使って、観光バスが行けるような状態で、何とかやらんな

んと必死になって、今、県のほうと交渉しております。また、今度の１４日にも県の

ほうからの知事の訪問もあるということで、それに関して何が何でも早く実現するよ

うにっていうことです。それに対して我々、議会のほうも一致団結して何とかこれを

実現したい。 

   また、絵本のまち、これによってまちづくりの表彰、大変大きな表彰もいただいた

ということです。これに対して議会のほうも研修が大変活発に行われております。も

う既に今年度に入りまして、９件のなにを、こっちにお越しして、それに対応してい

るところでございます。 

   それでは一般質問に入らせていただきます。本日の一般質問は２件でございます。

まず、最初の質問は広域問題であります。今、我々、有田川町、１市１町、１市２町、

１市３町、ここらの活発に行われている今後の計画についてですけれども、現在、上

がっているのは、潮光園の予算１，３００万円ほどですが、これに対しての見解をお

聞きしたい。これは、現在、湯浅町のほうに有衛という、ごみの処理場があるんです。

その周辺へ、現在、設置している場所からこっちへ移りたい。今現在、移れば、津波

対策なんかで７０％の補助金が国からいただけるというような格好なんですけども、

その７０％の補助金を使って、何とか１市３町で新しい施設を建てたいということで、

この間広域の議会のほうでも大変議論に及んでいるわけでございます。 

   その場所は現在、昔の５町で持っている場所へ移転するということなんですけれど

も、その予算に関しての関連でしか、この広域の一般質問はできません。何とか予算、

ひっかけて、何とかその質問内容へ結びつけるように、どんなにしようかなと、今、

頭の中で回転、ぐるぐるしているわけなんですけれども、まず、その土地、今、建設

の設計を公募で出しているわけなんですけれども、まず１市４町でということで、昔

の話なんですけれども、今は１市３町で何とか郡内で賄いをつけられやんか。その郡

内の設計士さんに、地元議員としてお願いできませんかということで、大概骨を折っ

ているわけですけれども、その結果、配慮してくれた。なるべくなら地元へ出そうじ

ゃないか。まず地元へ出してもらえるような環境をつくろうじゃないかと、執行部の

考えもあって、有田郡市の業界の要望もあり、これに対しての意見を出していただい

た結果、有田郡市でやろうじゃないかというふうな意見を出して、それでも和歌山市

内とか、海南市内とか、郡市以外のところから来る場合は、なるべくなら郡市の一級

建築士を持った人を１人巻き込んで、それで応募してくださいというふうな条件。こ

れはそういうふうな大変努力した結果の意見も出てくれている、なるべくなら地元で

やらせようということなんですけれども、その土地に対しての今回の追及、追及と言
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ったらおかしいですけど、質問をさせていただきたいな。その予算に絡めての質問を

させていただきたいなと、これは１問目なんです。 

   ２問目に、今、有田川町の予算から補助金、５０万円を出して、空家対策、空家の

解体ですね、この解体に対して、補助金を５０万円出してやろうじゃないかと。その

条件をこの間、ちょっと担当者の人と意見を交わしたんですけれども、その５０万円

出す、空家であって、全ての人に解体する対策で５０万円出すんじゃなくて、もう既

に崩壊状態、潰れかかった状態で一般に出そうじゃないかというふうな格好なんです

けども、補助金をもらおうと思ったら、しかしそのようなところまで放置していかな

ならんかなという、きょうは２問目の質問なんですけれども、その補助金に対して、

もうちょっと幅広い方向をつけていただきたいと。それでないと、空家は崩壊状態に

ならんと、倒れかかっての処置にならんと補助金が出ないとなれば、それまで放置し

なければいけない。その場合に、万が一、財産放棄、家の財産を引き継いだら、後々

どんなことが起こるかわからんということで財産放棄している空家もありますね。現

実に、うちの近くでもありますし、そういう対策も必要じゃないかと。ただ単なる表

向きで、解体するのに５０万円の補助金を出すというんじゃなしに、その中に厳しい

理由づけがある。そやけど、それで放置しているほうは、そこらはどないなるんかっ

ていうことなれば、まだそこまで考えていませんという当局の、質問に対しての何を

いただいたんですけれど、それでしたらね、やっぱり有効に活きてこない。また、私

の近所に対しても、そういう家があります。その意見に対して、これ放置していたら

いろいろな動物の住みかになってしまっている。近所からも苦情を得ていますんで、

その点はどういう条件で、いかがになるかということをきょうはお聞きしたいと思い

ます。 

   この１点、２点の質問で、当局の返答をお聞きしたいと思います。１回目の質問を

終わります。 

○副議長（小林英世） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   殿井議員の質問にお答えしたいと思います。 

   その前に、議員のほうから農業遺産の話をしていただきました。現在、高野山、高

野町とかつらぎ町、それから有田川町と３町で、有田川流域一帯を日本農業遺産にま

ず登録しようということで、今その作業を進めているところであります。たくさんの

応募が全国からあったんですけれども、そのうちの８つのうちに今、残っております。

県もしっかりと力を入れてくれて、何とかして、この１月ごろ多分、国でヒアリング

があって、この前も審査する方が２人が現地を訪れてくれて、非常に有利かなという

感じをしています。これが通れば、また県の意向として、引き続き、世界遺産まで一

気に駆けあがろうかなという考えを持っていまして、これが通れば、結構、予算がい
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ろんな面でおりてきます。もちろん議員皆さん方にこれからもどんどんと御協力いた

だかなければならないんですけれども、まず、住民の方が先頭に立って、これに取り

組んでもらうということが一番重要だと思っておりますので、今後ともよろしくお願

いします。 

   それでは、殿井議員の質問にお答えさせていただきたいと思います。今回の一般会

計補正予算第５号で、潮光園整備に関する有田周辺広域圏事務組合への負担金として

１，３７７万９，０００円を計上させていただいていますが、その積算内容は実施設

計に要する費用５，５６１万５，０００円に対する負担金であります。負担割合は有

田市、湯浅町、広川町、有田川町で均等割２０％、人口割３０％、利用割５０％で計

算し、算出した額となっております。財源につきましては、各町で負担金分について

緊急防災減災事業債を充てることにしております。 

   今後の展望につきましては、平成３１年度中に県補助金の協議を行い、平成３２年

度中に県補助金を申請し、建物の整備を行う予定となっております。 

   現在のところ、平成３２年度中の完成を目指し、取り組んでいるところであります。 

   ２点目に、不良空家除却補助金につきましては、国土交通省の社会資本整備総合交

付金、空き家再生等推進事業の助成を受け、今年度７月より補助事業を実施しており

ます。殿井議員の指摘どおり、補助対象となる空家につきましては、周辺建物や道路、

水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしている、または及ぼす恐れのある住宅で、

町から不良空家の認定を受けたものとなっております。 

   今年度、助成対象としている不良空家は住宅地区改良法に定める不良住宅の基準を

満たす必要があり、不良住宅の基準を満たさない空家は今年度の補助対象事業とはし

ておりません。 

   なお、御質問のような不良空家でなくても、周囲に迷惑をかける空家等につきまし

ては、区長からの要望があり、対応が必要と判断した場合、空き家法に基づき適切な

管理を促進するための情報提供及び助言等を行っております。 

   また、相続人が不存在の場合に対する対策につきましては、利害関係人から特別代

理人制度を利用して、訴訟等の手続や財産管理制度の活用等の対策が考えられますが、

いずれも司法書士や弁護士の専門家に相談する必要があります。現在、御質問のよう

な問題に対応できるように、空家発生の予防、利活用の促進、危険空き家への対応を

軸とした有田川町空家等対策計画の策定に向けて取り組んでいるところであります。 

   今、有田川町、移住、永住を促進ということでやっていますので、人が住まんさか

い、ちょっとすぐ崩してまうというんじゃなしに、そういうやつは進んで町のほうに

お貸しいただいて、結構、まだ住める家もあると思いますので、古なったけ、もう必

要ないから崩すというのは余りにももったいないので、その方向でも進めていきたい

なと思っております。 

○副議長（小林英世） 
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   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   まず、１問目の、２回目の質問に移らせていくわけでございますけれども、潮光園、

これは今、広域では大変な大渦が巻いております。まず、環境センター、クリーンセ

ンター、これに対しての、質問に応じている潮光園、これは莫大な金額を広域、１市

１町、１市２町、１市３町というふうな枠組みでやっているんですけれども、潮光園

は、１市３町、広川町、湯浅町、有田川町、有田市、１市３町の枠組みでやっている

んですけれども、ここの渦巻きの中に先立って、今、町長の答弁がありましたように、

１市３町で何とか、町長、骨を折ってくれたんだと思いますけれども、今まで人口割

が主体でやっていたのが、今度、利用割というふうになれば、うちと有田市が一番人

口が多いので、その負担割がちょっと軽くなったんじゃないかと思います。それでこ

れについての今、内訳でございましたけども、設計関係、今、現在、ネットのほうで

公募中ということで、なるべくなら我々議員は地元の仕事は地元へという意向で、広

域の議員も一致団結して地元へ何とかならんかと。１市３町の設計事務所があるとこ

ろで、何とかこの入札を地元へ還元できやんかということで、無理を申しましたけれ

ども、何せ今の金額、かなり膨大な金額、１３億円ですか、工事の建物を入れて、そ

れの設計となれば、１級建築士が３人所在していなかったら、これに参加できやんと

いう縛りがついている。でも、１市３町で３人も、我がとこの事務所に持っていると

いうのは、探しても２社しかない。２社しかないのに、これは何とか工夫をできやん

かということで、我々３人、有田川町から広域のほうへ行かせてもらっているんです

けど、苦肉の策として建設協会、有田郡市の建設協会から何とかクリアできる案がな

いかということで、執行部の、うちの町長も骨を折ってくれたんだとと思います。執

行部のほうへ、３人一組で組めと。個人の一級建築士の人を３人寄せよと。これだけ

の金額なんだから、１人では無理だと。３人寄せて、１組で応じてこいというふうな

見解を出していただきました。その３人をやれば何とか５社あたりの力になるんで、

５社あたりだったら、それで入札できるん違うんかと言うたんですけど、３人１組に

やって、果たして、その５つか６つの何にできるかどうかわかりません。だから、そ

のためにちょっとこれは拡大せんと、今、有田郡市ではちょっと無理と違うかという

て、苦肉の策ですね。有田郡市以外からこれへ応募する場合は、有田郡の郡市の一級

建築士を１人入れて参加しなさいというふうな結論を執行部から出してくれたと思い

ます。これははっきり言えば、苦肉の策で、我々の有田郡市の範囲で、一級建築士を

持っていながら、やっている人が参加できるような状態まで枠を広げてくれたんかな

と解釈しております。 

   だから、そこらの面を含めて、今後、有田郡市の事業で今、冒頭に申し上げたよう

に、広域というのは環境、クリーンセンター、この潮光園、三十何億円、今度は十何

億円というふうな工事計画、膨大な計画がありますので、今後、このような場面もま
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た出てくると思いますが、今後どのような意見を持って、そういうふうな地元への還

元を考えているのか、町長の御答弁をお願いいたします。 

○副議長（小林英世） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   地元の企業さんもやっぱり大事な企業で、町のために税金を納めてくれていますし、

御承知のとおり、有田川町の町内の工事につきましては、できるだけ地元の人でやっ

てもらうということで、今もずっと進めてきております。ただ、今回のことは果たし

て３人組んで、１人ずつ一級建築士を持ったところが３人組んで、果たして出てきて

くれるのかということがあったし、やっぱりほんまに大事なお金、税金でやる中で、

できるだけ安くしながら、町の業者に入ってもらいたいという、郡内の業者に入って

もらいたいということで、大手の業者も多分入ってくると思いますけれど、そのとき

は必ず有田郡内の設計業者を入れよという条項で、全ての希望のある方は、全て参加

できると思います。その方向でやっていきたいと思います。 

   それと同時に、おっしゃるように、これからまだまだし尿処理、それに引き続いて、

環境センターの建てかえというのが、あと１０年以上後になるんですけれども、これ

もできるだけ地元の業者が潤えるような方向でやっていきたいなという思いでありま

す。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   今の答弁というのは大切なことなんです。やっぱり我々、地元繁栄、有田川町、１

市３町、ここらのあたりを重要視して、なるべくなら有田郡市でやれるやつは有田郡

市でやってほしいというふうなので、そういうふうなことで我々、広域の議員団も一

致団結して、今度はかなり強硬な意見も出していただきまして、何とか有田郡市でそ

れをできやんかということで、大変御努力をしていただきましたと思います。 

   そこで、ちょっとひっかけて、問題なんですけれども、今、潮光園はそういうふう

にコンサル、建設協会から今後やっていただけるんですけれども、その土地なんです

けども、今、現在、湯浅町、広川町でやっている有衛の地続きで、これを我々、１市

３町、３町のですね、これは。もう旧金屋町、旧清水町、旧吉備町の土地も入ってい

ると思うんですけれども、現在、この建設をやろうという地内に、うちの持ち分の土

地、今度、この潮光園が来るときに、うちとして、有田川町として持っている持ち分

の土地があると聞いているんですけども、これは部長に聞いたら早いと思いますけど

も、この潮光園が建物を建てる場所にどのぐらいの有田川町の持ち分があるか、ちょ

っと御説明願えますか。 

○副議長（小林英世） 
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   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   今度の潮光園の建設予定地につきましては、有田川町の持ち分、旧の清水、金屋、

吉備の登記簿上の面積になるんですけれども、約１８％ということになっています。

有田川町の持ち分は１８％です。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   １８％ですね。この土地には湯浅町が６０％、広川町が２２％、有田川町は今、言

われたように１８％、こういうことなんですけども、ただ、このはたですね、近隣の

土地で今、現在、有衛の湯浅町、広川町がごみ処理をやって、今、とまっていますけ

れども、この建物の下になおかつ湯浅町、広川町がやっている建物の下に、なおかつ

有田川町の旧清水町、旧金屋町、旧吉備町、これの土地があると聞いていますけど、

この点、どのぐらい今の有田川町、筆跡が、そりゃ旧の３町になっているかわかりま

せんけど、この下の土地はどのぐらいうちがあるのか、御存じですか。 

○副議長（小林英世） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   もちろん、今ある有衛の施設の建っているところにつきましても、旧清水、金屋、

吉備、現在の有田川町の土地は存在します。そこの部分だけを有衛の土地と考えて、

率を申し上げるのがよいのか、全体の中が、有衛の土地として考えるのがよいのかと

いう問題もあるんですけれども、実際、登記簿上、その真下の分についての持ち分は、

多分、登記簿上の土地がその面積、その部分であるとしたら、有田川町の分につきま

しては、４１％という持ち分になります。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   その有衛は、ごみ処理場は１市じゃなしに、１町、１町、広川町、湯浅町の建物で

すね。それに対して、地下にうちの地面が今、申しましたとおり４０％があると。う

ちは今、現在この間から、同僚議員も自分のところの借地料は何ぼあるねんいうたら、

３，０００万以上もあるっていうことで、これは何とかして対策を考えなあかんなと

言っているさなかに、有衛の広川町、湯浅町の建物の下にうちの土地がある。当然、

これは借地権がうちにあるんだから、その当時、湯浅町、広川町に対してどういう条

件でどのように貸し出してきているか、ここをちょっと御説明願えますか。 

○副議長（小林英世） 

   総務政策部長、中硲準君。 
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○総務政策部長（中硲 準） 

   私も過去のいきさつというのはまだ承知しておりません。多分、有衛を運営してい

るときには、旧清水町、旧金屋町、旧吉備町、湯浅町、広川町で運営していたという

時代のものであるというふうに考えております。それが、旧清水町、旧金屋町、旧吉

備町が出て、そのときにどういうふうな話し合いが行われて、どういうふうな形で土

地の、敷地の配分率というのが決まったか、そういうふうないきさつについても、全

く今、現在ではわからないところではございますが、何らかのそのときの話し合いが

あったことは間違いないであろうというふうに考えるところでございまして、今後、

そういうことについてもちょっと湯浅町、広川町と一緒になって調査していきたいと、

このように考えております。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   この土地、買うときには、多分、旧清水町の人の税金、また旧金屋町の人の税金、

旧吉備町の人の税金が混じっております。混じっている中で、貸し出ししているんや

から、何らかの条件をつけて契約書を結んでいるはずなんですけども、そういうとき

の契約事項とか、どんなふうにして貸し出しているかという書類等とか、そういう説

明のできる何は残っていないんですか。今の答弁でしたら、あやふやな答弁になって

いるんですけど、うちの土地が今、部長、部長、四十何％ということの回答を得てい

るんで、うちの土地があるということでしょう。それで四十何％という回答をしてく

れたんでしょう。だから、そのときに、その、四十何％の土地って、これは大きな土

地やと思いますけども、そこへ湯浅町、広川町が有衛ていう建物を建てているんやか

ら、当然、条件を示して貸していると思いますけれども、ただ、おまえのところ、せ

えよ。まあ、わしとこの土地を使えよって、こういうことじゃ、困りますので。その

ときの書類とか、そういうところの経緯、どういうふうな条件で貸し出したか、それ

をちょっとお聞かせ願いたいという質問なんです。その点はいかがですか。 

○副議長（小林英世） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   過去に有衛で旧清水町、旧金屋町、旧吉備町、湯浅町、広川町で運営していたとき

から、旧吉備町、旧金屋町、旧清水町が抜けた、そういうふうなときからいろいろと

どういうふうな条件であるとか、そういうふうな書類というのは、私もまだそこまで

調査には至っておりませんので、今の手持ちの資料ではわからないということでござ

います。 

   しかし、今、言った土地の分につきましては、法務局のほうに行って、地籍を調べ

て、その中で今回、潮光園を建てるであろう番地を除いたところが今、現在の有衛の
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施設が建っているところであるであろうというふうに考えて、今、お答えさせていた

だいたところでございます。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   これ、ほんまに、我々、年間、３，０００万円ほど借地して、支払っているんでし

ょう。広域議員、同僚議員さんの何で、ちょっと発覚した問題なんで、もし、潮光園

がここに来なんだ場合、この問題というのはなかなか浮かび上がってこんで、そのま

まの状態になっているということなんですよ。しかし、財産を管理している有田川町

も、その課がよ、これを把握して、今、答弁できやんというのは、ちょっと問題があ

るんじゃないかなと思うんです。というのは、ほや、よいさよいさで、えいやで、ほ

や、つこときっていうふうな感覚で来ているんやったら、これはちょっといかがなも

んかと思いますけど、町長、この点はいかがですか。 

○副議長（小林英世） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   この件については、昔、１市５町でいろんな郡体とか、いろんな設備を共同でやっ

た時代があって、実は聞くところによると、昭和２１年ごろに分割したと聞いていま

す。しかも、今度の用地のところ、いっぱい、小さく分割したのか、なぜかわかりま

せん。そういう多分、当時、５町でやっていた中で、いろんな問題があって、それ貸

いちゃらよとか、そういう定かな契約書というのは、今のところ存在していないと思

います。一遍、これは調べる必要があるんで、今後、調べていきたいなと思います。

どういういきさつでこんなになったんか。多分、郡民体育館も１市５町で、経営とい

うか、建設をやって、湯浅町へ、もう要らんさかい、もう持ってもらおらという話も、

その当時出てきて、いろんなことがあったんだと思います。一遍、詳しく調べます。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   だからね、昔の旧警察、これも全体で持って、今、全体の持ち物のというふうな格

好になっていると思うんで、ここらあたりもやっぱり検査して、何十年間、このまま

放置状態になっているというふうになったら、もう二十何年間来ていますので、借地

料を何とかとか、そんな問題も出てくると思うんです。だから、我々も今、さっきか

らくどいように言っている、年間３，０００万円ほど、民間からお借りした土地とか、

行政からお借りした土地はうちも借地料として払っていますんで、この点も今、町長

の答弁にもございましたけど、確実に何とかして、この問題もけりをつけておかんと、

まだここらあたり、聞くところによると、地籍入っていないっていうことなんで、一
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旦、５町でこの話を進めて、うちの旧３町がその話、別れてのいて、またそれを新た

に、その３町へ名義変更しているということも聞いています。調べてもらえば、はっ

きり話がつくとは思いますけれども、どういうような状態で、どのように貸して、こ

んなんになっているのか、今後それをどのように進めていくのか、今の町長の答弁に

もありますけど、部長、この点、いかがですか。 

○副議長（小林英世） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   今までのいきさつであるとか、まずそれを調べるのが、まず第一だと考えておりま

す。そんな中で、いろいろと協議をしながら、この際に、最終的にはどういうふうな

方向で地籍調査が終わったときに、土地を整理するのかというふうな方向性を見出せ

るように、協議をしていきたいと、このように考えております。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   そのように、今現在、答弁でこうやっていう書類が残っていないんですから、もう

これ以上追及したところで、答えようがないというんですけれども、これは大変な問

題なんです。やっぱり町民の税金で、財産で買っている土地なんで、やっぱりどうい

う条件でどうのということがわからないということ自体が、ちょっといかがなもんで

すかなということは、一応言っておきたいと思います。 

   なお、今後のこととしては、必ずこれはやっぱり町有地であれば、町有地の登録を

して、地籍へ入ってもらって、入るときにもちゃんと立ち会いができるように、ちゃ

んとして、それで今後、この町の土地をどういうふうに生かすか。ただ、向こうも、

湯浅町も広川町も、こんなもんわいとこ端やけもうここへ建とらへいう条件で建った

んと違います。多分、ここへ建つのはどうですかという言葉を、やっぱりうちの町へ

も投げかけてくれていると思いますので、そこらの資料は残っているはずなんでね、

もう勝手に使えよという、こんなことじゃないと思います、町の財産ですからね。そ

の点、しっかりと今後精査いただきまして、また回答を出していただきたいと、この

ように思います。 

   また、潮光園の１市３町でやるやつも、お互い頑張ってもらって、今、せっかくち

ゃんとええ答えを出して、その進行路線に乗っていますので、その路線へ今後努力し

ていただきたいと思います。これで１問目の質問は結構です。 

   次の質問の空き家対策なんですけども、まず、僕はなぜこの問題を今回取り上げた

かというと、うちの近所で空家があるんで、空家対策、何とかならんか。今、町とし

たら、５０万円の補助金がもらえるやないかと。５０万円の補助金をもらって、わし

はお金がないけど、もし５０万円出してくれるんやったら、わしもうない金ふって、
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一遍みんなに迷惑かけやんように地元の住民に、台風来てどうのこうのかわらが飛ん

でいる、やれどこが破損しているということを言われんように、何とかその内容を聞

きたいということで、この前、ちょっと建設のほうへお伺いしたんですけれども、こ

の５０万円の対策は、今、町長が答弁されたように、倒れかかって、迷惑がかかって

なかったら出せやんということなんですけども、それは、しかし根本的におかしいん

じゃないかと。そりゃ、国の政策上もあって、そのような答弁になったと思いますけ

ども、空家対策で、もう５年も６年もほうっているところは、今後、そこへ住まない

というふうな意向で放置していると思うんです。だから、このようなときに、環境問

題、草の生えっ放し、動物のすみか、このようになっているやつに対してでも、何で

補助金が出やんのか。ここらを一回、お聞きしたいと思いますけど、この縛りという

のは、正確にどのようになっているのか、御答弁をお願いします。 

○副議長（小林英世） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   現在、行われている不良住宅、空家の除去についてですけれども、国の住宅地区改

良法施行規則の規定によって不良度を判定して、その評点が１００以上になったもの

を対象としています。それ以外のことでは国の補助が出ないような状態になっていま

すので、今、この事業にのっている限りは、やはり１００点以上の評点の判定が必要

となってきます。 

   以上です。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   その１００点以上なんですけれど、だから、今、空家で４年、５年たっていると、

その建物を一応、査定しにいってくれたと。仮にまだそんな状態でないというふうに

なれば、その危険状態になるまで待てと。その危険状態にならんのに、今、補助金を

出すわけにはいかんという、こういう解釈でよろしいんですか。 

○副議長（小林英世） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   現在、行っています、この補助事業を使うとすれば、そういうことになります。そ

のために、町長の答弁にもありましたように、有田川町空家等対策計画というものを

策定いたしまして、跡地の利活用をするとか、そういうときには不良空家でもなくて

も除去できるような政策に向けて取り組んでいるところでございます。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井堯君。 
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○１０番（殿井 堯） 

   多分、そういう点が一番大事だと思います。ただ、御存じのとおり、過疎化になっ

ている清水とか、そういうところはそんなに解体でお金が要るんやったら、わし、も

う財産要らんよと。財産もらっても、税金かかるし、解体せんなんのやったら、そん

なお金ないさかいに、わし、そこへ住めへんねんから、放棄状態にして置いているん

じゃないか。そやけど、それでなおかつわがの金を使って、とってもやないけど、対

策に対してようせんよというて、放置している家もたくさんあると思います。 

   それと、私の近所にも、財産放棄ではないんですけども、ある事情があって福祉セ

ンターへお世話になっている、あとの地権者ですね、その権限で今、放置状態になっ

ていると。その家はまだそこそこの家で、そこそこの家といったらなんですけど、そ

のような状態にはなっていないんですけど、そういう条件で一応、そういう施設に世

話になっている。そやけど、そこの施設がそこの財産を管理をしている。そやけど、

近所の人は、そんなんずっと放置されているさかいに、あそこへ行ったら、タヌキか

ら何から出入りしている。そのような状態のときに、今後、今の条件でやられば対象

外ということですね。そやけど、それはもう完全に住む人がないというふうな状態に

なってきて、そこまで放置できるんかどうか。近所の苦情もあるし、そういう今後の

対策はどのようにお考えですか。お聞かせ願えますか。 

○副議長（小林英世） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   所有者が存在している場合については、やはり所有者に対して助言なり、動物が住

すみついて困っているということの情報提供なりを町からしたいと思います。所有者

が不在の場合というか、わからない場合については、行政代執行であるとか、略式代

執行であるというような措置をとっていけると思います。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   だから、そこらの点なんです。総括、全部のそういう空家対策について、今後、有

田川町は今の５０万円の補助金でなしに、有田川町として完全に放棄している建物と

か、今、現在、まだ危険な状態でない放棄されている建物とか、今後、どのような取

り組みに対して、それに対応していけるのか、町長の御意見をお伺いします。 

○副議長（小林英世） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   さっき言ったように、今、うちは移住、定住促進の計画というのを立てて、その中

でも清水地域の空家はたくさんあります。貸してくれと言っても、なかなか貸してく
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れんような状態であります。できたら使えるのであれば、町のほうへ届けていただい

て、それは改良の費用も出るし、移住、定住の人を招き入れることができるので、も

う住まんさかい潰してしまうわという話じゃなしに、いかにして利活用できるかとい

うことも、ひとつ考えていかなあかんと思っています。 

   それで、今度は空家対策の計画というのを立てますので、そのときはいろんな方面

からよりよい方向に行くように、計画を立てていきたいなと思います。 

○副議長（小林英世） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   今、御答弁いただきましたので、なるべくなら、その縛りのない、空家であったり、

放棄対策であったり、そのような全般的な何を含めて、回答をまた出していただけた

らという、一応、これは質問事項としてとどめたいと思いますので、今後ともぜひ対

策をよろしくお願いいたしまして、質問を終わります。 

○副議長（小林英世） 

   以上で、殿井堯君の一般質問を終わります。 

   ここで議長と交代します。 

〔議長と交代〕 

○議長（殿井 堯） 

   暫時休憩します。 

   １時から再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １１時５１分 

再開 １３時００分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（殿井 堯） 

   再開いたします 

   一般質問を続けます。 

……………通告順５番 ４番（中島詳裕）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   続いて、４番、中島詳裕君の一般質問を許可します。 

   中島詳裕君の質問は一問一答形式です。 

   ４番、中島詳裕君。 

○４番（中島詳裕） 

   皆さん、こんにちは。 

   ただいま、議長の許可を得ましたので、４番議員、中島、通告書に基づき、一般質

問をさせていただきます。 



 

－６９－ 

   今回、私自身、過疎地域の出身でありまして、過疎対策に関連した３つの項目につ

いて質問させていただきます。まず１番目としまして、本町の過疎対策についてであ

りますが、今回、私の質問は過疎対策の中でも、集落対策について質問させていただ

きます。有田川町も合併して、もうすぐ丸１３年を迎えますが、この間、合併当初２

万９，０００人あった人口も約２，５００人減少し、ことしの８月時点では２万７，

０００人を割り込みました。中でも旧金屋、清水地域の人口減少が目立ち、合わせて

３，６００人減少しております。特に山間地域の人口の減少、高齢化は顕著でありま

す。町内９２集落のうち、限界集落４１、危機的集落は１４にもなっています。私自

身も限界集落に関係する１人として、この先どのようになっていくのかなという思い

を常に抱きながら、日々を送っている次第であります。 

   過疎地域の集落は居住の場であることはもとより、生産活動や交流の場として、生

活全般を支え、地域の伝統文化を維持しつつ、農地の管理、森林の保全を通して、自

然環境を守り、水源の涵養、下流域における土砂災害の防止などに大きな公益的な役

割を果たしてきました。川上の存在なくして、川下の繁栄はないとのゆえんでありま

す。しかしながら、今日、集落の多くは人口減少と高齢化に伴い、生活扶助機能の低

下、身近な交通手段の不足、空き家の増加、森林の荒廃、耕作放棄地の増加など、重

大な問題を抱えており、今後さらに高齢化が進むことにより、深刻化することは確実

であります。時代に対応した集落のあり方を考えるとき、おのおの、集落に暮らす住

民みずからが集落の課題と向き合い、行政がこれに十分な目配りをしながら、施策を

実施していくということであると思いますが、こうした現状を捉え、町は今後、集落

対策にどのように取り組んでいかれるのか、お考えをお聞かせください。 

   次に、２つ目でございます。森林災害について質問させていただきます。ことしは

台風が３回も日本に上陸、中でも台風２１号は地域に甚大な被害をもたらしました。

家屋の損壊や倒木等により道路が寸断され、また電気、水道、電話などのライフライ

ンも大きな被害を受け、私たちの生活にも大変支障を来しました。 

   農業被害については、被害状況と対策について、関係機関による説明会などで対策

を講じられておるとのことでございますが、林業関係については、倒木や山腹崩壊な

どの森林被害が多数発生しています。しかしながら、長引く林業不況の低迷から、山

林所有者の経営意欲が低下し、山への関心が大きく失われつつあります。今後の大雨

などによる二次災害も懸念される中、今回の被害状況の把握や対策について、どのよ

うに取り組まれるのかお尋ねします。 

   次に、３番目といたしまして、ふるさと納税制度における本町の現状と、今後の課

題ということで質問させていただきます。御承知のとおり、この制度は地方と都市の

税収格差解消を目指し、２００８年に創設されたものでありますが、ここにきて新聞

などの報道によると、国では豪華な返礼品で寄附を集める自治体を制度の対象外にす

る方針を打ち出しました。これにより、各自治体も返礼品の見直しを迫られるとのこ
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とでありますが、県下で本町も含め、７市町が制度の対象外と指摘されました。今後、

どのように対処するのか。また納税額も昨年を例にとれば、近隣の同規模の自治体と

比較して低位にありますが、何か要因があるのでしょうか。その点についてもお答え

いただきたいと思います。 

   さまざまなまちづくり事業を進める上で、このふるさと納税というのは非常に貴重

な財源であります。より多くの皆様に応援していただくためにも、ふるさと納税者を

ふやす、さらなる取り組みや工夫が必要と思いますが、これもあわせてお尋ねいたし

ます。 

   以上で１回目の質問を終了させていただきます。的確な御答弁をお願いいたします。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   それでは、中島議員の質問にお答えさせていただきたいと思います。１点目の本町

の過疎対策についてでありますけれども、第一次産業で支えられていた集落が、若者

が都会へ流出していくことで、集落での後継者がなくなり、少子高齢化が進み、何か

あれば集落で協力し合い、進めていくというコミュニティーとしての機能が成り立た

ない状況も起きてきています。限界集落を再生、解消することは非常に難しいことで

ありますけれども、コンパクトシティー化を進めることは地域住民の理解も必要であ

り、現時点では厳しいと考えております。今後も、集落からの課題については、区長

からの要望を受け、課題解決に向けて住民の方と協議、検討し、改善に向け、取り組

みを行っていきたいと考えております。 

   議員、おっしゃるとおり、限界集落の多くは中山間地域に存在し、高齢化、担い手

不足により、耕作放棄地の増加による問題や、林業においても山林の荒廃も深刻な問

題となっております。また、伝統文化や風習などが残っている地域もあり、保全をす

ることも重要であります。 

   集落を維持するためには、人口が流出せず、新しい世帯が生まれ続けることが必要

となります。そのためには、中山間地域においても持続的に十分な収入が確保できる

ことが必要であります。現在、２年目になりますけれども、地方創生交付金事業を活

用した、緑のダイヤ、ぶどう山椒ブランド化事業では、農家の方やＪＡ、民間事業者、

ありだ中央高校の協力を得ながら、山椒農家の存続のため、担い手の確保や有田みか

んに次ぐ、ぶどう山椒のブランド化による収入増などに向け、取り組んでいるところ

であります。また、現在、この事業により、地域おこし協力隊も招き入れたところで

あります。 

   全国には限界集落からの脱却を目指して、地域にある産直品のブランド化や、古民

家の改築、サテライトオフィスの誘致など、集落の再生事業に取り組み、限界集落か

ら脱却した集落があります。当町においても、農林業だけではなく、集落への移住者
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増に向け、住民の方からの意見を聞きながら参加してもらい、地域の知名度を上げる

ことを考え、外部との交流を図り、積極的に移住促進を行っていきたいと考えており

ます。 

   ２点目の、森林災害についてでありますけれども、最初に台風２１号による森林の

被害状況についてでありますけれども、風倒木被害が２９カ所の１１．１５ヘクター

ル、山腹崩壊が７カ所の３．１ヘクタールであります。今回の森林被害、とりわけ倒

木の被害につきましては、森林災害復旧事業の採択には、被害面積、被害額ともに国

の基準を下回っていたため、採択されることができませんでした。そのため、今後の

復旧につきましては、国の補助事業であります森林環境保全直接支援事業や、環境林

整備事業に加え、県単独の、紀の国森づくり基金活用事業を利用しながら、取り組ん

でいきたいと考えております。また、山腹崩壊につきましては、国の補助対象となる

治山事業や、県単独の県土防災対策治山事業で支給していただくことになっておりま

す。 

   ３点目の、ふるさと納税についてであります。ふるさと納税の返礼品については、

以前から総務省より寄附金に対して３割以下の返戻品に設定するようになっていまし

たが、それに反して多い自治体では８割程度の返戻品を送っていた事例もあったと聞

いています。寄附金額に対して、返礼品に要する金額に率が高ければ、多くの寄附者

から高返礼率の返礼品に申し込みが行くことになり、その自治体に寄附が集まりやす

くなります。県内７市町の中に有田川町が入っていたのは、ことし３月の調査で、県

内他市町村さんの青果を返礼品としていたため、総務省へ報告したことによるもので

あります。本年、４月１日、総務大臣からふるさと納税の趣旨に反するような返礼品

が送付されている状況が見受けられるとの通知があり、５月末の県庁、市町村課のヒ

アリングでは、有田郡内産の返礼品しか取り扱えない旨の指導があり、１１月より完

全に国の指導に対応しているところであります。 

   近隣自治体との寄附額の比較については、返礼品の種類の多さや、返礼率が高いこ

と、また寄附者から注目される返礼品が多いための差であると考えられます。また、

ことしの状況については、台風で特産品の巨峰が半分以上送付することができなくな

ったことや、有田郡内産の返礼品に変えることにより、さらに昨年より品数が少なく

なったため、今後の寄附額への影響が考えられますけれども、今後もさらにホームペ

ージ等による、寄附者へのＰＲを積極的に行うとともに、納税出品者の事業者をふや

し、返礼品の種類をふやすことで寄附者の選択肢がふえ、寄附総額増につなげていき

たいと考えております。 

   もともと、有田川町は初めから、町内産以外のものは扱わないという方針で来てい

ました。隣町でもたくさんの売り上げの寄附額のあるところがあるんですけれども、

それはアサヒビールであったり、いろんな、それはもちろん県外の商品でありますけ

れども、そういう商品を扱ったり、多額の返礼品を返していたりという例があって、
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今後、これも恐らく厳しく指導があると思います。うちももっと出してもらう人をふ

やすんですけれども、もう有田川町以外の商品については今後も扱わない方針でいき

たいなと考えております。できるだけ町内で出品してくれる人の数をふやして、今後

の寄附増につながるようにやっていきたいなと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

○４番（中島詳裕） 

   どうも、御答弁ありがとうございました。 

   再質問をさせていただきます。私、今回、１番目の質問で、集落対策について質問

させていただいたのですが、町長の答弁の中には、十分、区長さんを初め、地域の住

民と話し合う中で必要な施策をやっていくんだというお話をいただきました。それは

大変ありがたいことだと思っています。ただ、今回、こういう質問に至ったというの

も、高齢化の割合というのは非常に速いスピードで、そういう集落が多くなってきて

おります。集落のいろんなことをつかさどるのは区長さんが一番芯になるわけなんで

すけれども、その役割というのは本当に大きいものがあるというふうに思っておりま

す。地域の要望も区長さんを通じて行政のほうに上げていく仕組み、また行政も何か

事があれば、区長さんを通じてお願いする。そういう形というのは以前、今も変わっ

ていないというふうに思っております。今、過疎化の著しい地域では、なかなか区長

さんのなり手がないような状態というのがあるわけなんです。これから、そういう地

域の集落の方々とも対話して、適切な施策を展開していくということでありますが、

やはりここは、地域の現状というものを十分調査をして、そして区長さんを初め、住

民の方々の御意見も集約していく区長さんのお手伝いもできるような支援員というも

のの存在が大事になってくるのではないかなというふうな気持ちを持っております。 

   そういうところで、この過疎対策の集落対策ということの中で、集落支援員制度と

いうのがございまして、そういうのを有田川町にも適用していただきたいという思い

で質問させていただいております。参考になんですけども、お隣の紀美野町では早く

からそういう形のものを導入して、やっていただいているようでございます。ぜひと

も、そういうことを考えていただけないかなということで、もう一度、御答弁をお願

いしたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   基本的には区長さんからの要望で、いろんなことを取りまとめてやっていくという

のが基本でありますけれども、集落支援員制度というのは、実は国のほうにあります。

一回、僕も、３年ほど前にその方々と東京でお会いして、ちょうど有田川町の担当、

水尻というところの人が、もちろん総務省に勤めているんですけれども、その若い子
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が担当やから、また用事があったら言うてくれよと言われていますので、一回、また

そこら辺とも相談しながら、そういった応援に来てもらえんか、これからちょっと研

究してみたいなと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

○４番（中島詳裕） 

   ありがとうございました。前向きに検討していくということでございますので、結

構なことだと思っております。ただ、集落対策を進める中で、最終的には集落のあり

方、将来的にはあり方というものを、お互いに行政と地域住民とで考えていかなけれ

ばならないような形になっていくと思うんです。そこから向こうに、いろんな産業で

あり、教育であり、福祉でありというような地域課題をお互いに、またそこで対策を

講じていく話し合いというのになることが、これからの過疎対策になると思いますの

で、ぜひとも早期にそういう方向で取り組んでいただきたいと思います。 

   続いて、２番目の森林災害についてでございますが、採択要件、規模が小さいがゆ

えに採択要件に至らなかったということですが、採択要件というのは災害のあること

は、当然あるんですけれども、要件というのは示されているんですか。一度、それに

ついて教えていただきたいです。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、立石裕視君。 

○産業振興部長（立石裕視） 

   お答えいたします。森林災害復旧事業、この採択要件でございますが、暴風雨によ

る森林被害額、それが４，５００万円以上、そしてなおかつ、要復旧面積が４０ヘク

タール以上の市町村となってございます。今回の台風２１号による当町の被害額は１，

０４３万７，０００円、復旧面積が１１．１５ヘクタールということでありますので、

被害額、復旧面積ともに国の採択要件には至らなかったということでございます。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

○４番（中島詳裕） 

   はい、わかりました。被害額、被害面積とも、採択要件に沿わないと。ただ、目視

ですけれども、結構、道沿いでも非常に山林、倒木等の被害が大きくなっております。

このままでは行けないと思いますが、先ほどの話でもありましたように、既存の事業

を使って、対策を講じていくということでございますけれども、既存の事業というの

は経済林をつくるがための事業でありまして、当然、山林所有者の費用負担というの

は当たり前のことに思うんですけれども、こういう災害に遭った場合は、やはり公益

的な見地から公費をできるだけつぎ込んでいただいて、復旧に当たっていただきたい

というふうに思うんですが、仮に森林環境保全林整備事業ですか、とかという、先ほ
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ど申されたことでやりますと、どんな所有者負担になるんですか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、立石裕視君。 

○産業振興部長（立石裕視） 

   地元の負担ということでありますけれども、森林環境保全直接支援事業、それから

環境林整備事業の補助金でありますけれども、両方とも国が５１％、それから県が１

７％、そして町が上乗せとしてそこにまた１７％ということで、合計で８５％の補助

金となっております。残りの１５％ということが、森林所有者の負担になるというこ

とでございます。森林の持つ公益的な機能というのは、もう言うまでもございません。

ただ、やはり森林というのは個人的な財産という一面もございますので、御負担のほ

どは御理解いただきたいなと思っております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

○４番（中島詳裕） 

   理解はするんですけれども、実際、山林所有者の思いというのは、とにかく、これ

は全員がとは言いませんけども、山がお荷物だという、山のことに関して無関心な山

主が多い。そんな中で今回の災害を受けて、山林所有者だけにとどまらない、いろい

ろ波及する被害とか、そういう部分もあろうかと思うんですけれども、やはりまず第

一に被害に流れているところをある程度復旧するということも大事なことだと思って

おります。 

   ちょうど、平成３１年度から森林環境譲与税も動き出します。町へも今までない、

金額で２，０００万円からのお金が入ると思うんですけども、そういうお金を、税金

を有効に使っていただいて、少しでも林家の負担を軽減していただけるようなことは

考えられないでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、立石裕視君。 

○産業振興部長（立石裕視） 

   中島議員のおっしゃるとおりで、来年度から森林環境譲与税が各市町村に譲与され

るということになっております。また、それとともに、森林経営管理法という新たな

法律ともに、来年度から新たな森林管理システムというのがスタートすることになっ

ています。 

   譲与税の使い道につきましてはいろいろ、国のほうでも制約がかかっておりますの

で、どの森林へも譲与税というわけには使えないことになっています。経済林は経済

林で、そこへはこの譲与税は使えないということになっておりますので、環境林に分

けられるというか、環境林になったところ、しかもその森林については町に、もう所
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有者の方が維持管理をお願いすると言ってくださった森林については譲与税を充当で

きると思いますので、そのあたりは森林所有者の方と、また意向調査を行いまして、

それをもとに進めていけたら一番いいと思っています。できる限り森林を持たれてい

る所有者の方の負担を軽減できるような形で譲与税も使えたらなと思っております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

○４番（中島詳裕） 

   ありがとうございます。できる限り、所有者の負担軽減につながるような取り組み

を期待しておきます。 

   それと、もう１つになるんですが、今回の災害で集落内の里道とか、集落の上部の

谷川が倒木等でせきとめられているような箇所も何カ所かあるようにお聞きしており

ます。それについては、当然、山主の責任において整備することは大前提だと思うん

ですけども、なかなかそれも進みにくい部分があるのかなというふうに思うんですが、

そのことに関して何か対策を講じられるお考えはないでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   議員、おっしゃるとおり、谷川や里道に倒れている木については、森林所有者で処

理していただきたいと考えていますが、報告を受けた箇所を個別に拝見いたしまして、

谷川がせきとめられるであったり、人家に非常に危険な状態に対しては、町で対応し

たいと考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

○４番（中島詳裕） 

   ありがとうございます。ぜひともそうしていただきたいと思います。 

   それから、３番目のふるさと納税に関してですけれども、先ほどの町長の答弁で、

私のまちは町内産しか扱わない、他町はどうであれ、ビールとかいろんな県外産まで

含めた、どっちかと言えば、私、正直言いまして、平成２９年度の決算では有田川町

が２億９，０００なにがし、３億円余り、隣の湯浅町が４９億円、有田市が１２億円、

余りにも数字がかけ離れているものですので、やっぱりこれは先ほど申されましたよ

うに、品目の違いもあるし、取り組む姿勢もあるのかなというふうに思うんですけれ

ども、財源として非常に魅力のある財源であると思います。ですので、真面目に国の

通達のとおりにすることは、これは基本だと思うんですけれども、やはりそこに有田

川町らしさを出して、一度、大きな目標を掲げていただいて、取り組む必要があるん

ではないかなと思っています。 
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   やっぱり、これから、本当に有田川町をふるさととした都会に出ていかれた方に、

ふるさとのにおいと思いを共有していただくという取り組みが過疎対策の１つとして

も大変大事なことだと思っています。 

   産品についてもそうなんですが、ふるさと産品、いろんな豪華なものもインターネ

ットを見たら出ていますけれども、やっぱり１つの例ですけれども、全国的なあらぎ

島でできたお米と梅干しと、番茶のセットで茶がゆセットとかいうふうなものをして、

昔、なれ親しんだ食文化を町を出ていった人に伝えるとか、例えばの話ですよ。そう

いうようなぬくもりのある産品の開発というものを考えていくべきだと思っています。 

   先日、東京在住の方が私のほうに連絡をいただきまして、ふるさと産品にこんなも

のもやっているところがあるんだから、有田川町もしっかり頑張らなあかんでって言

われました。というのは、ふるさとケアというセット商品なんですけれども、空家に

なった、ふるさとを出て空き家になっているところの、空家の維持管理を地域の事業

者にお願いしてやってもらったりとか、お墓の掃除を年に何回かやるとかいうことを、

１つの返礼品の項目に加えて、取り組む自治体もふえてきているようなことも書いて

おりました。 

   これからは、町長の答弁にもありましたけれども、地域の事業者ともスクラムを組

んで、取り組んでいくんだと。本当に、やっとここへ来て、返礼品の豪華さを競う中

での、納税額のというよりは、ほんまに勝負していけることだと思います。ですので、

そういうことも踏まえて考えますと、もう少し、そういう役場の中にも、体制をきち

っとつくっていかなければ、今、私が言わせていただいたようなことにも対応できな

いのではないかと思います。ですので、その辺についてのお考えも含めて、人事のそ

ういう体制づくりについては、実務の最高責任者である副町長にもお聞きしたいんで

すけれども、総括で、町長のほうから。私が言わせてもらったことについて。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   ふるさと納税につきましては、先ほど申し上げたとおりで、うちはもう有田川町以

外のものは出さないということであります。 

   その中で、これからどんなようにして、またふやせるか、またすばらしい商品、ま

だまだ埋もれたやつもあるん違うかなと思っていますので、一遍、横一で、みんなに

発送していきたいなと思っております。 

   今回、ホームページも改修されるようで、それもしっかりと載せられるように、ま

たみんなと協力して、いい商品を見出していきたいなと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

○４番（中島詳裕） 
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   ありがとうございました。 

   副町長、いかがでしょうか。体制を、要するに、今、納税のお仕事、数もそうです

けれども、４月にできました企画調整課でやられているとお聞きしているんですけれ

ども、本当にこれから返礼品等も制約がある中で、今、町長もおっしゃったように、

町産品に限ってやっていくんだと。そうなれば、余計、町民の方々の理解と協力が不

可欠だと思っております。片手間でやっていけるとなれば、数字はどんどん僕は下が

ると思うんですよ。本当に思い切って、５億円ぐらいを納税してもらうぐらいの高い

目標を立てて、専門的に貪欲にといいますか、取り組んでいただくべきかなというふ

うに思っているんです。その点、体制のことですので、余り僕も深く言えませんけれ

ども、ちょっとお考えを。 

○議長（殿井 堯） 

   副町長、坂頭徳彦君。 

○副町長（坂頭徳彦） 

   ふるさと納税の品目につきましては、私も掘り起こしをしていかなければならない

だろうと思っています。我が有田川町では本当に多くの品目になるものが、まだ埋も

れているところもあるんじゃないかと考えてございますので、それについては幅広く

皆さん方から御意見をいただいて、今、議員、御提案いただきましたようなことも含

めまして、御提案いただいて、集めてまいりたいと考えてございます。 

   そして、その上に立って、他市町との体制も参考にさせていただきながら、今後、

検討してまいりたいと思っております。 

○議長（殿井 堯） 

   ４番、中島詳裕君。 

○４番（中島詳裕） 

   ありがとうございました。よろしくお願いしておきます。 

   これで私の一般質問を終了します。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、中島詳裕君の一般質問を終わります。 

……………通告順６番 １２番（岡 省吾）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   続いて、１２番、岡省吾君の一般質問を許可します。 

   岡省吾君の質問は一問一答形式です。 

   １２番、岡省吾君。 

○１２番（岡 省吾） 

   １２番の岡でございます。ただいま、議長から発言の許可を得ましたので、通告に

従って、一般質問をさせていただきたいと思います。 

   今回、私の質問は１点目に、郷土伝統工芸、保田紙、紙すき技術の継承、維持と今
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後について。２点目として有田川町鉄道交流館と鉄道公園の今後についてということ

でお聞きいたします。 

   まず、１点目の、郷土伝統工芸、保田紙、紙すき技術の継承、維持と今後について

ということであります。前置きが少し長くなりますが、保田紙の歴史について、皆さ

んもよく御存じのことかと思いますけれども、少し簡単に紹介させていただきたいと

思います。保田紙の歴史は今から約４００年前の江戸時代、初代紀州徳川藩主の徳川

頼宣公の時代までさかのぼります。頼宣公から紙づくりの命を受けたのが、用水路を

整備し、難工事、三田のあらぎ島を開拓された、御存じ笠松左太夫公であります。紆

余曲折の末、紙すき技術を確立した左太夫は村人たちに紙すきを広め、以降、特にそ

の紙の性質から和傘の材料として普及し、最盛期の昭和２０年代には約４００軒もの

紙すき屋がつらなり、一大和紙の里として隆盛を誇りました。その後、紀州大水害の

壊滅的な打撃、洋傘へのライフスタイルの変化など、時代の変遷で昭和４０年代には

廃絶の危機に瀕しましたが、昭和５４年、清水町高齢者生産活動センター設立に伴い、

紙すき技術を復興、その後、しみず温泉周辺の大規模整備に伴って、６年前の平成２

４年からは施設を体験工房わらしに移して、脈々とその紙すき技術の継承に努められ、

現在に至っております。 

   保田紙はとりわけ、良質の和紙だとの評価から、昭和６３年には和歌山県の郷土伝

統工芸品に指定され、３年前の２０１５年、紀の国和歌山国体では賞状に保田紙が使

われたとのことであります。また、聞くところ、保田紙は水に強いという特性から、

紙を小鍋に形成して鍋料理に利用され、東京などの料亭などから数多くの注文を受け

ているようであります。 

   このように歴史ある伝統技術を今後、どう守っていくか。また、利用用途の幅広い、

この保田紙の受注をどう広めていくかが非常に重要ではないかと思うところでござい

ます。そこで、まずこの伝統工芸、保田紙に対する町の位置づけをどう置かれている

のか、町長の見解をお伺いいたします。 

   また、技術を継承していくためには、やはり後継者の育成が今後最も重要な課題で

あるということは言うまでもございません。現在、紙すき工房には熟練の腕を持つ女

性の紙漉師の方を柱にことし、７月から県外出身の若い２名の方が従事されていると

お聞きしております。紙すきに興味や夢を抱き、技術の継承のためにわざわざ県外か

ら清水の地にやってきてくれ、住まいを構えてくれることはありがたいことでありま

す。しかしながら、賃金体系が最も大きな理由かと思われますが、過去の就労実態を

聞けば、なかなか長続きせず、技術を習得する以前にやめてしまうことを嘆かれてお

られます。生活が困窮するような給与体系では、続けたくても続けられないというの

が実際のところであると思うところでございますが。そのような背景のもと、紙すき

技術の継承、維持について、どのように考えておられるのか町長の見解をお聞きいた

します。 
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   続きまして、教育の観点からも子どもたちに郷土の文化に親しみを持ってもらい、

学んでもらうことは大いに大切なことではないかと考えるところでありまして、お聞

きするものでございます。教育の現場で次世代を担う子どもたちに保田紙の歴史をど

う伝えておられるのか。また、保田紙に触れ合う機会をとられているのか、それらの

点について、教育長から教育現場での取り組みをお聞かせ願いたいと思います。 

   それから、これは随分と前の過去の一般質問で取り上げられておりましたが、町内

全小中学校の卒業証書に保田紙を利用したらどうかという質問が同僚議員からござい

ました。記憶をたどりますと、当時、教育長の答弁は前向きな答弁であったと記憶し

ております。その後、卒業証書への保田紙利用は促進されているのか、現状はどうか

をお聞きいたします。 

   続きまして、２点目の有田川町鉄道交流館と鉄道公園の今後についてということで

あります。平成２２年３月に鉄道交流館が開園してから８年が経過いたしました。隣

接の鉄道公園とあわせ、その周辺一帯は住民憩いの場所としての役割を十分に果たさ

れている施設であると思われます。先日も鉄道公園に伺うと、小さいお子さんを連れ

た御家族の仲むつまじい姿を拝見して、和やかな気持ちになったところでございます。

鉄道交流館とその一体は、旧有鉄線路敷きを保存しつつ、沿線の発展に寄与した同鉄

道の歴史を後世に伝えることを目的の１つとして設立された経緯があります。交流館

内にはジオラマを展示、有田川町をイメージしたジオラマ内で鉄道模型を動かせる体

験は、子どもさんはもとより、鉄道マニアの方にもかなりの人気があるようでござい

ます。それから、古い車両を所有、キハ５８、ハイモ１８０、キテツ１号など、私自

身、電車に関して全く無知で関心もほとんどございませんが、電車マニアの方からす

れば、現存することが貴重らしく、物すごく価値のある車両だということでありまし

て、加えて、映画、オールウェイズ三丁目の夕日のロケにも使用されたことから、内

外的に有名となったことは記憶に新しいところでございます。また昨年は、所有者で

あるアチハ株式会社からＤ５１を借り入れ、週末に限ってながら、実際に乗車体験を

したところ、その反響は絶大で、私もおいっ子を連れて乗車いたしましたが、余りの

混雑ぶりにびっくりしたところであります。そのように多くの皆様から広く親しまれ

るようになった鉄道交流館でありますが、Ｄ５１の効果がどれくらいあったのかが興

味深いところでございまして、まずＤ５１を借り入れる前と、それ以降の入場者数の

推移はどうだったかをお示しいただきたいと思います。また、Ｄ５１を借り受けるに

当たり、当時の説明ではほかの借り入れ先が決まるまで、借り入れるとのことだった

と記憶しておりますが、現在の旧有鉄車庫にて保管されているとのことであります。

聞くところ、管理する場所の問題や、輸送費に費用がかさむなどの理由で、現状のと

ころほかに借り入れ先がなかなかないようでございます。人気を博したＤ５１を向こ

う数年借り受けることができれば、引き続き、鉄道公園の観光の目玉として活用でき

るのかと思いますが、Ｄ５１の今後の動向をどうお考えになっているのか、町長の御
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見解をお伺いいたします。 

   次に、線路敷きの件であります。鉄道公園には旧有鉄の線路、約５００メートルを

そのままの状態で保持し、乗車体験などに活用しております。もともと軽いディーゼ

ル車両を走らせていた線路でありまして、重量のあるＤ５１を走らせたからかどうか

はわかりませんけれども、線路がかなり傷んでいるようでございます。現状の線路の

ままで乗車体験をすれば、乗客の安全面が危惧され、事故などが起こらないか心配さ

れます。線路敷きの修繕の方向性はどうかを町長にお聞きいたします。 

   最後に先ほどから、るる申し上げましたとおり、鉄道公園は観光施設としての役割

を十分果たしている施設だと私自身はそう思っているところでありますが、この鉄道

公園の観光施設としての位置づけをどう持たれておられるのか。また、観光振興に今

後どう活用していく考えか、それらの点について町長の御見解をお聞かせ願いまして、

私のこの壇上での一般質問を終わらせていただきます。御答弁、よろしくお願いいた

します。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   それでは、岡議員さんの御質問にお答えしたいと思います。まず、１点目、伝統工

芸、保田紙の位置づけについてでありますけれども、産業用の和紙としては大量生産、

安値、均一性が要求されますので、機械すきの和紙に到底太刀打ちできないのが現状

であります。現在、保田紙は体験交流工房施設のわらしで制作、販売を行っておりま

す。今後とも、農村と都市との交流、観光産業としての役割を持たせながら、伝統工

芸としての保田紙を継承していただけるよう、努力してまいりたいと思います。 

   ２点目は、紙すき技術の継承、維持に当たってであります。保田紙の紙すき技術は

他の技術職と同じように、簡単に習得できないということで、今までも多くの方に習

得をお願いしてきたところでありますが、思うように成果が上がっていないのが現状

であります。途中で辞職する理由といたしましては、議員のおっしゃるとおり、賃金

体系の理由もあるかと思いますけれども、技術の習得がなかなかできない現実もある

のではないかと推測いたします。賃金体系につきましては、今後、政府の政策である、

働き方改革に厳守いたしまして、考えてまいりたいと考えます。現在、体験交流工房

わらしでは５人の非常勤職員の方々が日々、保田紙の制作、販売に努められておりま

す。そのうちの２名の方が今年度より見習いとして技術の習得に励んでいるとのこと

でありますので、期待をしているところであります。また、後継者の育成につきまし

ては、町単独ではなく、和歌山県伝統工芸継承者育成支援事業の助成もいただきなが

ら、進めているところでありますので、いましばらく見守っていただきたいと思いま

す。 

   次に、鉄道交流館についてでありますけれども、借り入れる前、３カ年の入場者数
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は平成２６年度が８，６４０人、平成２７年度が９，５０５人、平成２８年度が７，

６３０人でありましたけれども、借り入れた平成２９年度は１万１，２３０人と、前

年度を大きく上回っていますので、集客には大変効果があったと思われます。 

   次に、人気を博したＳＬ、Ｄ５１の今後の動向につきましては、現在、Ｄ５１を所

有しております、アチハ株式会社が月１回程度のメンテナンスを実施しながら、他の

借り入れ先を検討しているところであります。鉄道公園での乗車体験につきましては、

Ｄ５１の重量に対する線路の耐久性に問題があり、安全面を考慮すると、継続的な実

施は難しい状況でありますので、アチハ株式会社と今後の方向性を検討しながら、協

議を進めてまいりたいと思います。 

   ２点目の、線路敷きの修繕の方向性につきましては、御承知のとおり、鉄道公園内

の線路は軽いディーゼル車両の走行には問題ありませんけれども、Ｄ５１を継続的に

走行させるには、さらに重量に耐えうる線路に敷きかえる必要があるようでございま

す。同線路は老朽化していることと、昨年度のＤ５１の走行によりまして、修繕が必

要となってきていると聞いております。今年度、アチハ株式会社より線路の一部修繕

が行われましたが、次年度は老朽化が進んでいる箇所についても修繕を予定しており

ます。内容は線路のボルトや枕木、ポイントの交換等であります。先日もＪＲ西日本

のほうに電話して、今、天王寺から新宮まで枕木を全て取りかえております。その作

業、ちょうど吉備の業者が担当していますので、ちょっと電話をしてくれんかという

ことで、社長のほうに１００本、ええのくれということで電話をしまして、どっちみ

ち産廃でほるんやさかい、ただしかええん違うかということで、それはもう話がつい

ております。近く、ええやつばっかり１００本、いただけると。それを使って、また

枕木も変えていきたいなと思います。 

   最後に、鉄道交流館の観光施設としての位置づけはどう持たれ、今後、どう活用し

ていくのかという質問でありますけれども、鉄道交流館や鉄道公園は旧有田鉄道の歴

史を後世に伝えていくことを目的にしている一面と、住民の地域交流の拠点や触れ合

いの場としての役割も担っているところであります。もちろん、貴重な動態保存車両

や、有田川町の風景を再現したジオラマ展示などにより、観光客を誘致し、町の活性

化を推進することも主たる役割の１つでありますので、より効果的に魅力を発信する

とともに、地元地域、団体等と連携したイベント、例えば朝市やフリーマーケットな

どを行っていきたいと考えております。同施設は鉄道マニアの方々というだけではな

く、子どもから高齢者まで世代を超えてさまざまな楽しみ方ができる観光施設として

利用していただくとともに、町内観光施設の周遊施設の１つとして他施設との連携を

図りながら、町の観光を推進してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   教育長、楠木茂君。 
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○教育長（楠木 茂） 

   それでは、岡議員の御質問にお答えしたいと思います。 

   まず、教育委員会として、保田紙の歴史は有田川町における重要な文化として認識

をしております。学校現場では社会科副読本に保田紙の歴史を２ページ、わかりやす

く図解をした製造工程を２ページ、計４ページにわたって掲載をし、授業に活用をし

ております。また、机上の学習だけではなく、実際の紙すき体験や現地への社会見学、

保田紙を使った書道、あんどんやうちわの制作を学習の一環として取り組んでおりま

す。また、毎年行われます行灯アート展につきましては、町内の小中学校生の作品が

数多く出品されております。 

   身近に、保田紙のような伝統的な文化があることで、子どもたちの学習意欲が郷土

愛が高まっていると思っております。 

   卒業証書の保田紙の利用につきましては、清水地区の小中学校と金屋地区では西ケ

峯小学校が用いておるところでございます。他の学校につきましては、生産の能力の

問題や書き手の問題、また、短期間での製作が難しいため利用には至っておりません

が、今後、これらの問題が解決できるように努力し、また、できれば積極的利用をし

ていきたいと、そういうふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １２番、岡省吾君。 

○１２番（岡 省吾） 

   再質問をさせていただきます。 

   まず、１点目の保田紙の位置づけ、ＰＲについてでございますけれども、先ほど町

長の答弁で保田紙の販路について、生産性、また価格面などで機械式の和紙になかな

か太刀打ちできないんだというようなことでありましたけれども、手すきであること

の味のある和紙、また、歴史ある希少な和紙ということで、保田紙の品種はどこに出

しても劣らないと私は考えておりますので、そういうブランド力を前面に出して、今

後とも内外に向けてＰＲしていただきたいと思います。 

   町長も有田川町の幸福追求のために、いろいろの取り組みを実践する司令塔であり

ますけれども、同時に、トップセールスマンとして担っていただいている立場にある

と思います。 

   失礼ですけれども、町長の名刺に保田紙を活用されているのかどうかわかりません

けれども、活用されていれば済みませんけれども、私も一昨年、保田紙の名刺をつく

りまして、結構、研修や視察などで県外へ行かせてもうたときに、よその方と御挨拶

させてもらうときに名刺を渡しますと、その話の切り口として保田紙を紹介させても

らって、結構、保田紙宣伝できているかなというふうに思っておりますけれども、こ

れ、結構価格も若干普通の紙よりかかるので、なかなか強制的には言えませんけれど
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も、もし、そういうふうに町長や副町長、当然、多くの方とお出会いする機会もある

と思いますので、よろしければぜひ保田紙の名刺を活用していただいて、保田紙のよ

さを内外の方に向けて十分ＰＲしていただければと思いますけれども、その点につい

て、町長と副町長の考えをお聞かせください。また、外ばかりではなく、町内での消

費、内需の拡大も大変貴重になってくるのかなと、そういうふうに思っております。 

   なかなか一般の方まで保田紙の利用のすそ野を広げることはなかなか難しいかと思

いますけれども、徐々にでも地元で保田紙を率先して使ってもらえるように働きかけ

られたいと思います。 

   それにはまず、町指定の指定管理している町施設に保田紙を活用してもらえたらと

思いますけれども、使用状況はどうなのか、その点につきまして、産業振興部長にお

聞きしたいと思います。 

   ただいまの名刺の件について、また、使用状況について、御答弁よろしくお願いい

たします。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   この保田紙、私も非常にすぐれた紙だと思ってます。この前も行ったとき、ちょう

ど１００年前の束が出てきたんやということで見せてもうたけど、一切、いっこも傷

んでませんでした。これはすばらしい紙やなと、それは認識をしてますし、これから

どんどんとやっぱり販路を広げていかなあかんなという考えは一応持ってます。 

   名刺につきましては、以前、２回ほど注文してたんですけれども、それ以後使って

ません。この前、産業振興部長に、おまえ名刺つくれと言われたんで、早速、今月中

にちょっとつくりに行ってきますので、議員さんとともに使用していきたいなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（殿井 堯） 

   副町長、坂頭徳彦君。 

○副町長（坂頭徳彦） 

   私も同様、活用させていただけたらなと思ってございます。 

   私６月までおりました現のところが、県庁におりましたが、文化学術課というとこ

ろでございまして、文科省とか担当しているとこであります。同じように、文科省の

表彰状を保田紙でお渡しさせていただいているのは、本当に伝統あるものだと考えて

おりますし、私も保田紙ではまだつくったことありませんので、以前はよく木材でつ

くった名刺をよく使ったこともあるんですが、今後はまたそういうことで御使用させ

ていただけたらと思ってございます。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 
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   産業振興部長、立石裕視君。 

○産業振興部長（立石裕視） 

   内需拡大、それから広く町内外にアピールということでございますけれども、以前

には保田紙を使った行灯アート展、これを数年続けさせていただきました。ことしか

らはちょっと行えていないんですけれども、そういう形で過去には保田紙のアピール

に努めてまいりました。 

   今後についても、わらしの皆様方と協議を重ねながら、有効なアピールを模索して

いきたいと考えております。 

   それから、町内で使っておるということにつきましては、指定管理を行っておりま

す清水地域のあさぎり等ではメニューを書く台紙等に保田紙等も使わせていただいて

おります。 

   それから、製品については、あさぎりのちょうど玄関入った横とか、それからあら

ぎの里、それから、こちらへおりてきましたら観光案内所、駅の観光案内所、そちら

のほうにも一筆箋とか、封筒とか、そういう形で商品は皆さんに見ていただける、そ

れから買っていただけるような形で置かせていただいております。 

   以上でございます。 

○議長（殿井 堯） 

   １２番、岡省吾君。 

○１２番（岡 省吾） 

   町長、副町長ともに保田紙の名刺を活用していただけるような方向性とお聞きしま

して、僕もちょうど切れましたので、早速注文させていただきながら、ＰＲをさせて

いただきたいと思います。 

   今、産業振興部長の答弁にもありましたけども、和紙を使ったもののお土産として

出しているということですけども、やっぱり飲食店だったらメニュー書きの紙であっ

たり、そういうようなものにも使っていただいて、お客さんが保田紙をまじかに見れ

るような状態というのか、そういうのもやっぱり細かいことですけども、地道にやっ

ていく必要があるのではないかなと思いますので、その点についても、また１つ御検

討いただきたいと思います。 

   続いて、２点目ですけれども、わらしの施設は保田紙、また、わらを使った工芸品

など政策、そして販売する傍ら、体験交流施設の側面ももっておりまして、紙漉き体

験やうちわづくり、また、わら細工やあんどんづくりなどさまざまな体験ができる施

設であります。 

   現在の観光は、景勝地めぐりとともに体験型観光がトレンドだとお聞きする中、紙

すきやわら細工などの体験は、海外の方を含めなかなかほかではできない貴重な体験

ではないかと思うわけでありまして、アプローチの仕方によっては大いに期待できる

のではないかと思っております。 
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   先ほど、教育長の答弁にもございましたけれども、学校教育におきましても学習の

一環として郷土の伝統文化にふれあう機会、紙すき体験などに取り組んでいただいて

いるとのことでありましたが、一般の方も含め年間の体験者数は何人くらいあるのか。

また、折には海外の方も体験に来られることがあるのか。その点をまずお聞きいたし

たく、産業振興部長の御答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、立石裕視君。 

○産業振興部長（立石裕視） 

   体験交流工房わらしの体験者数につきましては、これ昨年度の実績なんですけれど

も、全体数で７９２人、その内訳といたしまして、紙すき体験が２７２人、うちわづ

くり体験が４１０人、それから草履づくり体験が３０人、それからあんどんづくり体

験が７４人、しめ縄づくり体験が１人、それから製本づくり体験が５人となっており

ます。 

   保田紙を使用する体験者数、それを合わせますと７６１人ということになりますの

で、わらしの体験者数の全体の約９６％が保田紙に関する体験者ということでうちの

ほうでは確認しております。 

   もう一つ申しおくれました。海外からのお客様につきましては、ここ最近は毎年十

数人程度であると聞いております。 

○議長（殿井 堯） 

   １２番、岡省吾君。 

○１２番（岡 省吾） 

   ありがとうございます。 

   ただいま体験者数をお示しいただきました。なぜ、体験者数をお聞きしたかといい

ますと、わらしの立地が奥ばっていて、なかなか清水へ観光へ来られた人の、そうい

う施設があること自体わかりにくいということで、気軽に行ける動線になっていない

点を指摘していたからでございまして、これは、６年前にあさぎり周辺大規模整備を

するときにも設計段階から懸念されていたことであります。 

   現在は、看板を設置してわらしへの動線を示しておりますけれども、ほかにも気軽

に行ってもらえるような方法はないものかと考えるわけでございますけれども、その

辺あたり、何か考えられておられるか。また、取り組んでおられることがあればお聞

きしたいと思いますけれども、要はあさぎりの裏にわらしがあるということが周知で

きるような取り組み、そういうふうな考えもたれていれば教えていただきたく、産業

振興部長、よろしくお願いいたします。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、立石裕視君。 

○産業振興部長（立石裕視） 
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   岡議員のおっしゃるとおり、わらしへの動線のほうは以前からわらしの職員さんに

もお聞きしてますし、関係者の皆さんにもお聞きしてます。その関係で、以前から看

板等はかなり設置させていただいておるつもりなんですけれども、いまだにやっぱり

なかなか奥ばって、なかなか来てもらいにくいという声はございます。 

   数年前から、あさぎりの一番入った横手、右手のほうへわらしの製品等も置かさせ

ていただいて、そこでちょっと机、いすも置いて休憩もできる、わら製品とか紙製品

もそこで見れるというような、ちょっとセットも置いております。 

   それと後、公社のほうへもできる限りお客様来てくれたときに、食事なんかしてく

れた際にはお声がけしていただいて、この裏に交流工房わらしがあるということで、

そちらのほうへの御案内ということも、あさぎりの職員さんにはお願いしております

ので、その辺できるだけ会話の中でわらしを紹介していただくというような取り組み

もお願いしているところです。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １２番、岡省吾君。 

○１２番（岡 省吾） 

   いろいろとやっていただいているんですけども、以前、過去のことどうやこうやと

いうつもりはないんですけども、生産活動センターのときには、表、紙を干してて、

見たらわかるというような、一見さんでもすぐに入っていけるというような状況やっ

たんで、本当に現場の皆さんの話を聞けば、なかなか昔と違うて来てもらいにくいん

よというお話も聞くので、やっぱり現場の人と話を詰めながら、どうしたらここへ来

てもらえるようになるかということをちょっと協議してええようにやっていただきた

いと思います。 

   それから、後継者の件についてでございますけれども、保田紙を継承していくため

には、やっぱり何をおいても後継者の問題がありまして、先ほどの町長の答弁でもそ

の点が課題であるとお答えをいただきました。 

   やはり、賃金体系の件、また、技術習得の難しさなど要因が示されましたけれども、

国の働き方改革の中で準じて考えていきたいということでありますので、今頑張って

くれている皆さんの政策意欲が高められるように、そのあたりの配慮をよろしくお願

いをいたします。また、よそから、他の地域から紙すきを習得に来られることという

ことは本当にありがたいことなんでございますけれども、やっぱり地元の皆さんの保

田紙を守っていこうよというような機運の高まりというのが今後非常に重要となって

くるのではないかなと思うわけでございますけれども、その点について、清水地域あ

の周辺の皆様の働きかけなどされているかどうか。また、地域の認識の度合いという

のはどのようなものか、皆さんとお話しする機会がある中で、いろいろと産業振興部

長も聞いておられると思いますので、その点について、部長にお尋ねをいたしたいと
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思います。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、立石裕視君。 

○産業振興部長（立石裕視） 

   私も議員のおっしゃるとおり、伝統工芸であります保田紙、これ地元町民の方々の

守っていかんなんという機運の高まりというのはほんまに大事やと思います。 

   そんなことで、先立ってちょっと清水の区長様ともお出会いする機会ございまして、

地元の有志の方々で保田紙の保存会等をつくれんやろうかなというような、そういう

お問いかけも今させていただいているところです。 

   まだ、地元のほうからどういう形でどうとかという答えはいただいておりませんが、

このことについて検討、地元のほうでもしてくれておると考えております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １２番、岡省吾君。 

○１２番（岡 省吾） 

   何度もしつこくて申しわけございません。後、数点お願いいたします。 

   保田紙をすくに当たりまして、原料となる楮、これがだんだんと枯渇していって、

楮を加工することも課題であるということを現場の人からお聞きをしております。ま

た、近年は楮を刈り取る方の高齢化、また、シカが楮の皮をはいで食べるという鳥獣

害の被害もあって、楮が確保しにくくなったということの声もお聞きする中で、現場

の方からお聞きいたしますと、わらしの職員さんたちで楮の専用の畑を管理しながら

楮を育て、永続的な楮の確保に努めたいんだというようなお声を聞く中、産業部局と

してもその点について、十分理解をしていただいているんだということもお聞きして

おります。 

   その楮の畑の確保について、その方向性についてどう考えておられますか、産業振

興部長によろしくお願いいたします。 

○議長（殿井 堯） 

   産業振興部長、立石裕視君。 

○産業振興部長（立石裕視） 

   和紙の原料になる楮につきまして、昨年度ちょっと調べておるんですけれども、わ

らしのほうへ楮を納めてくれた農家数、これは１５軒と聞いております。やっぱり、

年々少なくなってきとるというのが現状でございます。 

   町といたしましては、２３年度の台風被害から久野原キャンプ場、ちょうど久野原

のほんまに端のほうにあるんですけれども、そこのキャンプ場が閉鎖しとるというこ

ともありまして、そこをその楮畑として開墾できんもんかなということで、今検討を

している最中でございます。 
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   ただ、やっぱり植えるとなると耕土がちょっと足りやんという話も聞いておりまし

て、そこへ耕土になる土を入れなちょっと難しいん違うんかなと。それと後、さっき

もおっしゃられた獣害の関係、これは何とか周りを囲んだり何かする中で獣害対策も

できるとは思うんですけれども、そういう形で久野原のキャンプ場を一度畑にという

ことで進めていきたいなという思いはございます。 

   立地条件としましたら、大体わらしから１０分程度で行けますし、あそこだったら

車も横づけできますので、刈り取った楮の運搬等もできやすい土地なので、一番町有

地でもありますし、直営でつくるのには一番いい条件だなと思っております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １２番、岡省吾君。 

○１２番（岡 省吾） 

   現場の皆さんといろいろと話をしながら、その点も前向きに進むように取り組んで

いただきたいと思います。 

   それから、教育現場での取り組みについてでありますけれども、教育長から地域の

伝統文化について、教育に取り入れてなされているということでお聞きいたしました。 

   先日、井上教育部長からＤＶＤお借りをいたしまして、この中に紙すきの作業の模

様を、昭和４０年代のころの風景かなと思いますけれども、映像がありまして見せて

いただきました。やっぱり、保田紙を１枚をつくるのに大変な御苦労をされていると。

１５の工程、楮を刈り取って、皮をむいて、それからいろいろと紙をすくまでの工程、

それから最後、紙を選定するまでの１５の工程を詳しく、わかりやすくこの中におさ

められておりました。本当に貴重なＤＶＤに焼いていただいて、こういうことを教育

に使っていただきながら、紙の大切さというのを、また、今後とも子どもたちに教え

ていっていただけたらなと、そういうふうに思います。また、卒業証書に保田紙を活

用できないかということでありますけれども、私も小学校、中学校と卒業するときに

保田紙で卒業証書いただきました。大変貴重な証書、当然、普通の証書をもらっても

貴重なんですけども、特段、この紙で書いてもろていただくというのは、本当に貴重

な、ずっと大切にしていきたいなというような賞状でございます。 

   いろいろお聞きしたら、マンモス校であると人数の問題、枚数の問題、また、書き

手の問題、いろいろ課題もあるかと思いますけれども、教育長も前向きにそういうふ

うな問題が解決できれば前向きに取り組んでいきたいということでございましたので、

そういうふうになるべく、そういうふうなことで使っていただけるように、よろしく

お願いをしたいと思います。また、有田川町でいろいろとほかにも賞状を渡す機会あ

ると思うんですけども、消防団出初式であれば、消防団の皆様の勤続表彰であったり、

スポーツの各種大会の表彰など、賞状を渡す機会もあろうか思います。 

   今年で平成も最後の年で、来年からは新たな年号が始まるわけでありますけれども、
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これを機にそういうふうな賞状に保田紙を使えるというような体制を構築できればえ

えのかなと思います。 

   ただ、早い目にしとかなんだら、現場としてもそれだけの用量を確保するのも大変

かなと思いますので、そいいうふうな方向性になるのであれば、できるだけ早い目に

わらしのほうへも話を通してあげていただけたらなと思います。 

   これは、要望にとどめさせていただきますけれども、各部局の皆様には、そういう

ことも御一考をいただきますようにお願いを申し上げまして、この保田紙の件につい

ては終結させていただきたいと思います。 

   それから、２点目の鉄道交流館と鉄道公園の今後についてでありますけれども、Ｄ

５１の乗車体験がもたらした効果って、かなりあったんかな、人数だけを聞かせてい

ただいた、そう思います。 

   けど、今の線路敷では、今後、Ｄ５１を走らせるにはちょっとだめだと。それをや

りかえるには、かなりの予算もかかるということで、非常に難しい、来年以降のＤ５

１を動かすということは難しいかなと思いますけれども、次年度、枕木、今、町長が

ＪＲ改修時に枕木をもらうんだということもお話しいただきましたし、現場を見に行

きますと、ポイントのボルトが曲がってしまっていて、あれも直さなあかんのかな。

ただ、それを直したらディーゼル車両の軽い車両は乗車体験できるかなということの

こともお聞きしておりまして、やっぱり、お客さんが乗車体験するのに一番あっては

ならんのが事故やと思いますので、今度小規模な修繕になろうかと思いますけれども、

事故のないように考えていただいて、取り組んでいただきたいと思います。また、鉄

道公園、住民憩いの場所としていろいろとフリーマーケットであったり、そういうこ

とも今後考えていきたいんだというようなお話であったと思いますけれども、今後と

も多くの皆さんがあそこに集い、あそこの施設をよりよい、これからもっと発展でき

るようなことで頑張っていただきたいと思いますので、心からお願いを申し上げまし

て、私の一般質問を終わらせていただきたいと思います。 

   ありがとうございました。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、岡省吾君の一般質問を終わります。 

……………通告順７番 ８番（小林英世）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   続いて、８番、小林英世君の一般質問を許可します。 

   小林英世君の質問は一問一答形式です。 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   議長の許可をいただきましたので、通告書に従って一般質問をさせていただきます。 

   私の一般質問は、２項目にわたってさせていただきます。少し午後でお疲れのとこ
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だと思うんですけども、簡潔に質問し、簡潔に答えていただけたらと思います。 

   それでは、最初に風水害の避難行動についてお尋ねします。 

   今年、２０、２１、２４というふうな大きな台風がやってきまして、町内にも指定

避難所を開設し、また、指定避難所以外にも避難された地域の集会所とか、親戚の家

だとか、そういうふうなところに避難された人がたくさんおりました。 

   それで、被災の体験を今後に生かすということで、十分にこの避難行動について検

証をすべきだと考えまして質問をさせていただきます。 

   地震発生時の避難行動というのは突発的でして、避難先というのは絞られたとこに

行くというのは当然のことだと思うんですけども、風水害の場合は、三段階にわたっ

て避難の準備をせよとか、避難勧告したり、あるいは避難指示したり、こういうふう

な形で時間がかなりあるわけです。 

   その中で、今、避難準備勧告ですけども、最近は避難準備、高齢者等避難開始とい

う傾向になるんだと思うんですが、その件について、それを中心に質問させていただ

きます。 

   まず１点目ですけども、台風２４号の指定避難所、何カ所か開設されたと思うんで

すけども、その指定避難所を開設に至る行政の流れ、あるいは開設所の数、それから

開設に要した職員数、そういうことをお尋ねしたいと思います。 

   次２点目ですけども、避難準備勧告、最近は避難準備高齢者等避難開始という勧告

ですけども、これが発令されたときに、町民はどのように受けとればいいのか、どの

ように行動をすればよいのか、ちょっと確認をさせていただきたいと思いますので、

御答弁よろしくお願いします。 

   ３点目です。２４号台風の避難所への避難者数というのが、２０、２１、２４の中

では一番多かったと思います。その避難者数が２１号の記憶が鮮明に残ったのでふえ

たと思うんですけども、その中で金屋地区及び清水地区は大きくふえてるんですけど

も、吉備地区は減っておりました。その減ってたというのはなぜなんでしょうか。ど

のように分析されたというのが３点目であります。 

   次に４点目ですけども、被災時の要援護者の方、避難するのに助けたい、そういう

方の避難行動ですけども、被災時というのは災害が起こりそうだという発生のとこか

らの話ですけども、その避難行動について、行政はどのように把握しているのか、そ

ういうのをお尋ねしたいと思います。これが４点目です。 

   それから５点目ですけども、今回の３つの台風をしっかり検証して、今後、そうい

うふうないろいろな町から出てくるような避難指示とか、避難勧告とか、そういうふ

うなことに対して、今回の避難状況に、次に生かせるようなことがないのか、そうい

うふうなところをどんな形で検証してるのかというのをお尋ねしたいと思います。 

   まず、１点目はそういうことで、避難の状況及び災害弱者の避難について、町のお

考えをお聞きしたいと思います。 
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   次に２点目ですが、我が町は和歌山環境大賞とか、エコのまちとかいうふうな形で

町内外に大きな成果をあげまして、全国的にもエコのまちとしては先進地として評価

されています。 

   しかし、ポイ捨て、あるいは不法投棄、あるいはごみの分別等、身近にもたくさん

まだまだ問題が多いと思ってますが、今回はプラスチックのごみについてお尋ねしま

す。 

   最近、プラごみは海洋汚染の大きな問題として、新聞、マスコミに取り上げられて

います。例えば、鯨の胃から何十キロものプラごみが出てきた。あるいは亀にストロ

ーが刺さっているというふうな映像が出まして、例えばスタバあたりはもうストロー

使うのやめるとか、そういうふうな使い捨てのプラスチックを使わない運動というの

が世界的にも広がって大きな問題になってます。 

   それで、これは大きなプラごみでして、私たちが陸の上で生活している生活ごみ等

が川に流れ、さらに海に集まってということで、海の汚染の問題なんですけれども、

もう少しミクロ的に見ますと、海のプラごみの汚染の中で、マイクロプラスチック、

あるいはナノプラスチック、そういうふうな小さなプラごみの問題というのも大きな

環境問題としてクローズアップされてきています。 

   そういうふうな状況の中で、私たちはエコのまち有田川町という観点から、町のこ

のプラごみに対して、どのように把握をされているのかというのを幾つか質問させて

いただきたいと思います。 

   まず、本町のプラごみの実態ですけども、どのように捉えておられるのか。回収率

とか、それから燃えるごみ、あるいは燃えないごみに混在するようなプラごみ、そう

いうふうなものはどの程度あるのかというふうな部分で、これは家庭ごみに関するこ

とですけどもお答えいただきたいと思います。 

   ２点目は、回収されたプラごみというのは、リサイクルに回るというふうに私は思

っているんですけども、実際、どの程度リサイクルされているのか。回収された量の

うち、リサイクル、実際に使えるのはどの程度なのか。 

   いろいろ調べますと、回収するんだけども製品としてリサイクルするよりも、例え

ば油化して燃料として使うとか、そういうふうな地域もあるようですけども、私たち

はプラごみは、例えばもう一回リサイクルしたらフリースになったりとか、ペットボ

トルになったりするんじゃないかなというふうに思うんですけども、我が町のプラご

みのリサイクルの実態、これをお聞きしたいと思います。 

   次に、汚れているプラごみは燃えないごみというふうにして出すんですが、この燃

えないごみに混在しているプラごみ、それはどんなふうに処理をされているのかとい

うのが３点目であります。 

   ４点目は、家庭ごみ以外にもたくさんプラごみは出ると思うんですけども、産業廃

棄物というんですか、あるいは農業関係の廃棄物ですけども、それはどのように処理
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をしているのか、これが４点目であります。 

   ５点目は、マイクロプラスチック、あるいはナノプラスチックとかいう小さいプラ

スチックですけども、これについてどんな認識されているのかというのが５点目であ

ります。 

   エコのまちとして、問題点をどのように把握して、今後どんなに対応していくのか

ということをお聞きしたいと思います。 

   以上、１回目の質問を終わります。よろしく御答弁お願いします。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   それでは、小林議員さんの質問にお答えさせていただきたいと思います。 

   今年度の指定避難所の開設状況と避難状況については、８月２３日の台風２０号で

は１４カ所の避難所を開設し４２人が避難されました。９月４日の台風２１号でも１

４カ所を開設し１５３人、９月３０日の台風２４号では５３カ所を開設し２２７人の

方が避難されました。 

   多分、これ２１号が余りにも予想以上に大きかったので、２４号はそんなに被害で

なかったんですけれども、予備的に多くの方が避難されたんだと思います。 

   避難所の開設は、職員配備体制を発令し庁舎に参集した職員に説明をした後に、各

避難所に２名１組で配置し開設をしております。 

   次に、避難準備情報発令時の避難行動についてでありますけれども、高齢者や避難

に人手や時間のかかる方、また不安のある方は、避難を開始していただきたいと思い

ます。また、自主防災組織の方にはそういった方々への声かけ等を行っていただけれ

ばと思います。 

   できるだけ、避難準備情報というのは早い段階でこれからも出していきたいなと思

っております。 

   次に避難者数の偏りについてでありますけれども、台風２４号では台風２１号のと

きに比べて避難者数が増加しました。台風２４号での避難者数は、２２７名で職員４

０名が避難所の運営に当たりました。台風２１号の暴風被害が大きかったことで、心

配される方が多かったものと思われます。中でも金屋文化保健センターは、台風２１

号に対し台風２４号では避難者が増加し、周辺地域以外の方も含め多くの方が避難さ

れました。事前に避難所開設についての問い合わせがあった場合、身体的に不安のあ

る方等については、金屋文化保健センターへ避難をしてくださいということで促した

こともあり７７名の方が避難され、通常２名の職員がつくところを急遽２名を増員し

たところであります。金屋文化保健センターは、建物も大きく、畳の部屋があり空調

も整備されており、身体的に不安な方等にとってはよかったと考えております。 

   避難場所には、対象地区を定めていますが、どの避難所に行っていただいても構い
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ませんので、そういったことも考えられるところであります。 

   次に、避難行動要支援者の方の避難状況についてでありますけれども。台風２４号

のときには、避難者２２７名中１３５人の方が要支援者の方でありました。 

   最後に今後の課題についてでありますけれども、ことしはたび重なる台風の接近に

より、避難してくれる方がふえ、避難行動を選択してもらえるようになってきたと思

います。 

   今後は、地域で避難所の開設ができないか、また身体的に不安のある方に対する避

難の対応も考えながら、避難所開設の仕方を検討していきたいと考えております。 

   ２点目の、プラスチックごみについてでありますけども、プラごみの回収率につい

ては、町民への供給量が不明のため回収率はわかりませんが、町民の方のごみの分別

の御協力により大部分は回収できていると考えております。なお平成２９年度の町営

プラスチック収集場の処理量は計画収集で約２８６トン、個人の直接持ち込みが２５

トンで計３１１トンでした。 

   燃えないごみに混在する比率についても、具体的な数字はお示しすることはできま

せん。 

   回収されたプラごみのリサイクル率、平成２９年度は再生して物から物へは約７７．

５％、燃料や熱回収に使われたのが約２０．１％、合計で９７．６％が利用されてお

ります。 

   燃えないごみに混在しているプラごみはどのように処理にしているかにつきまして

は、環境センターで破砕処理して、埋め立て処理をしております。 

   家庭ごみ以外のプラスチックの処理につきましては、産業廃棄物業者からリサイク

ルや最終処分場で埋め立て処分されていると聞いております。 

   マイクロプラスチックごみなどの問題につきましては、１つの地方自治体で解決で

きる問題ではないと考えております。最近、結構ストロー、プラスチックのストロー

を絶対使わんという店もかなり世界各地でふえているようであります。この正しい分

別をこれからも進めていくとともに、身近な不法投棄やポイ捨てなどをなくすことに

より防ぐことができると考えております。また、科学的な検証等を注意深く見守って

いきたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   それでは、２回目の質問をさせていただきます。 

   まず、風水害の避難行動についてですけども、指定避難所の開設の流れということ

でお聞きしたわけですけども、多分、その避難所が開設する、８時に避難所が開かる

としたら、職員の方はかなり以前に集合しないと８時に開けるということにはならな



 

－９４－ 

いと思います。 

   その間には、そろそろ避難指示を出そうかとか、避難準備情報を出そうかという形

になると思うんですけども、その点は実際に開設する以前に、どのぐらいのときに集

合するというのをお聞きしたいんですけども、部長。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   職員の配備体制につきましては、避難所を開設する約１時間前には役場に集まって、

役場から避難所開設のほうに向かえるようにというふうにやっております。それまで

にも、職員に向けては、そういうふうなことが事前に考えられるときには、明日は配

備体制をしくとかいうので、皆さんに注意してくださいというふうなこともかなり以

前から喚起しながら、情報をメールで職員には出しながら、そういうふうなやりとり

をやった上で、避難所を開設する１時間前には役場のほうを出れるような体制でやっ

ております。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   そしたら、１時間前に役場に集まって避難を開始するように、場所を開設するよう

に、開錠、要するに錠がかかっていれば開けたり、準備せんとあかんと思うんですけ

ども、２４号台風のときに、私近くの避難所、小学校の体育館に行ったんですけども、

もう８時過ぎになったら開いてたと思うんですけども、９時前には行ったんです。そ

のときに、職員の方が２人来られてました。 

   そういうふうな状態で５３カ所、２４号のときには先ほどの答弁で開けていただい

たようであります。５３カ所のうち、例えば金屋の文化保健センターでは、かなりの

方が集まられたわけですけども、ほとんど人が来られていないというふうな箇所もあ

ったとお聞きしてるんですけども、その辺のところをもう少し詳しくお願いします。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   私どものほうは、避難準備情報または避難勧告等を発令した地域の方が、やはり避

難をできるというふうな体制をとる必要があるということでございまして、その避難

準備情報を出した地域の方の避難する避難所は全て開けるというふうな形で対応して

おります。そういうふうなことから、結果的に避難者がなかったという避難所も何カ

所もございます。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 
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○８番（小林英世） 

   そしたら、一番長いこと開いてた避難所、何時間ぐらい開いてたかというのはわか

りますかね。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   金屋の文化保健センターにつきましては、２４時間程度開いてたと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   それで、ここで何を言いたいのかというと、たくさんの人が集まる、そして２４時

間も職員が金屋の文化保健センターだったら４人、最終的には詰めているというよう

な状態だったと思うんですけども、そういうところと、非常に少ないところ、今ゼロ

というとこ、ゼロでも初め開けたら何時間かおらんとあかんわけですよね。そういう

ところとがあるということで、これは次に向けて、もうちょっと精査していただきた

いなというふうに思うんですけども、その点いかがですか、部長。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   我々は、やっぱり避難準備情報を出した以上は、その地域の方の避難場所というの

は確保する必要があるというふうな形で今後も進めていく必要はあるんだと考えては

おります。 

   ただ、今回避難所を開設するにあたって、２０カ所については、町の職員を張りつ

いて避難所を開設しておりますが、残りの３３カ所につきましては、地域の方で開設

していただいたというふうな経過もございます。 

   それで、先ほど町長のお話にもありましたけども、山間部でございますとか、地域

によったらそういうふうな対応を今後もできないか考えていきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   ２点目にお聞きしたのは、昔でいう避難準備ですけども、避難準備の勧告が出て、

どういうふうに災害弱者とされる人が行動したらいいかという質問をさせていただい

たんですけども、そのときに相談を受けたりするわけですよね。どこへ行ったらいい

か。 

   そんなときに、例えば近くの会館あるのにあそこへ行ったらあかんのか、指定避難

所はここやけども、あそこへ行かなあかんのかというふうなことを問われるわけです
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けども、私の場合は、かなり、やっぱり指定避難所へ行ったら安心やでというふうな

概念をもってて、できるだけ指定避難所、しかも地区が指定されてんねんからという

その地区で縛られて、吉備地区だったら御霊小学校とか、そういうふうな形というの

まず頭にくるんですけども、先ほどからの答弁で言うと、例えばちょっと避難するの

にやっぱり早目に行きたいな、心配やなという人は、いけるところ、しかも快適に過

ごせるところを選択できるというふうに捉えていいんですか、そこどうですか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   指定避難所は、一応地域ごとには、この地域はこの指定避難所という形ではやらせ

ていただいてはおりますが、特にほかの避難所へ行ったからだめというふうなことは

ございません。 

   ただ、今回の台風のときにもそういうふうにさせていただいたんですけども、やは

り、身体的に不安のある方、高齢者の方であったり、体にいろいろと不安のある方に

つきましては、民生委員の方、または区長さんからの問い合わせ等もあり、また、個

人からの問い合わせ等もあり、そういう方につきましては、やはりより環境のいい文

化保健センターを御案内させていただいたというふうなことで、これからもこういう

形を進めていきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   それで、今、文化保健センター環境がいいというふうに伺ったんですけども、吉備

地区が前回の２１号のときは４７人避難されたというふうにお聞きするんですけども、

それが２４号のときは３１人というふうに減少してるんですよ。 

   清水地区は２６人から８９人というふうにふえている、あるいは金屋地区だったら

５０人から１０７人、２倍にふえている。だから、金屋でも清水でも、大きくふえた

んだけども、吉備地区がかなり減っているというの、私なりに考えたんですけども、

吉備地区というのは、体育館とかそういうところ、大きい避難所が多いと思うんです

よ。大きい避難所へ実際避難した方が、行ったけどもあんまり人来てなかったし、そ

れが板の間に長いことおったしというふうな形で、なかなか居心地が悪かったんじゃ

ないかなというふうに私は推測したわけです。やっぱり、ここ早目に避難してほしい

というのは、身体的にもちょっと弱っているとか、いろいろ板の間で長時間おること

が苦痛になる方が多いと思うんですよ。 

   だから、風水害のこの避難行動の中で、まあ言うたらできるだけ早いこと避難して

くれというわけですよ。早目に避難してください。早目に避難したら、おる時間が物

すごく長なるわけですよ。 
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   そこが、身体的にやっぱり心配な人というふうにするんだったら、もう少し居心地

のいいところをはなから用意したらいいんじゃないかなと思ったんで、私のように、

まず指定避難所、御霊小学校の板の間というとこよりも、違うところを初めにここど

うかなというふうにアドバイスしてあげたらよかったし、そこへ連れていってあげた

らよかったと思いますので、今、文化保健センターとおっしゃったんですけども、ほ

かに、それは金屋のほうにありますね。吉備地区とかでは、居心地のいいような場所

というのはありますかね。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   吉備地区におきましては、そういうふうな事前に連絡があって、身体的な不安のあ

る方につきましては、吉備ドームを２４号のときには用意させていただきました。結

果的には、やはり金屋文化保健センターが非常に多かったというふうなことでござい

ます。 

   先ほどの議員おっしゃった吉備地区につきましては、２１号から２４号、２４号の

ほうが吉備地区の避難者が少なかったんじゃないかという中で、私もちょっと調べさ

せていただいたところも、ごく数名は、やはり吉備地区の体育館の避難所から文化保

健センターへ行った人もございます。その人を台帳のほうで見てみますと、やはり、

身体的な不安な形で、事前にいろいろ連絡等あった方であったというふうに認識して

おります。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   それで、今の件にもう少し続けさせてもらうんですけども、やはり、身体的な不安

をもっている方が、できるだけ行った先でどんなことが不安なのか、どういうことが

苦しいのかというにも踏まえて、避難所をもうちょっと整備していただけたらありが

たいなと。 

   それで、先ほどもちょっと出てましたけども、指定避難所だけじゃなくて、特に吉

備地区なんかは、金屋とか清水、小さな避難所が集会所みたいなところを避難所にし

てるというところ多いというのは、そこはいやすい場所にもなっていると思うんです

けども、吉備なんかの場合は、日ごろ余り行かないような場所が避難所になって、や

っぱり快適さが物すごく欠けているような場所というのあると思うので、そこらもで

きれば、これからの課題にしていただきたいと思います。 

   ４点目にいかせてもらいます。 

   要支援の方というのは、自治会とか、あるいは自主防のほうに名簿もあがってきて

いると思うんですけども、そんな方々の避難行動というのは、今後どんなに把握され
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るつもりでしょうか。きちっと把握されていないと思うんですけども、そこらあたり

はどうですか。 

○議長（殿井 堯） 

   総務政策部長、中硲準君。 

○総務政策部長（中硲 準） 

   うちのほうの避難所である避難者名簿というのがございますので、それをいろいろ

参考にいろいろと福祉保健部のほうとも検討していきたいと、このように思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   やっぱり、何かがあっていろんな不備があるとか、ここを改善したらいいとかとい

うことはたくさんあると思うんですけども、今回、特に身体的な不安をもたれている

方の避難をスムーズにするために、例えば地域とか、あるいは行政とか、そういうと

ころがうまく今回の事柄を検証しあって、次に生かせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしときます。この件はこれで終わります。 

   続いて、プラスチックの問題なんですけども、ほとんど回収されているというふう

に把握されているということですけども、やっぱり放置されているごみ、あるいはポ

イ捨てのごみというのは、非常に私は多いというふうに思ってます。 

   そのごみをどんなにしたらいいのかなというのを、非常に心を痛めながら、この質

問をさせてもうたんですけども、プラごみとして出したら非常に高い確率で９７％以

上が、再利用が７７％、８割ぐらい再利用されて、後燃やしたり燃料にしてるという

ことだと思うんですけども、地域によっては燃えるごみの中にプラごみをまぜてる、

出してもいいですよという地域があると思うんですけども、その辺の違いというのは

何かあるんでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   ごみの処理上の違いにありまして、現在の環境センターではプラスチックのごみは

燃やせないということです。和歌山市なんかでは、このサーマルリサイクルができる、

プラスチックを燃やしてもいい処分場となっておると聞いております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   ちょっと前ですけども、大きな問題になって、中国ですけども、廃プラの輸入をと

めてしまったいうのがあったと思うんですけども、うちがプラスチックのごみを出す
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にあたって、町から出るごみですけども、その中国が廃プラの輸入をとめたというこ

とで影響は出ていないんでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   現在、プラスチックごみにつきましては、マテリアルリサイクルといって、プラの

再生のマークがついているものは８割程度ですけども、マテリアルリサイクルに回収

しているのは問題ありません。残りのサーマルリサイクルについても、現在のところ

は問題ありません。 

   ただ、ペットボトルとかあの辺の処理について、ちょっと今中国が受け入れをして

いないので影響が出ているところでございます。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   燃えないごみとか、産業廃棄物のところなんですけども、最終的には埋めてしまう

わけですよね。ごみを埋めるということで、そのごみを埋める場所とかいろんな問題

が出てくると思うんですけども、今日はプラスチックの問題なんですけども、雨水と

か、最終的には劣化していって、あるいは風化していって、プラごみがどんどん、ど

んどん小さくして拡散していく恐れがあると思うんですけども、その辺についてはど

うですか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   現在、環境センターで破砕して処分しているところを、管理型の最終処分地という

んですけれども、一応そこは遮水シートというもので、内部の水は物と一緒に出ない

ようにはなっております。 

   土の中に集水管というのも埋めておりまして、それが最終的には調整装置の中へ流

れてくるんですけども、また、そこでいろいろ滅菌でありますとか、いけないものが

入っているものを除去したり、そういう装置がありますので、一概に川のほうへ流れ

ているとは考えておりません。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   そしたら、最後のマイクロプラスチックのところにいきます。マイクロプラスチッ

クというのは、小さい要するにプラスチックの破片というふうに考えていいと思うん

ですけども、５ミリ以下のもの。マイクロというのは、ミリの１，０００分の１の単
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位でして、非常に小さいわけですけども、これがすごく海に広がっていると。実際に、

カウントしたらどんどん、どんどんたまっていっている。我々ごみ捨てるんですけど

も、今言われたように、配管に、あるいは溝にいろんなとこから海へどんどん、どん

どんプラスチックが流れている。それが、生物にとり込まれるわけですから、肝臓に

たまったりとか、いろんなことが起こる可能性が高いというふうにして、今大きな問

題になっていると思います。 

   マイクロだけじゃなく、ナノ、これはマイクロのまた１，０００分の１でして、こ

ちらのほうは、もう血管内へどんどん、どんどん入ってくる。我々の体の中を駆け巡

っていくわけですね。そうすると、消化器だけじゃなくて脳とかそんなとこも入って

いく。 

   このプラスチック自体が何が問題なのかというと、例えばダイオキシンで問題にな

ったですけども、そういうふうな内分泌のかく乱というのが問題になるかもわからん

し、あるいは汚いもの全部吸着する、ひっつけてしまう。石油でできているものが、

大概プラスチックひっつくということで、ひっついてしまうということで、結構いろ

んな障害が起きるん違うかと。でも、今は薄い。薄いから問題ならんけれども、だん

だん問題になるというふうなものだと思うんです。 

   それは、これからどういうふうに立ち向かわなあかんのかというのはあると思うん

ですが、全く二酸化炭素の問題と一緒やと思うんですよ。初め二酸化炭素、人間バン

バン、バンバン出してたわけですけども、初め出してるときには誰も何も言わなんだ

わけです。だんだん、だんだん起こってきて、これはえらいこっちゃなといって今や

っていることやと思うんですけども、マイクロプラスチックとか、ナノプラスチック

とか、マイクロビーズとかいろいろ問題あると思うんですけども、そんなことに関し

て町としてどんなに考えられるのか、ちょっとお聞きしたいです。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   非常に難しい問題と考えております。１つの自治体でできるような問題ではないか

もわかりませんけども、プラスチックの使用料を減らすであるとか、いろんな取り組

みはやっていけると思います。また、今まで進めていただいた分別によって、できる

だけリサイクルして、ポイ捨てごみや不法投棄をなくす、そういう身近なところから

町としてもやっぱりやっていきたいと考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   僕は大きな問題として、別に国会議員でも何でもないので提案してるわけでも、言

うてるわけでもないんです。 
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   今言うように、うちは分別をしっかりしてる。これは、日本じゅうに誇れることや

と思うんですよ。この分別をしっかりしてるということが、プラごみの解決の１つや

と思うので、これをもっと宣伝してほしいというのが１つなんです。 

   もう一つが、プラはできるだけ使わんほうがええでというのあるけども、こんなも

ん商売やっている人に言えば商売の邪魔になるわけですから、そんなことを言うてほ

しいとは思いません。 

   ただ、放置しているプラってたくさんあると思います。それを、できれば新しいう

ちにひらってほしいなと思ってます。もう光当たったらどんどん、どんどん劣化して

いきます。ぐちゃぐちゃになってしもて、小さなっていったら、もうそんなん回収で

きません。小さくなればなるほど回収できないんですよ。このことが物すごく問題や

と思うんです。 

   そういうことを広報でしっかり皆さんに訴えて、そういうふうなポイ捨てはしない

というのもあるけども、そこら溝っこへ落ちちゃうごみとか、池へ落ちちゃうごみと

か、そういうのはできるだけ新しいうちに回収したらええと思うんです。 

   これは、町長も大分心配してくれてる、かけるくん、コウノトリがありますけども、

池なんかでもごみほうりやすいとこなんですよ。そういうとこにある。新しいうちに

回収すれば小さくなりません。でも、小さくなるとああいうふうな鳥、特に野鳥はた

くさんごみを体の中に吸収しているというふうな報告もあります。 

   そやから、やっぱりエコのまちとか、自然がきれいやとかという私たちの強いとこ

ろを強調しようと思えば、そういうふうな美化にもつながりますし、しかも我々の安

全性もつながるということで、一生懸命ＰＲしていただきたいと思うんですけど、最

後、町長いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   議員おっしゃるとおり、本当に我が町のごみの分別というのは非常にすばらしいこ

とで、これはいろんな賞もいただきましたし、お金にも変わるということで、これは

町民の皆さん方内感謝する以外ないんですけども、今のは言ったように、かけるくん

の来てる池、たくさんほっています。以前、小林さんも、わしも拾たんやという話も

されてましたけれども、何で各ステーションがあるのに、何でポイ捨てするんかなと

いう、その気持ちもわからないんですけれども、できるだけ今の分別方法がすばらし

いことやということも、やっぱりこれから広報として必要あるの違うかな。やっぱり

皆さんにも感謝の気持ちも伝えながら、分別の大切さというのを、改めて広報でみん

なに知らせていけたらいいのになと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ８番、小林英世君。 
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○８番（小林英世） 

   分別も当然大切やし、広報することというのは、物すごい大事やと思うんです。 

   最後に、できればボランティア袋というのをつくられていると思うんです、町で。

そういうふうなもの、あるいはごみをボランティアで拾てくれている人とか、いろい

ろあるわけです。私たちも日によっては出ていってというのもありますけども、どん

どん、どんどん広がるような仕組みをできたら町を中心に考えてもらえたらありがた

いと思います。それは要望ですから、答弁は要りません。 

   以上で終わります。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、小林英世君の一般質問を終わります。 

   暫時休憩をいたします。 

   再開は１５時１５分から再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １５時００分 

再開 １５時１５分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（殿井 堯） 

   再開いたします。一般質問を続けます。 

……………通告順８番 ２番（増谷 憲）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   続いて、２番、増谷憲君の一般質問を許可します。 

   増谷憲君の質問は一問一答形式です。 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ただいま、議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

   私は今回、３つの問題について通告しております。これは、本来ならば９月議会で

行う予定でありましたが、９月は災害等の関係でこの３つを取り下げさせていただい

た関係上、今回になりました。 

   それでは、ただいまから始めさせていただきますが、まず第１に、風力・太陽光発

電施設の問題についてであります。 

   まず、海南・紀美野の風力発電計画についてでありますが、現在、準備書を作成す

る準備をしていると思いますが、環境影響評価報告書の次に、この準備書となるわけ

ですが、この準備書については、環境影響について検討した経緯を記載するとともに、

調査予測及び評価を行う影響が予測される場合は、軽微でない問題であっても必要な

環境保全措置を講じるとともに、事業者の課題を記載させるということでありますが、

大体準備書の作成には１年余りかかると聞いておりますが、そのため、現在、この海
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南・紀美野風力発電事業者については、どういうことで動いているのか、動いていな

いのか、表向きには全く事情が掴めないわけですが、もしかしたら、この間、地域へ

の説明会なども開いてるかなと思うんですが、現在のところ、どのような状況にある

のか、町当局は把握しているとすれば、その内容をまずお聞きしたいと思います。 

   ２つ目の１として、中紀第１期ウインドファーム風力発電計画についてであります

が、これは既に白馬林道沿いの両側に沿って、建てる場所の木を伐採し、山肌が丸見

えになっています。今後、羽根や胴体を運ぶときにトレーラーを使用するとすれば、

林道が重みに耐えきれず割れることも想定されます。また、林道沿いに貯木場もつく

っておりますが、現地を調査した方々が、そこへの放置は危険だと指摘すると、業者

はどこかへ運んでいました。 

   そして、環境影響調査で低周波や風きり音など人体への被害が心配されますが、こ

の調査にあたったのが日本気象協会です。日本気象協会は、測定が専門分野であって、

低周波の身体への影響を判定するところではないということを県議会の答弁でも明ら

かになっています。 

   ですから、日本気象協会は風力発電事業者の意を汲んで、住民への説明までかって

出ているわけであります。現に海南・紀美野風力発電計画の説明のときにも、日本気

象協会が低周波はまるで問題がないような説明を行っていました。 

   こういう状況の中で、時々現地を調査する体制が必要ではないでしょうか。そして、

災害や健康被害など出てくれば、どう対応するかなど協定書に明記されているかを知

る上でも中紀ウインドファームとの協定書を、ぜひとも議会に提出していただきたい

と思いますが、その働きかけを行っていただきたい。また、土砂災害等への対応であ

りますが、地質の専門家にお聞きしますと、予定周辺地域は地盤が弱いという評価で

あります。 

   今後、予想される地震や台風に対して、災害が起こらないのか大変心配しているわ

けであります。起こった場合、想定をした対応はどのようになっているのか。また、

その責任の所在はどこが負うのか心配であります。 

   ２つ目の２として、低周波への問題の対応についてお聞きしたいと思います。 

   ２つ目の３、中紀第２ウインドファーム、新規の計画でありますが、標高６００メ

ートルから７５０メートルの高さの白馬林道沿い、第１期の工事が始まったところか

ら、続いて白馬トンネルの上を通り、日高川町まで２，０００キロワットから３，４

００キロワット級の風力発電を１５基建設するのであります。やはり、この計画につ

いても、災害の危険性や、特に低周波被害などの恐れが出てくるんじゃないかと思い

ますので、この周域はまるで風力発電の銀座になっているような感じいたします。 

   私は、いまだ計画段階でありますので、見直しもしくは中止の行動をとるべきでは

ないかと思います。 

   ３つ目に、上六川・黒松にかけての大規模太陽光発電ののり面が崩壊しています。
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そのため、来年の３月末まで工事期間が延長されました。台風など来るたびに災害が

起こる心配があります。 

   防災対策の検証と、議会と町による現地調査の申し入れをぜひともしていただきた

いがいかがでしょうか。また、修理川の風力発電計画地についても、専門家を呼んで

の現地調査が要るのではないでしょうか。 

   ４つ目に、風力や太陽光発電建設にかかわって、全国的にトラブルが起こっている

のは皆さんも御承知のことだと思います。これらの施設を無条件に建設させないため

にも、和歌山県が条例をつくったように、また、全国の市町村でも規制条例をつくる

ところがふえてきています。 

   県下では、橋本市がつくったようでありますが、当町も規制する、もしくは検証で

きる、住民が検証できる条例が必要ではないでしょうか。また、山が簡単に壊れない

ためにも、林業振興対策も合わせてしてはと思いますが、いかがでしょうか。 

   次に、学校給食無償化の問題に移ります。 

   子どもの健全な発達を支える上で、栄養バランスのいい給食は重要な役割を果たし

ていますが、無料化によって給食費の心配がなく、平等に全ての子どもたちに給食が

提供できることはいいことだと私は思います。 

   憲法２６条において、義務教育はこれ無償とするとされているの御存じだと思いま

すが、しかし、現実には無料なのは授業料と教科書に限られていますから、保護者の

経済的負担は大きいと思います。 

   文科省の子どもの学習費調査によれば、副教材費、実習材料費、部活動費、修学旅

行費、学校への納付金などで公立小学校の場合、年間約１０万円、公立中学校で約１

８万円の負担となっています。そして、学校給食は有田川町で、小学校で年間５万３，

１００円、中学校で５万８，５００円が平均的な負担であります。公立の義務教育を

受けるだけで、こんなにお金を徴収されるのはいかがなものかと考えます。 

   ２００５年に食育基本法が成立し、子どもたちが豊かな人間性を育み、生きる力を

身につけるためには、何よりも食が重要だとされました。文科省の食に関する指導の

手引きにも、学校給食の一層の普及や、献立内容の充実を促進するとともに、各教科

書等においても、学校給食が生きた教材としてさらに活用されるよう取り組むとあり

ます。 

   学校における給食の推進は、心身の健康にとっても社会性や感謝の心をつかむ上で

も、食文化の観点からも重要だとされています。ですから、義務教育無償の原則に従

って無料化を求めるのは当然だと考えますが、給食費無料化を求めたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

   この質問の第２項目は後ほど質問いたします。 

   第３問、介護保険制度等についてであります。 

   ６５歳になった障害者や、４０歳から６４歳の介護保険制度の第２号被保険者であ
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って、１６の特定疾患より障害が重くなった障害者は、障害者総合支援法第７条の他

方優先原則を理由に、障害福祉制度から介護保険制度に移行が求められています。 

   しかし、障害者支援制度と介護保険制度とは理念、サービス体系、認定基準、サー

ビスの支給決定基準など、さまざまな点で違っていると思います。そして、障害者福

祉制度の利用者負担は、２０１０年の国と障害者自立支援法違憲訴訟団との基本合意

によって、市町村民税の非課税世帯は原則無料となりました。 

   こうした制度上の違いから、障害者は介護保険制度への移行に伴って、利用料負担

の発生、２、支給される支援料の低下、３、支援の質の低下、４、環境変化に起因す

る諸問題等の深刻な人権侵害に直面します。 

   そして、障害者が６５歳になって介護保険制度へ移る場合、居宅系障害福祉サービ

スにかかる国庫負担基準が切り下げられるということもあり、事業所などの経営にも

影響が出てきます。 

   障害者総合支援法施行後、３年目を目途とした見直しのときに、介護保険制度に移

行した場合、平均で７，１８９円の自己負担になることも明らかになってまいりまし

た。 

   さらに、今年の４月から共生サービス制度をつくりましたが、この負担軽減策に対

象制限が設けられ、全ての障害者が対象となっていません。しかも、障害福祉事業所

が共生サービスを行うと減収になり、一方、介護保険事業所が行う場合、増収となる

可能性が明らかになってまいりました。 

   やはり、是正措置を見ても、結局、介護保険優先が問題であるということに起因し

ているのではないでしょうか。それで、６５歳以上の障害者は介護保険制度が優先さ

れますが、介護保険に同等のサービスがなければ、障害福祉サービスが受けられるこ

との認識はどうですか、これでよいのでしょうか、御答弁をいただきたいと思います。 

   ２つ目に、訪問介護の生活援助についてでありますが、訪問ヘルパーが家事支援を

行う場合、国が決めた回数以上利用する場合は、ケアマネジャーに保険者、つまり町

への届け出を義務づけるものでありますが、この１０月から実施されています。基準

回数は要介護１で２７回、要介護２で３４回、要介護３で４３回、要介護４で３８回、

要介護５で３１回であります。 

   例えば、要介護１で２７回の制限となっていますから、毎日利用できません。３０

回利用するとすれば、ケアプランを作成したケアマネジャーが町に届けて地域ケア会

議を開きます。そこで厳しくケアプランの見直しをされます。そして、仮に不適切と

判断されれば、ケアプランの是正が求められてまいります。つまり、利用回数が限度

内の２７回となってしまいます。これでは、適切なサービスが受けられないというこ

とも出てまいります。 

   そこで、当町の場合、利用回数が制限されている事例はどのぐらいあって、どのよ

うな対応になっているのか。また、家事援助の利用回数制限についての認識はいかが
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でしょうか。 

   ３つ目に、国は施設から在宅への介護を重視しています。しかし、在宅で介護の大

変さは想像以上だと思います。ある家族の方から、どんな介護をしているか、経験を

聞ける場所がないかと相談されました。 

   そこで、例えば湯浅町では、認知症対応ですが、ぴあサロン、認知症の方と家族の

交流会を月１回開催しています。これは、地域包括支援センターが担当してます。パ

ンフには、介護や医療に関する悩みや思いを話すことにより心が軽くなり、ストレス

解消につながります。参加者同士で知識や経験を伝え合うことで、さまざまな情報を

収集したり、同じ立場の方を救うことにもつながります。こういう内容で、交流でき

る場をつくっていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

   これで、第１回目の質問を終わります。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   それでは増谷議員さんの御質問にお答えをしたいと思います。 

   まず１点目に、海南・紀美野風力発電計画の状況につきましては、事業者によりま

すと、関係地区の役員さんに事業説明に回っている状況で、地区により温度差があり、

反対なので来ないでくれという地区や、聞くだけなら聞いてもいいというような、か

なり温度差があるとのことです。 

   ゴルフ場で風況調査を実施しているほかは特段の進捗は今のところございません。

現在は社内における事業の可能性調査の最終段階の状況とのことであります。担当課

からは、この風力事業に対する地域住民への不安がかなり高まっているので、関係す

る地区への説明会はもちろんですけれども、全住民を対象にした事業説明会を開催し、

説明を尽くしていただきたいと伝えております。 

   中紀ウインドファームとの協定書の提出と土砂災害への対応についてでありますけ

れども、中紀ウインドファームとの協定書については存在を認識しておりませんので、

提出することができません。土砂災害につきましては、和歌山県が許可を出している

林地開発計画に沿って適切に進められていると思います。 

   低周波問題や土砂災害について、環境影響調査の中で専門家の意見として提起され

るものだと考えております。 

   ３点目の、有田川町大字上六川で行われている太陽光発電事業につきましては、平

成２８年３月３１日に和歌山県より林地開発行為が許可され現在に至っております。 

和歌山県では、許可後６カ月ごとに施行状況報告書の提出を義務づけるとともに、担

当職員が抜き打ち的に現場状況の確認に出向いているとお聞きをしております。 

   今回ののり面崩壊は、台風等による不可抗力的な出来事ではありますが、今後同じ

ような崩壊が繰り返すことのないように、事業者から提出されている復旧計画を県が
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審査中とのことで、排水計画の見直しや調整池のしゅんせつ等、細部にわたって指示

を行っているところであると聞いております。また、議会と町による現地調査の申し

入れにつきましては、県の担当者に問い合わせたところ、可能であるという返事をい

ただいておりますので、今後日程等の調整を議会としながら進めてまいりたいと思い

ます。 

   規制条例の制定につきましては、太陽光発電施設に対する規制は和歌山県太陽光発

電事業の実施に関する条例が本年６月から施行されたところでありますので、まずこ

の規制の効果を見守りたいと考えております。 

   風力発電事業については、太陽光発電事業よりも高いレベルの国による広範囲の環

境影響調査が義務づけられており、これを超える規制を設けようとすれば多方面にわ

たる高度な専門的な観点からの考察が必要となるため、現在のところ町では制定を考

えておりません。 

   ２番目の学校給食の無償化でありますけれども、当町の学校給食は、保護者の皆様

からの給食費と町の負担で実施しています。学校給食法では、人件費、施設費などを

学校設置者の負担とし、それ以外の食材料費、光熱水費、配送経費などが保護者の負

担とされております。 

   有田川町では、保護者の皆様の負担軽減のため、食材料費相当額だけを学校給食費

として御負担をいただいております。その１食あたりの平均額は、２４３円でありま

す。また、諸般の事情でどうしても、御負担のいただけない家庭につきましては、有

田川町就学援助費補助要綱にのっとり、食材費を負担しなくてよい措置をとってまい

ります 

   当面は、保護者と町が力を合わせ、子育てを行う観点からも現状を継続していきた

いと考えております。 

   次に、介護保険制度等についてであります。 

   １点目、６５歳以上の障害者は、介護保険が優先されるが、介護保険に同等のサー

ビスがなければ障害福祉サービスが受けられるかとの質問でありますけれども、基本

６５歳以上の要介護認定者については、介護保険サービスの利用が優先です。高齢者

障害者の方で介護保険サービス以外の障害者サービスを希望する場合には、障害者サ

ービスが利用できます。 

   ２点目の訪問介護の生活援助についてでありますけれども、平成３０年１０月より、

訪問介護における生活援助中心型サービスが通常の利用状況から、かけ離れた利用回

数となっているケアプランについて、市町村への届け出が義務化され、そのケアプラ

ンについて検証を行うことになりました。 

   平成３０年１１月末までに、４件の届け出がされており、内容を確認したところい

ずれも適正であると判断しているところであります。 

   ３つ目の在宅での介護者の負担軽減から介護者同士の経験交流の場についてであり
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ますけれども、現在、在宅介護を行っている方の交流事業として、有田川町社会福祉

協議会にて行っています、リフレッシュ事業や地域包括支援センター主催のぴありん

くる（介護者同士の交流の場）事業を、今後も充実してまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   再質問させていただきます。 

   まず、第１問の海南・紀美野風力発電計画でありますが、業者は簡単に諦める状況

でないというのがはっきりしております。 

   それで、先ほどの御答弁で説明会というお話ありましたが、もう実際どこかの地域

で説明会をやっているのですか、その点まず確認させてください。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   問い合わせたところ、現在、まだやっていないというように聞いております。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ということは、まだということです。計画は入ってますか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   そちらも現在は聞いておりません。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   この設置予定の関係区の温度差の答弁ありましたけども、反対を明確にしている区

も新たに出てきました。畦田なんかは反対の看板も２カ所立っておりますし、西ケ峯

の住民の方が地域の方にお願いして、２カ所ぐらい新たに反対の看板も設置するとい

う話になってきておりまして、大体、その４，５００キロワットの風力については、

やっぱり反対の声が多いと思うんですよ。 

   事業者のああいう態度を見ていれば、町長もやっぱりおかしいと思うでしょう。そ

の点どうですか。事業者は、町長もどうかと思うでしょう。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 
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○町長（中山正） 

   おっしゃるとおり、反対の地域だんだんとふえてきまして、立て看板もふえてきて

おります。やっぱり、これは事業をするとこは、一切土地ももってないし、このぐら

い反対あれば、かなり建設には難しいのかなという感じをもってます。というのは、

４，５００キロ、大きな風車をあげようとすれば、海南から既に道をずっと広げてこ

なあかんというような規模のものでありますし、また、風車から風車の間へも土地を

ずっと道をつけていかなんという中で、このぐらいの地区が反対すれば、１基や２基

立つかわかりませんけれども、そのために大きな道広げたり、採算的にはとても合わ

ない状況だと僕は思ってます。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ここでもう一つ心配する点があるんですが、海南カントリーゴルフ場、ここへ業者

がもうオーケーしたというような話もうわさで聞くんですが、そうなってないですよ

ね。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   現在わかっている範囲では、そのことは聞いておりません。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   この業者の計画は、我が町だけでなくて兵庫県、鳥取県、島根県でも計画しており

まして、それぞれ島根や鳥取の話見てみますと、やはり住民が怒って反対運動が起こ

ってるんですね。業者の視点というのは、うちよりもひどいような状況の話をしてる

ようです。 

   ですから、絶対このこちらの計画については、ともに町と住民の方と一緒になって

反対の運動を、ぜひ一緒にかかわっていただきたいと思いますが、町長その。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   やっぱり町民の総意であれば、その方向で進めていかなあかんのかなという考えも

ってます。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 
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   次に、修理川のウインドファームの計画なんですが、もう第１期は始まってますよ

ね、工事。ウインドファームの第１期工事もう始まっておりまして、私ども見に行っ

たんですけど、やっぱり心配する面というのは、やっぱり土砂崩れ、実際、林道走っ

てても土砂崩れが１カ所大きなとこありましたし、ですから、あんだけ山の木を切っ

て、丸裸になって、そこへ建てるわけですから、業者は真面目な対応しているような

話もされるんですけども、実際に災害が起こった場合、どこが責任もつかという話が

出てくるんですよね。 

   業者の姿勢は、業者の責任で起こったものは業者が責任をもってやるということで

すから、自然災害という不可抗力があれば、業者は対応しないという姿勢ですが、そ

うなったら町長はどう考えますか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   もう災害が起こらんことは願ってるんですけど、これは県が林地開発の許可を出す

ときに、いろんな細部にわたって条件を出していると思います。簡単に崩れたり、そ

ういうこと、簡単に乱開発するような条件では林地開発を出してないと思うので、や

っぱり県を信用していきたいなと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   不可抗力ってやっぱりあるわけでしょう、幾ら県を信用してても。だから、この地

盤が専門家が危ないですよと言ってるわけですね。その地質の専門家が現地調査して

いるわけなんです。その判断が危ないという判断なんですよ。 

   ですから、県の言うことよりも、やはり専門家の話のほうが私は妥当だと思うので、

その点で定期的な監視、今計画書等監視する必要があると思うんですが、その点どう

ですか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   県がやっぱり開発許可、林地開発の許可は出した以上は、県も必ず定期的に監視を

行っていくと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   次に、第２期ウインドファーム、新規の計画ですが、今の計画の延長線上でいくわ

けですよね。この間、環境影響評価報告書について意見を求めておりました。締めき
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りましたが、この中で住民の意見としてどのようなものが出されたのか、主なもの把

握されていたら、説明をしていただきたいんですが。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   報告書ではなくて配慮書の段階なんですけども、現時点ではまだその正式な結果が、

意見等が出ておりませんので、まだ把握しておりません。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   これを審査する審査委員会が開かれておったと思うんですが、それは確かですか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   この審査委員会は、もう一回開かれました。配慮書については、多分１回であると

思いますので、もう審査会はこれで終わっていると思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   その審査会で、主などんな意見が出されたか、把握されておりますか。 

○議長（殿井 堯） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   うちの職員も傍聴に行きまして、やはり、その環境問題であるとか、生態系への異

常とか、そういう意見が多く出されていたと聞いております。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   次に、低周波問題についてでありますが、海南市下津の大窪の住民が低周波で被害

を訴えていました。移住された方もおられましたけども、この低周波問題について、

ちょっと外国の事例なんですけども、平成２９年１０月にオーストラリアで低周波被

害を認める判決が出ました。これは、行政控訴裁判所というところですが、風車が生

み出す低周波音と、超低周波音は病気に至る道になると宣言しております。 

   睡眠妨害や心理的ストレスで引き起こされている風車騒音が睡眠妨害の開地とされ

ている。４０デシベルを超える例が無数に記録されていることを発見し、たとえ耳に

聞こえなくても低周波音、超低周波音は人体にその他の影響を与えているんだろう。
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それは、聴覚を介して起きるものではないが、かといって全てがわかっているわけで

もない。それらの影響には、船酔い状態や目まい、耳鳴りのような症状が含まれる。

まだ、風力事業者が取り入れているデシベルスケールＡ測定方法は、被害の想定には

適切でないことも確証されている。 

   なぜなら、風車が出す音のかなりの部分は低周波数式に則しているが、この測定方

法では音が出ている最中の低周波音の存在やそのピークを正確に固定できない、それ

どころか、デシベルスケールＡは、音のレベルを平均化することで、被害をもたらす

音の存在を隠してしまう。しかも、このデシベルスケールＡを重視するシステムがあ

らゆる風車騒音のガイドラインの基礎とされているということで、これは、日本気象

協会がじきに出すデシベルの騒音の数値ですが、これ明らかに間違っているという判

決が出ているわけです。 

   裁判所は、結論としてＷＨＯも環境中の騒音にされされた人々と、その健康被害の

関係を示す大規模疫学調査に基づく十分な証拠とするスタンスであることを示してい

ますということです。 

   このオーストラリアの住民の被害も出ている事例でも報告されていますが、とにか

くヨーロッパでは、風車から１０キロメートル離すのが基本で、半径２キロメートル

は危害が甚大だと指摘しております。 

   ですから、こういう問題でも日本の場合を考えたらひっかかってくるんじゃないか

と思いますが、今のこの説明を聞いて、町長どんなんに思います。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   今のところ、我が町ではそういう報告も一個も受けてないです。実は、今度の延長

するときも、前のときも、２つの字から、ぜひ呼んできてほしいと、もう地域が過疎

化で物すごくする、何とか地域の活性化になると思うので、ぜひこっち来てもらうと

いう、来てほしいという要望書もいただきました。 

   やっぱりそういう地域もあって、今のところ田角・長谷なんですけれど、うちのと

こへはそういう苦情もあんまり来ておりません。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   それは、町長まだ回してないから当然なんですよね。でも、実際、開始、供用開始

したら、どうなるかというのは誰もわからないですからね。でも、起こってしまって、

対応できなかったら、これは大変なことだと思うので、だから、私今の段階でややこ

しい、危ない、予想されることは除去する対策を町が業者に求めるとか、そういうこ

とぜひともしていただきたいということなんですが、その点は御理解いただけますか。 
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○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   また一回、議会の人にも見学してもらえるということでありますので、ぜひみんな

のどんな状況も知れない議員さんもいっぱいいてると思うので、ここで判断するより、

みんなで行って、これほんまに危ないん違うかというのであれば、また、こっちから

も業者にここ改善してもらわな危ないでというふうなこと、また、県を通じて抗議で

きますので、その方向でいきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   それでは、次の規制条例の問題なんですが、一般住宅用の規模を除いての売電が目

的の企業などを対象にしてということなんですけども、先進地の事例も参考にしてい

ただきたいんですけども、例えば５つの自治体の条例を調べてみました。共通してい

るのは規制区域の設定です。ここはつくってはだめですよ。例えば、土砂災害起こる

ようなところとか、住宅密集してとか、そういう規制区域を明らかにしているのと、

出力の設定、原状回復義務、住民への説明、報告と立入調査、これが多く共通してま

す。ほかにも、低周波音の問題、騒音対策、日陰の対策や電波障害、景観、動植物へ

の対応、光公害、光の害の対策、住民との良好な関係づくり、計画には６０日前の提

出の義務づけとか、こういうのが出ております。 

   ぜひとも、今のところ考えてないということでありますが、現実に太陽光発電でも

いろいろ問題起こってきてるの町長御存じだと思うんですよ。やはり、こういう規制

する内容のものが必要だと思うので、ぜひ検討していただきたいんですが、その点は

いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   今、県が太陽光については規制の条例つくってますので、それを参考にして少し見

守りたいなと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   それはそれで結構なんですが、県の場合は５０キロワット以上でしょう。だから、

５０キロワット以下のところで問題が出てきておる。その点、対応を求めているわけ

です。 

○議長（殿井 堯） 
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   暫時休憩します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １５時４８分 

再開 １５時４８分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（殿井 堯） 

   再開いたします。 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   だから、全国的な事例です。そこが悩みの種で、だから条例で市町村が５０キロワ

ット以下のやつでも対応するように条例をつくってるわけなんですよね。だから、そ

こらも一度条例を見ていただいて、検討していただきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   県の条例を参考にしてから、検討していきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   県の条例だけでなく、全国の市町村の条例もぜひとも見てください。 

   次に、給食無料化の問題ですけども、無料化は保護者負担を軽減し、少子化対策な

ど地域の活性化を目指す施策としてだけでなく、子育て支援や給食を教育の一環とし

て捉える食育推進を理由にしています。 

   県内では、高野町、北山村、古座川町、御坊市、みなべ町、日高川町、広川町は実

施に、向けて検討中だそうですが、こういうところの状況どんなに思われます。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   全国的には、文部科学省が２９年度の給食の調査してます。そのときには、４％程

度が無償化を実施しているというふうなことを文科省からも資料では把握していると

ころです。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   私、小田原市の事例を出したいと思うんですけども、対象は６，０００人やそうで

す、子どもさん。無料化しているんですが、２０１２年実施した学校給食無料化アン
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ケート結果ですが、学校給食に充てていたお金の使い道を聞いています。その回答を

見ますと、５割以上の保護者が生活費として活用できるとなっており、そのほとんど

が子どものために有効に使われていると出ていますと。また、子どもへの教育や将来

の備えとしていると回答もあったとされています。 

   学校給食の無償化は、納税の大切さや地域住民への感謝の心を教育するきっかけに

なることがわかったという記述もあったそうです。効果は大きいと言いますが、再度、

無料化考えませんか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   確かに、議員おっしゃるそういう面もあるかとは思うんですが、町長の答弁とも重

複しますけれど、給食費を納めづらい、諸般の事情で納めづらい御家庭につきまして

は、有田川町の就学援助費補助要綱にのっとって、食材費も無償になるというところ

でしてございます。 

   そして、議員おっしゃるところの食育という観点からは、無償にしてもというとこ

ろであります。例えば、食育の観点からいきますと、町内で農業を営む団体からミカ

ンを寄附いただいたり、そしてまた、補正予算でミカンを出したりというところもあ

りますし、県の施策ではカキや桃をいただいたり、和歌山県、有田川町の中で、その

産物というのはどういう位置を占めていて、また、どういう体の仕組みの中では役立

っていく。また、いろんな味のアレンジをして、子どもたちの授業の中で取り入れて

いると、こういったことで食育というものを実践してはいます。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   先ほど、就学援助の対応のお話されましたけども、これは、保護者が申請するとい

うことと、情報も十分なかなか周知されておらず、また、保護者が一旦納付し、後か

ら還付されるということになりますので、当面のお金のやりとりについては苦労する

と思うんです。また、これは自治体によってばらつきがあって、低所得者層を必ずし

もカバーしているとは言えない状況だと思うんです。 

   それで、再度お聞きしますが、学校給食並びに同法との施行について、通達御存じ

ですか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   済みません、勉強不足で内容的にはちょっと。 

○議長（殿井 堯） 
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   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   これによりますと、通達では経費の負担等で学校給食の実施に必要な経費は、原則

として小学校等の設置者と給食を受ける児童の保護者とが、それぞれ負担することを

定めた。これらの規定は、経費の負担区分を明らかにしたもので、例えば、保護者の

経済的負担の現状から見て、地方公共団体、学校法人、その他のものが児童の給食の

一部を補助するような場合を禁止する意図ではない。要するに、これらの規定は小学

校等の設置者と保護者の利用者の密接な協力により、学校給食がいよいよ円滑に実施

され、健全な発達を見ることが期待されるという立法の根本趣旨に基づいて解釈され

るべきであるということで無償化始めるところもあります。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   その内容をもう少し勉強させてください。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   それは、前向いていくという意味ですか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   いろいろな観点から勉強させてください。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ぜひとも、これは文科省の通達参考にしてください。担当者に聞いてみてください。

そう答えますから。 

   仮に、全面的に実施できなくても、暫定的な措置、考えられないか。例えば全員に

半額補助とか、第２子、第３子から全額補助とか、中学校まで全額、あるいは半額補

助とか、古座川町では小学校のみで、２０１６年度から御坊市、みなべ町は第３子以

降から、日高川町は第１子、第２子の給食無料に見合う額の商品券寄附となっていま

す。参考になると思うんですが、どうですか。 

○議長（殿井 堯） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   それも調査させていただいて、参考にさせていただきます。 



 

－１１７－ 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   最後に、この無償化については、今の政府の中でも、安倍内閣の中でもこの無償化

の話が出ましたよね。途中で途切れましたけども、やっぱり上でもそういう話が出て

きてるわけですよね。ここは大事だと思いますよ、部長。 

   それで、ぜひ、財源の問題も出てまいります。私の試算では８，５００万円あれば

十分だと思いますが、８，５００万円。一方、財源どうするんかという話なります。

毎年、決算のあれみますと不用額が２９年度３億円、２８年度３億円、３億円から、

２４年度は６億円かな、不用額そんだけ出てるんですよ。だから、それを活用すれば

十分対応できるじゃないですかね、町長。 

   ですから、私は当面、国で無償化の検討されたことありますので、町村会として、

町長は国の制度として給食無償化の声を上げていただきたいと思いますが、いかがで

すか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   今、ちょっと増谷議員の話を聞いてまして、僕子どものころを思い出しました。多

分、ここにあるほとんどといったら悪いかな、うちも貧しい農家育ちで育ってきまし

た。その中で、母親の朝寝てる姿見たことありません。皆、弁当をつくってくれて、

もたしてくれて、それがやっぱり親子のつながり、僕その銭金と違うと思います。 

   そういう観点から、僕が町長の間は無償化はいたしません。それだけもう断言して

おきます。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   また、町長えらいこだわってますね。今はそういう時代違うんですよ。今の若い夫

婦の状態を見たら、そういうことできないのわかりきってますよ。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   子育てについては、議員知ってる通り、県下でもほんまにうちは進んでいるとこで

あります。それで、やっぱりあんたの僕との考えが非常に違うとこがあるので、おっ

しゃったとおり、僕が町長やっている間は、給食の無償化というのはやりません。そ

れだけ断言しておきます。 

○議長（殿井 堯） 
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   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   それは町長、子育て支援についてはどう思います。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   子育て支援は、うちは十分過ぎるほどやってると思います。もうあなたに言われて、

高校まで無料にせえいうたら無料にしたり、小学校を無料にせえいうたら、次に無料

にしたら中学校せえと堀江議員が言って、その次に、また増谷議員さんが高校まで、

それはやっぱり大事やと思って僕やってるんやけど、今の給食については、さっき言

うたように、ここにあるほとんどの人がそういう経験で、やっぱりそういうことがあ

ってこそ、親のありがたみというのがわかるので、増谷議員と僕と全然考え方が違う

んで、悪いんですけれども、僕の町長の間、やめたら次の人にまたお願いしてくださ

い。僕の町長の間、絶対しません。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   何か町長、えらいこだわってますね。町長の姿勢としては、ちょっと変わって、い

つもそんなん違うと思いますよ。 

   ほんまに、それは昔の話が通じる、今は若い世代はそういう話通じませんよ。現実

みたらわかりますよ。 

   町長、どういう努力されているの、そういうことのために、どういう努力されてい

るの。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   若い人にもそういうことをやってほしいなと、増谷議員さん、僕ら多分同じ年代の

子そうやと思うけど、そういう親が殺したり、友だち殺したり、そんな事件って一個

もありませんでした。やっぱり親殺すというのは、親のありがたみ一個も子どもがわ

かってないんで育ってきたんで、こういう事件が起こってくる。そこが、あんたと僕

の考え方の違いやという、それわかってください。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   そこの問題はね、全然とらえ方違いますよ。今の社会がこういう、せつない社会に

なってきたから、こういう事件が起こってくるんですよ。 
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   だから、町長はそういこじにならずに、やっぱり若い世代の子育てを考えてあげた

ら、町長はやっぱり傾くべきだと思います。どうですか。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   子育て支援については、これからいろいろ、まだまだやっていきたいと思いますけ

れど、給食については、それは銭金と違います。ちょっと考え方の違いだということ

だけわかっていただきたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   こうやっても平行線なので、私は次の議会でまた町長に、今度はぎゅっと言わせた

いと思いますので、質問終わります。 

   介護保険の問題です。この問題は全国で取り上げられております。厚労省が通知を

出しました。内容は、サービス利用の理由はさまざまであるため、介護保険サービス

を一律に優先しない。２つ目に、介護保険に移行、システム支給料が減った場合は、

その不足分を障害福祉サービスから支給できること。３、介護保険制度にない障害福

祉固有のサービスは継続支給できること。４、介護保険制度意向に同意しない障害者

には、継続して勧奨を行うことを周知すれば対応は可能であると答えています。ただ

し、この通知は市町村への拘束力はないとされておりますが、そこで、当面、負担軽

減策の対象制限の廃止、障害者福祉事業所が高齢障害者に共生サービスを提供する場

合、障害福祉サービスと同等の報酬を担保する。２つ目に、基本合意文書や骨格提言

が提案する総合支援第７条の撤廃、選択制の導入がいるので、町の判断ができるもの

からやっていただきたいし、できないものは国へ働きかけていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   ただいまの質問ですけども、障害サービスについては、施設サービスをしてるんで

すけども、その負担については、今、国の基準を適用していきたいと思ってますので、

また、基準の改定について、国のほうに申し入れはしたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   基準通りということですが、その人の状況を見て対応していただきたいと思います。
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それでいいですか。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   その辺はまた検討してまいりたいと思います。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ２つ目の生活援助のことですが、４件の事例があるという答弁でありました。しか

し、今後ふえてくる可能性があると思います。家事援助と言っても、専門性を身につ

けたヘルパーが行うものですから、例えば、ポイント券での利用や、月１回の配食サ

ービスでは、私は対応できるものではないと思っております。また、議論する地域ケ

ア会議ですが、月１回の開催で３件しか判断しないということでお聞きしましたが、

メンバーにリハビリ職の協会や、歯科衛生士協会、管理栄養士協会、県ケアマネ協会、

県長寿支援課のオブザーバーなどが中心占めていますから、それでケアマネが出した

ケアプランについて、いろいろ聞かれる可能性があります。生活援助の提携をちゅう

ちょさせる可能性が私はケアマネから出てくるんではないかと心配するんですが、利

用制限は機械的に行わないよう、再度求めたいと思いますが、担当部長いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   その件につきましては、ケアプランについては、本人の生活待遇、環境等も考慮し

てやっておりますので、その分についての検討は、今後の中で考えていきたいと思っ

ております。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   とにかく、機械的な対応は求めないにしておきたいと思います。 

   最後に３点目ですが、介護の交流になると日ごろから介護していますから、そのと

きの介護者をどうするかという問題が出てきます。そのときはデイサービスに行くと

か、もしくはまた、介護している方にどういうふうに知らせるかという問題もありま

す。実施している町から、どう対応するか聞いていただいて、こういう内容の交流会

をぜひもっていただきたいと思いますが、部長いかがですか。 

○議長（殿井 堯） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 
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   当然、地域包括センターについて、今後また、交流の事業についての運営をもっと

充実していきたいと考えております。 

○議長（殿井 堯） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   終わります。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、増谷憲君の一般質問を終わります。 

……………通告順９番 １番（堀江眞智子）…………… 

○議長（殿井 堯） 

   続いて、１番、堀江眞智子君の一般質問を許可します。 

   堀江眞智子君の一般質問は一問一答方式です。 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   議長の許可をいただきましたので、１番、堀江、質問をさせていただきます。 

   質問に入る前に、町長に、今ちょっとヒートアップしてましたが、元に戻って御答

弁いただきますよう、よろしくお願いします。 

   まず最初に、就学援助について質問をさせていただきます。これまでにも、就学援

助について、質問をされた議員さんがおりましたが、就学援助とは生活保護を必要と

する世帯、また、生活保護に準じた保護が必要な世帯の児童・生徒に対して義務教育

を円滑に実施することができるように、学用品費や修学旅行など、一定の援助を行う

制度であります。 

   有田川町では、昨年、中学入学の入学準備金の支給を入学前までにすることを町長

が決断をされました。小学校入学準備金についても、小学校入学の準備に間に合うよ

うに支給実施をすることにしませんか。 

   先日、毎年取り組まれている住民要求大運動の中で要求をされていましたが、やは

り、小学校入学前の入学準備金の支給は難しいとのことでありました。けれど、県内

でも印南や日高町などで実施をされていますし、全国的にも大きな市ではありますが、

福岡市、枚方市、札幌市、いわき市、堺市、草加市、名古屋市、神戸市など、新入学

学用品については、入学前に支給をすることが進んでいます。 

   私は、その町の子育てにかかわる心意気がわかる目安の１つであると思っています。

現在、実施しているところは入学などの検査の実施時にお知らせをし、その申請に伴

い実施しています。収入を調べれば、すぐにできることではないかと思いますが、そ

のためにも申請時にはどういう環境であれば申請できるのか、そのことをクリアな状

況にしなければならないと思いますがいかがですか。 

   そして、２番目の質問ですが、風疹ワクチン等接種費用助成について、質問をさせ
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ていただきます。 

   近年、都市圏を中心に風疹が流行しているとのことであります。風疹の予防接種は

男性は３９歳以上、女性は５６歳以上が受けていないということであります。妊婦が

風疹にかかると子どもに障害が残ることがわかっています。 

   現在、妊娠希望の女性とその夫への予防接種補助が行われていますが、妊婦であっ

ても仕事をしていたり、買い物に行ったり、人ごみの中へも行くことがあります。予

防接種補助の拡大をどう考えておられますか。そのためにも、抗体検査実施の費用の

助成を考えてはどうですか。 

   この質問をつくった後、昨夜のニュースで国がこれらの補助をすることを決めたと

のニュースがありました。来年度からとのことであろうと思われますが、少しでも早

く取り組むことが大切だと思います。どう対応されますか。 

   以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（殿井 堯） 

   町長、中山正君。 

○町長（中山正） 

   堀江議員さんにお答えしたいと思います。 

   御質問の就学援助費の入学準備金、前からも言われてました。ただ、これ小学校入

学前になかなか現場で判断するのが難しいということで今まで見送ってきたんですけ

れども、やっぱりいろんな県内の動き等々を見て、来年度末には実施できるようにし

ていきたいと思います。今年度は準備整ってないので、来年度からやっていきたいと

思ってます。来年度の末から準備させていただきます。 

   それから、次に風疹のことでありますけれども、現在、風疹予防接種の枠の拡大を

考えてはどうかという質問でありますけれども、風疹ワクチンの予防接種は法定期接

種として１歳児と小学校入学前、１年間の幼児への２回接種を行ってます。また、有

田川町風疹予防接種費用助成事業にて、妊娠を予定している人、１９歳以上５０歳未

満の女性及び妊娠している女性の配偶者の方に、予防接種費用の全額で上限１万円の

補助金を受けて助成を行っております。 

   来年度の県補助事業が継続されるかは現時点で未定でありますけれども、仮に県が

やめても、うちはその県の分ももって来年度もやっていきたいなと思っています。 

   なお、対象枠の拡大については、堀江議員も御承知のとおり、来年度から３９歳か

ら５４歳までの人を対象に２年か３年かけて全部接種するという方針が打ち出されて

ます。恐らく、これは国費で今まで受けてない対象の人も接種を行われるように聞い

ております。来年度からやるそうです。 

   ２点目の抗体検査実施と費用の助成を考えてはどうかについては、現在、風疹抗体

検査は県事業として、各保健所が窓口となって実施をされております。よって、町独

自での抗体検査実施と費用助成は、現時点では考えておりません。 
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   以上です。 

○議長（殿井 堯） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   就学援助については、この間、住民要求のときにまだまだしてもらえないような感

じでしたが、そのように決めていただいて、来年度からしていただくということでよ

かったなと思います。 

   ただ、その知らせるときにやはり申請の仕方というか、どういう人が申請できるの

かということをクリアにお知らせをすることが目安になると思うんですけれども、そ

のことを合わせてお願いしたいと思います。 

   私、この有田川町が先ほども言いましたけれども、県下一子育てのしやすい町、全

国一子育てのしやすい町となることを望んでいます。これは、町長や教育長も同じ思

いであると思うんです、部長も。 

   なぜかというと、子どもはそれぞれ家族の一員であると同時に、この町の未来を担

っていく一員であるからです。家庭の困難さの中で子どもを育てるのに、経済の違い

で頑張らなければ育てられないというのであれば、子どもの数はまだ今後減っていく

ことが、減少になるでしょう。 

   就学援助のことだけでなく、子育てにかかわる全ての施策で、できることは全てや

っていくということが、この若い方々の住みよい町としてこの有田川町が認識されて

いくことだと考えておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

   答弁は結構です。 

   それから、風疹のことについては、国も来年度からそういう接種の補助をするとい

うことで、どんどん知らせていくことが大事だと思うので、そこのところをやはり国

だけじゃなくて、昨日もテレビで１回しか見てないんですよ。今朝、ちょっと新聞を

見る間なかったので見てないんですけれども、やっぱり若い世代とかも新聞なんかを

見てなくて、町の広報とかＳＮＳとか、インスタグラムも始めたと、この間見ました

けれども、そこへでも流していくと、いろいろなソーシャルネットサービスというの

を使って知らせていくことが大切だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   もう答弁は結構です。これで質問を終わります。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、堀江眞智子君の一般質問を終わります。 

   本日の一般質問はこれで終わります。 

   お諮りします。 

   日程第２から日程第１０の議案９件を一括議題としたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、日程第２から日程第１０までの議案９件を一括議題といたします。 

   提案理由の説明を町長、中山正君に求めます。 

○町長（中山正） 

   それでは、今議会の追加議案の提案理由の説明を申し上げます。 

   議 案 第９９号は、平成３０年度有田川町一般会計補正予算第６号で あ り

ます。 

    今 回 の 補 正 は 、 職 員 の 給 与 改 正 等 に 伴 い 、 職 員 の 給 料 ・ 期 末 勤 勉 手

当・共済組合負担金・退職手当負担金等の増額補正を行うものであります。

また、それぞれの特別会計の人件費増額補正に伴い、繰出金を計上してお

ります。 

   その結果、今回の補正額は、１，４８６万５，０００円の追加となり、

補正後の予算総額は、１６９億２，４５０万２，０００円と相成りました。 

   この補正の財源といたしましては、繰越金を充てることにいたしており

ます。 

   議案第１００号は、平成３０年度有田川町国民健康保険事業特別会計補

正予算第３号であります。 

   今回の補正は、職員の給与改正に伴い、職員の給料・期末勤勉手当・共

済組合負担金・退職手当負担金等の増額補正を行うものであります。補正

額は、５５万円を追加し、補正後の予算総額は、３７億３，７９４万２，

０００円と相成りました。 

   なお、補正額の財源といたしまして、一般会計からの繰入金を充てるこ

とにしております。 

   議案第１０１号は、平成３０年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正

予算第２号であります。 

   今回の補正は、職員の給与改正に伴い、職員の給料・期末勤勉手当・共

済組合負担金・退職手当負担金の増額補正を行うものであります。補正額

は、５万８，０００円を追加し、補正後の予算総額は、７億４，９５４万

４，０００円と相成りました。 

   なお、補正額の財源といたしましては、一般会計からの繰入金を充てる

ことにしております。 

   議案第１０２号は、平成３０年度有田川町介護保険事業特別会計補正予

算第２号であります。 

   今回の補正は、職員の給与改正に伴い、職員の給料・期末勤勉手当・退

職手当負担金の増額補正を行うものであります。補正額は、３５万２，０
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００円を追加し、補正後の予算総額は、３２億７，９３６万２，０００円

と相成りました。 

   なお、補正額の財源といたしまして、一般会計からの繰入金を充てるこ

とにいたしております。 

   議案第１０３号は、平成３０年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予

算第３号であります。 

   今回の補正は、職員の給与改正に伴い、職員の給料・期末勤勉手当・共

済組合負担金・退職手当負担金の増額補正を行うものであります。補正額

は、１７万９，０００円を追加し、補正後の予算総額は、６億３，０５１

万６，０００円と相成りました。 

   なお、補正額の財源といたしましては、一般会計繰入金を充てることに

しております。 

   議案第１０４号は、平成３０年度有田川町公共下水道事業特別会計補正

予算第３号であります。 

   今回の補正は、職員の給与改正に伴い、職員の給料・期末勤勉手当・共

済組合負担金・退職手当負担金の増額補正を行うものであります。補正額

は、１９万１，０００円を追加し、補正後の予算総額は、１９億９，１１

４万円と相成りました。 

   なお、補正額の財源といたしましては、一般会計繰入金を充てることに

しております。 

   議案第１０５号は、平成３０年度有田川町農業集落排水事業特別会計補

正予算第２号であります。 

   今回の補正は、職員の給与改正に伴い、職員の給料・期末勤勉手当・共

済組合負担金・退職手当負担金の増額補正を行うものであります。補正額

は、９万８，０００円を追加し、補正後の予算総額は、２億９，８３５万

６，０００円と相成りました。 

   なお、補正額の財源といたしましては、一般会計繰入金を充てることに

しております。 

   議案第１０６号は、有田川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてであります。 

   平成３０年８月１０日付の人事院勧告による国家公務員の一般職給与法の改正等に

伴い、本町もこれに準じ職員の給与について所要の改正を行うものであります。主な

改正の内容といたしましては、平成３０年４月に遡り、給料表の引き上げを行い、勤

勉手当については、支給額を現行の年間 １．８カ月から１．８５カ月に、０．０５

カ月分引き上げます。また、宿日直手当は４，２００円から４，４００円に上げるも

のであります。 



 

－１２６－ 

   議案第１０７号は、平成３０年度平成３０年災第１５９号町道板尾大橋沼谷線道路

災害復旧工事の請負契約についてであります。 

   平成３０年度平成３０年災第１５９号町道板尾大橋沼谷線道路災害復旧

工事を施工するため、平成３０年１２月６日、指名競争入札に付したところ、有

田川町大字清水１３４０番地、織本組、織本靖之氏が、９，９２１万９，６００円で、

落札いたしましたので、工事請負契約を締結するにあたり、議会の議決をお願いする

ものであります。 

   以上で提出議案に対する私の説明を終わります。何とぞ、御審議の上、御賛同賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（殿井 堯） 

   以上で、町長の提案理由の説明が終わりました。 

   続きまして、補足説明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   ないようですので、提案理由の説明を終わります。 

   お諮りします。 

   日程第２、議案第９９号から日程第１０、議案第１０７号までは、提案理由の説明

だけにとどめ、議案調査のため審議を中止したいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（殿井 堯） 

   異議なしと認めます。 

   本日はこれで延会します。 

   なお、次回の本会議は１２月１８日火曜日、午前９時３０分から開議します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

延会 １６時２７分 


